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○基本計画の名称：稚内市中心市街地活性化基本計画 

 

○作成主体：北海道稚内市 

 

○計画期間：平成２１年６月～平成２５年３月（３年９ヶ月） 

 

１． 中心市街地の活性化に関する基本的な方針 

 

【１】稚内市の概況 

 

（１）位 置 

  稚内市は、北緯45度に位置し、面積760.8 ㎞
2 

 の日本最北端の都市である。東はオホーツク海、

西は日本海に面し、北は宗谷海峡を挟んでサハリンに面している。また南側は豊富町と猿払村に隣接

している。対岸のサハリンまでは直線距離で約4３kmの位置にあり、晴れた日には島影を望む国境

の街でもある。地勢は、ほぼ南北に縦走する二本の丘陵性山地とこれらの中間に発達する低地帯から

なり、市街地は後背に丘陵地を抱えた海岸線に沿って、幅約200～500ｍ、東西約10kmの区間に

細長く形成されている。 

 

図 位置図 

 

 

（２）沿 革 

  市名は、アイヌ語の“ヤム・ワッカナイ”、すなわち「冷たい水の出る沢」という意味が語源となっ

ている。この地域は江戸時代の後期（1780年以後）から国際、国防上における北辺の要衝として重

要視され、間宮林蔵、最上徳内などの歴史的な人物が探索を行っている。 

図 稚内市の市街地 

ＪＲ稚内駅 

稚内市 
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沿岸は、日本海とオホーツク海が交流する海域として水産資源が豊富にあるため古くから漁場が開

設された。記録では、貞享2年に松前藩が、宗谷に藩主直轄の宗谷場所を開設したのが始まりである。

以来、運上屋らによる漁場開発が行われ、アイヌの人々との交易の場として、また、地理的にも最北

の玄関口であるため北方警備の要所として重要視されてきた。 

行政としては、明治 12年、現在の宗谷地区に宗谷村の戸長役場を置いたのが始まりで、明治 33年、
稚内村、抜海村、声問村の区域をもって稚内村を設置した。稚内村は港湾として恵まれた地理条件と

良い漁場に恵まれ、6村を管轄する宗谷村を上回る繁栄をし、翌 34年には、はやくも町政が施行され
た。明治 38年の日露戦争後、サハリンが日本の領有となったことから、大正 12年には稚内～樺太間
に定期航路が開設され、港は重要港として港湾整備が進められた。同時期には、鉄道建設も行なわれ、

大正 11年には天北線（平成元年に廃止された）、大正 15年には、現在の宗谷本線が開通した。 
また、利尻・礼文への連絡船も次々就航し、交通・運輸機関が整備されたことから、稚内は旭川以

北における政治、経済の中心と成っていった。 

昭和 24年、市制施行により北海道14番目の都市となり、昭和30年に宗谷村を合併し現在に至っ

ている。 

戦後は、大幅な減船による漁獲量の減少はあったものの、豊富な資源を生かした『水産』を中心に、

『酪農』『観光』を三本柱として発展を続け、北海道北部の中核都市となっている。 

現在の中心市街地は、明治20年代に稚内郵便局や税務署の設置、その後の小樽、樺太との定期航

路の開設により、市街地形成がはじまり、大正年代の天北線・宗谷本線の開通、昭和3年の稚内駅（現

ＪＲ稚内駅）の開駅により、ほぼ現状の下となる市街地となった。 

以後、市街地は拡大し、昭和60年代後半からの、持ち家政策により、現在の南地区で最も人口が

集中している富岡地区の造成が開始されたことから、その周辺の地区を含めた南地区への移転が急速

に進展した。南地区への人口集積が進むにつれ、内陸の名寄、旭川へつながる国道40号線と、オホ

ーツク沿岸の市町村を結ぶ国道 238号線の交差点付近を中心に、地元と周辺市町村の商圏の取り込

みを想定した大型のショッピングセンターの移転や進出が進んだ。特に地元、宗谷管内で最も集客力

のある、（株）西條稚内店が、平成２年に、それまでのＪＲ稚内駅前から南地区へ移転したことで、

市街地の拡大と南地区への人口集積が、一層進む結果となった。 

この傾向も、平成16年の、白地地域への建築形態制限指定や平成１９年の中心市街地活性化法の

改正に伴う大型集客施設等の立地規制や泥炭地、傾斜地による良質な宅地不足等により、収束の方向

にある。近年では、南北の地区を問わず、新築から改築の傾向が強くなっており、緩やかに、市街地

の拡大は収束へと移行している。 

 

図 稚内市の市街地形成過程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①１８９８年（明治３１年） ②１９２３年（大正１２年） ③１９４０年（昭和１５年） ④１９５４年（昭和２９年） 
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 図 現在の稚内市の市街地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）気 候 

気候としては、年間平均気温 6～7 度と冷涼で、東はオホーツク海、西は日本海の海に囲まれてい

るため、年間平均風速が 4.3m/s、風速 10 m/s以上の日が年間 90 日を越えるという非常に風の強

い街である。 

冬は、北西の風が多く、積雪が、約60㎝前後、最低気温-12℃程度で、意外と気温は下がらない

が、強風による体感気温は-20℃にも感じられ 12 月から 4 月までの厳冬期間は、厳しい環境にあ

る。反面、台風や地震が少なく、災害の少ない地域でもある。 

 

⑤１９７０年（昭和４５年）      ⑥１９７８年（昭和５３年）       ⑦１９９５年（平成７年） 

資料：稚内市調査 

 

ＪＲ宗谷本線 

道道１０６号 
市街地 
丘陵地 旭川 

紋別 

中央地区 

南地区 
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 図 気象概況 

 

 

 

 

 

（４）交 通 

稚内市につながる主要道路としては、道央から国道40号線、オホーツク沿岸からの国道２３８号

線、日本海沿岸の道道106号線があり、物流、移動の中心となっている。鉄道は、宗谷本線259.4

㎞で旭川と結ばれている。市内には、ＪＲ稚内駅（頭端駅）、ＪＲ南稚内駅の2箇所存在し、札幌ま

で、毎日、朝・昼・晩の３便が５時間で運行している。また、同様の区間を、都市間バスが、夜行便

を含め毎日６便、６時間で運行している。 

空路は、市内中心部から東に約12㎞の位置に稚内空港があり、札幌へ毎日２便、東京へ１便が通

年運航しており、夏期間には大阪・名古屋も運航し、観光客を受け入れている。 

また、中心市街地に位置し重要港湾に指定されている稚内港からは利尻島・礼文島への離島フェリ

ーとサハリンへのアクセスの基幹となる定期フェリーが運航されている。サハリン定期航路の平成

19年度実績では、5月～10月の６ヶ月間に45便が運航され、旅客4,695人、貨物4,906.5 ト

ンを輸送している。このように稚内市は、道路、鉄道、航空、航路など、宗谷地区の交通の要となる

都市である。 

 

図 主要交通機関利用状況                    （単位：人） 
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項目 

年次 

気        温 平均風速 降水量 積雪 

平均 ℃ 最高 ℃ 最低 ℃ 平均 ｍ 最大 ｍ 年間 ㎜ 最深 ㎝

Ｈ１５ 6.8 23.3 -13.0 4.4 18.3 9947.5 66.0 
Ｈ１６ 7.7 26.6 -10.3 4.9 18.7 1153.0 86.0 
Ｈ１７ 7.1 28.4 -15.0 4.7 18.6 1051.0 93.0 
Ｈ１８ 7.0 27.5 -12.6 4.4 18.4 1126.0 72.0 
Ｈ１９ 7.0 27.5 -10.3 4.3 21.8 905.5 49.0 

年  度 空港利用者 離島フェリー利用者 ＪＲ稚内駅利用者 都市間バス利用者 サハリン定期フェリー利用者 

Ｈ１５ 258,919 646,019 64,100 29,573 4,894 
Ｈ１６ 254,685 590,208 54,400 31472 5,403 
Ｈ１７ 238,176 541,415 53,300 31,498 5,943 
Ｈ１８ 228,917 521,990 47,450 38,168 6,681 
Ｈ１９ 220,772 478,152 － 38,931 4,695 

資料：稚内市統計書 

資料：稚内市統計書、稚内市入込客数調査 
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図 主要交通網 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:稚内市都市計画マスタープラン 

 

中心市街地 

名寄市・旭川市 

紋別市・網走市 

ＪＲ宗谷本線 
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【２】中心市街地の現状 

 

（1）中心市街地の成り立ちと変遷 

稚内の市街地は、明治20年代頃から現在の中央5丁目から宝来5丁目（概ねの位置は、P２ 図稚

内市の市街地形成過程を参照）までの東西 150m、南北 2km の区域に、郵便局を始めとする公共公

益施設や住居が建築され、市街地の形成が始まった。しかし、背後の丘陵地と海岸線に挟まれた狭隘

な土地のため、市街地の拡大はなかなか進まない状況であった。このため、明治末期から大正期にか

け積極的に海岸線の埋め立てが行われ、現在の市街地の原形となる南北に細長い市街地が形成された。

市街地の中心となる中央地区では、市街地側（マチ）と港側（みなと）は距離的に近い関係にあるも

のの、それぞれの整備事業の経過や鉄路に分断されていることから連携の弱い状況にある。 

 また、中央地区は、現在でも多くの小売商業者、都市機能が集積しており、フェリーターミナル、

バスターミナル、ＪＲ稚内駅などの主要交通機関、市内の金融機関が集中し、市役所、市立病院とい

う最大規模の公共機関が立地する都市機能の整った地区でもある。特に、市立病院は、宗谷管内唯一

の総合病院であり、利尻・礼文の離島、周辺町村を含めた多くの住民に利用されている。 

しかしながら、居住人口、来街者数は、ここ十数年来、減少の一途を辿っており、現在は、全人口の

66％が、ＪＲ南稚内以南の南地区といわれる地区に居住している。その主な理由とし、南地区の安価

で広い住宅地へ移住が進んだことが大きい。それに伴いさらに連動して幹線となる国道40号線、緑・

富岡環状線の沿道には、駐車場の完備した複数店舗が集合する郊外型のシッピングセンターの進出が

進んだことである。 

反面、従来の中心部は、駐車場を持たない小規模店舗が残り、土地は地価が高止まりなことから流動

性が悪く、年々、高齢化と建物の老朽化が進む地区となってしまっている。 

近年、少子高齢化や過疎化の顕著化、コンパクトな市街地形成と「まちなか居住」の推進、消費者行

動の広域化と通販利用者の増加、エコロジーや省エネルギー等の価値観の変化など、新たなライフス

タイルに適合した住環境や商業環境の整備が望まれている。 

ここ数年の傾向として、人口減少や景気の低迷、南地区での造成地の不足から、住宅地の拡大が鈍っ

ており、既存の住宅の老朽化に伴い、新築にかわって「改築」や「住み替え」、さらに、高齢化が進ん

できたことから、郊外の自宅を売却し、まちなかでの居住を希望する高齢者も増加しており、緩やか

ではあるが病院や交通機関、商店が集まっている市街地へ移住する傾向が現れてきている。 

中心市街地の後背地となる北地区の現況は、古くから沿岸漁業を中心に開け、海岸線に細長く形成さ

れた市街地であることから、沿岸には漁業に関連して干場、加工場用地、関連工場用地が確保・使用

され、山側には、住宅地が配置されてきた。 

北地区では、時代の経過と伴に、山側には住宅用地不足から、建て替え、増築の結果として、幅の狭

い袋小路が発生し、浜側には、漁業者の減少と伴に広い空地が発生している。 

  今後、北・中央地区の未利用地へ新たな居住者を誘導するための環境整備として、時代に適合した

高質の住宅地整備に向けた土地利用のためのルール導入＊や、道路整備が重要な要件となってきてい

る。さらには、中心市街地での生活を支える買い周り品を中心とした商業機能や交通・医療機能の整

備充実により、より一層、まちなか居住が進むものと考える。 

そのため、将来の市街地形成には南北にバランスの取れた宅地形成の誘導と、市街地の再集約の拠

点となる中心市街地の基盤整備と生活を支える商業機能、コミュニティ機能等の再構築が重要となっ

ている。 

 

＊地権者と居住者による地区計画の導入など 
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図 現在の中心市街地の概況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 市街地形成の断面模式図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中心市街地（中央地区） 

新興住宅地（南地区） 

国道２３８号 
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ＪＲ宗谷本線 

断面模式図位置 

ＪＲ稚内駅 
ＪＲ南稚内駅

 0 750m 250 500 
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（２）人口 

現在、人口は平成17年国勢調査で41,592人、世帯数で17,820世帯となっている。 

稚内市は、古くから沖合底引漁業を中心とした水産の街として発展してきた。明治20年代の人口

２千人から、漁業の発展と伴に増加を辿り、昭和50年にはピークの56千人となった。しかしなが

ら、昭和52年の200海里漁業専管水域の設定以降、沖合底引漁の漁獲量の低迷、それに伴う水産

加工業の衰退、平成元年の天北線の廃止による鉄道従事者の削減等により、大きく人口減少が進んで

いる。 

  さらにここ数年は、長期の経済低迷が続き、なんとか水産、酪農は安定を保っているが、経済の３

本柱である、観光が平成 14 年の 817 千人をピークに暫減を続け、平成 19 年度では、640 千人

（H14 比較-21.7%）まで減少している。それに伴い、若者を中心として就職難、再雇用先の不足

により地元ばなれが進んでいる。 

将来人口推計としては、現在、策定中の第４次稚内市総合計画によると、平成24年で人口38,036

人、世帯数 19,339 と予測している。今後も人口の斬減と、世帯数の微増状況が継続され、単身世

帯が増加する傾向にある。 

 

図 人口及び世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               年度
　区分

人    口  29,275 34,529 44,751 51,539 54,493 53,471
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               年度
　区分
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資料：国勢調査
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図  年齢別人口推移                                                （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　人口

  年齢 Ｈ15 H16 H17 H18 H19 H20 H15 H17 H20

15 歳 未 満 5,709 5,541 5,418 5,292 5,137 4,976 13.3% 12.9% 12.5%

15 ～ 64 歳 28,904 28,392 27,799 27,178 26,484 25,694 67.3% 66.4% 64.3%

65 歳 以 上 8,313 8,445 8,658 8,857 9,053 9,276 19.4% 20.7% 23.2%

合 計 42,926 42,378 41,875 41,327 40,674 39,946 100.0% 100.0% 100.0%

世　　帯　　数 19,189 19,164 19,098 19,320 19,151 19,084 2.24人 2.19人 2.12人

人　　　　　　口 人 口 比 率／世帯員

 
 

また、年齢別人口の推移では、15 歳未満の人口比率は、平成 15 年度の 13.3％から、平成２０

年度には、12.5%に減少している。一方、65歳以上の人口比率は、平成15年度の19.4%から、

平成 20 年度には、23.2%に増加し、4.3 人に１人が高齢者という状況になり、少子高齢化が進ん

でいる。中心市街地の人口特性を中央地区と他地区とで比較すると以下のとおりである。 

地区別に見ると、平成15年度から平成20年度にかけて、中心市街地では、14.6%（423人）

の人口減少となっており、他の地区の6.4%と比較して急激に減少している。 

また、中心市街地の主となる中央地区では、平成20年度１０現在の高齢者人口比率は30.3%に

も及んでおり、稚内市全域での高齢者人口比率の23.2%に比べ、極めて高い状況である。   

 

図 中心市街地の人口推移                                   （単位：人） 

年度
区分

中心市街地 2,907 2,840 2,756 2,661 2,578 2,484 85.4%
以外の地区 40,019 39,538 39,119 38,666 38,096 37,462 93.6%

計 42,926 42,378 41,875 41,327 40,674 39,946 93.1%
資料：住民基本台帳
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資料：住民基本台帳 １０月１日現在調査 

42,926 42,378 41,875 41,327 40,674 39,946 

(19.4%) 

(67.3%) 

(13.3%) 

(20.7%) 

(66.4%) 

(12.9%) 

(23.2%) 

(64.3%) 

(12.5%) 



 10

図 地区別高齢者人口比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 中央地区の年齢別人口比率（中心市街地の主となる街区） 

年度 

年少人口 

（０から１５歳未満） 

生産人口 

（１５から６５歳未満） 

高齢者人口 

（６５歳以上） 人口合計

人口 割合 人口 割合 人口 割合 

Ｈ１５ 156 8.1% 1,264 65.7% 504 26.2% 1,924 

Ｈ２０ 135 8.2% 1,014 61.5% 500 30.3% 1,649 

増減比較 -21 +0.1% -250 -4.2% -4 +4.1% -275 

資料：稚内市調査 １０月1日 
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（３）市街地整備の現状 

 １）土地利用 

稚内市は、都市計画区域（非線引き）を指定しており、都市計画（用途地域）による土地利用誘

導を行っている。宗谷本線をはさみ、東側（みなと側）は臨港地区となっており、港湾法による土地

利用規制が行われ、港湾関連の施設のみ建設が可能となっている。ことから、商業店舗、住宅の広が

りの境界となっており、近年の商業・住宅の広がりの現況に合わせて、規制を緩和する方向での調整

が進められている。 

また、西側の市街地については駅舎を中心に商業地域が決定され、幹線道路沿道は近隣商業地域

となっている。現状としては、駅前・中央の２つの商店街と仲通り振興会の１つの飲食店街が形成さ

れ、さらに、その後背地に住居系用途地域が決定され、戸建て・アパート等が建設されている。 

  平成２０年４月には、臨港地区側に広く指定されている準工業地域に、床面積１万㎡を超え

る大規模集客施設の立地制限のための「大規模集客施設制限地区」を設定し、より商業地域へ

の立地誘導を行っている。 

 

図 都市計画図（用途地域図） 
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大規模集客施設制限地区 



 12

２）建物利用 

中心市街地の建物用途別現況は下図のとおりとなっており、業務・商業施設は稚内駅西側の市

街地に分布し、商業施設は店舗併用住宅が多い。 

住宅は、市街地の北側と南側に、稚内駅周辺の商店街を取り囲む形で分布している。 

軽工業施設は、臨港地区の南側に分布しており、その大部分が水産加工場である。 

近年の傾向として、これまで多かった店舗併用住宅から、南地区に住居やアパートを建て、中心

市街地の店舗へ通ってくる商業者も増加している。 

また、これまで中心市街地で生活する利便性からアパート需要が高かったが、大型店舗が南地区

に集中していること、アパートの改修・建て直しが行われず、老朽化が進んでいること、勤務先が南

地区にあること等から空室がしだいに多くなってきている。 

 

図 建物用途別現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成10年 都市計画基礎調査 
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３）基盤施設整備 

  ①道路 

道路網の状況は以下のとおりである。国道40号、主要道道などを基本とする格子状の道路

網を形成している。通行の多くは、市街地の形状から南北へ移動する形態が主となっており、

特に北側の街区、宝来・恵比須・ノシャップ等の居住者が、国道・道道を利用し中心市街地を

通過し、南地区へ出かける形態が増加している。 

 

図 都市計画図（都市計画道路） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 国道、道道等の状況 
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  ②鉄道・バス・フェリー 

  （ア）鉄道 

宗谷本線の始発（終着）駅としてＪＲ稚内駅があり、公共交通機関としての役割を担って

いる。乗降客数は、平成１２年度の特急運行とともに増加したが翌年度には減少に転じ、平

成15年度では346／日人となっている。 

近年の傾向として、年代的に団塊世代の退職時期と重なることから、日本縦断旅行が増加

しており、ＪＲ稚内駅を始発駅・終着駅とする旅行者が微増している。 

 

図 ＪＲ稚内駅乗降客数の推移                                    （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：稚内駅 （年度は4月～3月まで）

  

表 稚内駅の位置 
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  （イ）バス 

稚内駅付近に宗谷バス（株）の稚内駅前バスターミナルがあり、市民の公共交通機関とし

ての役割を担っている。路線網の基本は、南北に広がる市街地形状に合わせ、南地区の潮見

町から北地区のノシャップを南北に往復する路線が主となっている。 

さらに、稚内駅前バスターミナルは、郊外路線の始発・終着点となっている。 

利用者数は平成1４年が約１７６万人、平成1８年が約１４５万人と4年間で約17.6%

減少している。利用者の傾向として、高齢者の足となっている部分が多く、市立病院等の通

院者には欠かせない交通機関となっている。 

 

図 バス利用人員の推移                                     （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：稚内市統計書 

 

図 バスルート図 
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  （ウ）フェリー 

利尻・礼文への国内フェリーターミナルと稚内とサハリン・コルサコフを結ぶ国際旅客フ

ェリーターミナルが中央ふ頭にあり、離島航路・サハリン航路の玄関口として、生活、観光、

交易を支えている。 

利尻・礼文を結ぶ離島フェリーは、通年で運航されており、年間で約４８万人、車両で約

５万台を輸送している。季節的には、圧倒的に観光客が増加する６月～９月の夏期間で、全

体の５０％を占める。 

また、サハリンとの日ロ定期フェリーは、毎年５月から１０月の夏期間に、４０便程度、

運航されている。利用者を国籍別に見ると、平成１５年度では、日本人が２，８６１人、ロ

シア人が１，８６４人であったものが、平成１９年度では、逆転してロシア人が２，５５９

人、日本人が２，０１０人と、ロシア側からの利用が伸びている。 

 

図 離島航路フェリー輸送状況                     （単位：台・人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：稚内市統計書 

 

図 サハリン航路フェリー主要国籍別利用者数           （単位：人・便） 
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図 国内フェリーターミナル・国際旅客フェリーターミナルの位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成２０年５月現在） 

 

 図 国内・国際フェリーターミナル現況 
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４）公共公益施設 

中心市街地における公共公益施設の分布状況は下図のとおりである。 

ＪＲ稚内駅からの 500m 圏には、市役所、郵便局、市立病院、文化センター、金融機関、バス

ターミナル等があり、中心市街地は都市機能が集中し利便性が高い地区となっている。 

 

図 公共施設の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成16年 10月現在） 

 ５）駐車場 

中心市街地の駐車場の現況は次図のとおりである。 

駅や市役所、病院などには比較的まとまりのある駐車場が確保され、その周辺にはいくつかの民

間駐車場が整備されているが、月極駐車場が多く、買い物客をはじめとする来街者が自由に使える

駐車場は少ない状況にある。 

公共駐車場は駅北側に整備され、夏期などは離島観光などで多くの団体観光、個人観光に利用さ

れているが、商店街や官公庁施設から多少距離があるため、買い物などにはあまり利用されていな

い。 

また、駅前・中央の両商店街においては、共同駐車場を保有しているものの買い物客が集中する

時間帯やイベント開催時には駐車場不足が発生している。 

このように、中心市街地の駐車場の配置状況は、多くの市民が利用する商店街近隣には少なく、

自家用車を利用した外出や買い物が定着した現代社会においては、利便性の低い駐車場配置となっ

ている。 
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図 駐車場の状況 
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  ６）歩行者交通量 

  歩行者（自転車を含む）交通量については、中央商店街、駅前商店街ともに平日の歩行者が多

く、休日に減少する状況にある。これは、商店街歩行者の多くは、金融機関、役所、通院と併せ

ての日常の買い周り品が多く、休日のまとめ買いや、専門品については、南地区の大規模店舗を

利用することが多いと考えられる。 

  両商店街での平日の平均的な歩行者数は、約1,200人程度で、休日の650人の約２倍となっ

ている。 

 

 図 中心市街地の歩行者交通量調査                    （単位：人／１２ｈ） 

調査ヶ所 自転車 歩行者 計 

①北防波堤ドーム 
平日 41 283 324

休日 43 541 584

②臨港駐車場 
平日 72 538 610

休日 109 1,055 1,164

③中央商店街（金融機関前） 
平日 186 867 1,053

休日 134 360 494

④駅前商店街（薬店前） 
平日 98 1,314 1,412

休日 97 707 804

⑤国際フェリー 
平日 6 9 15

休日 2 7 9

⑥駅前広場前 
平日 - 1,008 1,008

休日 - 1,103 1,103

   ※調査日 H16.7.19-20           資料：Ｈ１６ 稚内市総合都市交通体系調査（北海道） 

  

 図 歩行者交通量の平日と休日の比較                （単位：人／１２ｈ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※調査日 H16.7.19-20         資料：Ｈ１６ 稚内市総合都市交通体系調査（北海道） 
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  参考：下記の、歩行者交通量調査は、中央商店街内にある「まちづくり稚内」の事務所前の歩行者

交通量を片側、８時間で調査したものでも、歩行者数は、少ないものの平日は、休日に比較し約

３倍の交通量となっている。 

 

  図 中央商店街アーケード内の歩行者交通量調査                    （単位：人／8ｈ） 

調査ヶ所 
歩行者 8h 

（片側調査） 

歩行者 12h 

(両方向換算) 
平日/休日 

⑦中央商店街 

（まちづくり稚内事務所前） 

７月 
平日平均 103 309 

3.1
休日平均 33 99 

８月 
平日平均 128 384 

1.6
休日平均 81 243 

１１月
平日平均 101 303 

3.0
休日平均 34 102 

※調査日 H18.７月-１月の内の1週間           資料：Ｈ１8 まちづくり稚内調査 

 

図 中心市街地の歩行者交通量調査ヶ所    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：○稚内市総合都市交通体系調査（北海道） ○まちづくり稚内 
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（４）産 業 

産業の大きな構成分類としては、事業所数から見ると、卸売・小売業（25％）、サービス業（19%）、

飲食店・宿泊業（18％）、建設業（10%）等が中心となっている。昭和 52 年の旧ソ連が 200 海

里漁業専管水域設定するまでは、沖合底曳き漁業を中心とした水産業が市の基幹産業であったが、以

降、衰退の一途を辿り、最盛期の水揚げ高300億から、10分の１の30億となっている。 

産業別では、第一次産業の就業者数は1,704人（平成17年国勢調査）で、全体の8.０％と非常

にわずかである。第二次産業の就業者数は5,031人（同調査）で全体の23.6％、約1/4を構成し

ており、残りは、第三次産業の14,623人（同

調査）で全体の 68.5％となっている。産業

別の従業者数の推移をみると、平成12年に

比較し、全業種とも事業所数、従業者数が減

少しており、特に、医療・福祉サービス、教

育・学習支援サービスが減少している。近年

の特徴的な事業として、「風のマチ」稚内の

特有として、国内最大規模の風力発電（57

基）「宗谷岬ウィンドファーム」が平成 17

年から稼動、さらにはメガソーラーと呼ばれ

る5MWの大規模太陽光発電の実証実験が行

われるなど、新エネルギー関連の事業が増加

している。 

 

 

 図 産業別就業人口の推移                （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                       （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

                                      資料：国勢調査 

   人口 

産業 

就 業 人 口 就業人口比率 

Ｓ６０ Ｈ７ Ｈ１２ Ｈ１７ Ｈ１７／Ｓ６０ Ｓ６０ Ｈ７ Ｈ１２ Ｈ１７ 

第３次産業 15,279 15,492 15,363 14,623 0.96 59.9% 62.9% 65.4% 68.5%

第２次産業 6,685 6,675 6,108 5,031 0.75 26.2% 27.1% 26.0% 23.6%

第１次産業 3,558 2,465 2,033 1,704 0.48 13.9% 10.0% 8.6% 8.0%

合  計 25,522 24,632 23,504 21,358 0.84 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

 

資料：事業所・企業統計調査 
 

15 ,2 79 15 ,4 92 15 ,3 63 14 ,6 23

6 ,6 8 5 6 ,6 7 5 6 ,1 0 8
5 ,0 3 1

3 ,5 5 8 2 ,4 6 5
2 ,0 3 3

1 ,7 0 4

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Ｓ６０ Ｈ７ Ｈ１２ Ｈ１７

第３次産業 第２次産業 第１次産業

 

事業所数
2,350件

飲食店・宿泊

 18%

卸売・小売業

 25%

サービス業

 19%

建設業

 10%

製造業

6%

 不動産業

 6%

 その他

16%

 

図 平成１８年度産業分類別事業所数 
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かつての稚内市の主産業であった水産業は、昭和 30 年代以降、漁船の大型化・近代化などにみ

られる造船技術の進歩や加工施設の整備充実、北洋海域を臨む地理的優位性により、全国でも有数

の水産食糧基地としての役割を担うまでに発展し基幹産業として君臨してきた。 

しかし、昭和５２年の旧ソ連の200海里漁業専管水域設定により、漁獲高は当時300億の水揚

げから 1/10 の３０億円程度となっている。ただ、沿岸漁業については、栽培漁業を進めており、

ホタテ、昆布、ウニ等の漁獲が安定している。 

全体としては、昭和５１年の年間漁獲量が53.9 万ｔ、318億円であったものから、平成１８年

では、10.2 万ｔ億円で、漁獲量では最盛期の約１／５となっているが、金額では 126.3 億円と最

盛期の約４割程度となっている。 

 

図 水揚げ高（総数）の推移           （単位：万ｔ、億円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

資料：稚内市統計 

図 昭和 30年頃の稚内港の風景（第一副港） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    最盛期には、沖合底曳船が５６隻で、岸壁に２重３重に係留されていた。現在は、８隻となっ

ている。 

 

 

 

53.9

10.211.012.3
10.311.0

111.8
98.2 107.4

134.5 126.3

318.0

.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

S51 H14 H15 H16 H17 H18

.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

数　量 金　額
 

（億円） （万ｔ） 

年 度 S51 H14 H15 H16 H17 H18 

数 量  53.9  11.0  10.3  12.3  11.0  10.2 

金 額 318.0 111.8  98.2 107.4 134.5 126.3 
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（５）商 業 

１）商圏等 

  ① 商圏 

稚内市は、1 市 7 町 1 村で構成する稚内商圏の母都市である。消費行動としては、稚内市民の

約8割が地元で購買している。また周辺町村においても稚内市での購買率が高い状況にある。 

 

図 稚内市の商圏 

図 稚内市の商圏及び各市町村の稚内市での購買率 

1　次
（56％以上）

2　次
（56未満～
30％以上）

3　次
（30％未満～

5％以上）

1　次
（56％以上）

2　次
（56未満～
30％以上）

3　次
（30％未満～

5％以上）

稚内市
81.2

猿払村
46.7

幌延町
27.5

稚内市
90.9

猿払村
47.0

豊富町
29.2

豊富町
38.0

天塩町
21.0

幌延町
15.1

礼文町
14.9

礼文町
12.6

利尻町
13.3

天塩町
7.5

利尻富士町
8.0

利尻町
5.6

遠別町
6.0

東利尻町
5.3

稚　内
(85,411人)
１市7町１村

稚　内
(91,932人)
１市6町１村

昭和57年度

中小商圏

平成3年度

中小商圏

資料：北海道広域商圏動向調査報告書 北海道 平成4年 3月 

※平成2年、利尻富士町は東利尻町から町名を変更。 

※昭和57年度の利尻町・東利尻町及び平成3年度の利尻富士町・遠別町の購買率は商圏動向調査より算出したもの。

 

② 小売商業力 

宗谷支庁管内 1 市 8 町 1 村の商業人口＊及び販売充足率＊＊より、稚内市の小売商業力をみると次

資料：北海道広域商圏動向調査報告書 北海道 平成4年 3月 
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のとおりである。 

 中でも稚内市は、隣接する豊富町、猿払村において、商業力が流出傾向にある一方で、商業人口、

販売充足率ともに高い値を示しており、周辺都市の母都市としての役割を担っていると推測される。

 

＊商業人口：当該市町村の年間販売額／北海道民１人当たり年間販売額。商業人口と行政人口の比較 により、そ

の都市における小売商業力の状況をみることができる。 

＊＊販売充足率（％）：（当該市町村の全道における年間販売額構成比／当該市町村の全道における行 政人口構

成比）×100。100を基準値として、100より高ければその都市の人口に比べて販売額が 多く（流入都市）、

低ければ少なく（流出都市）、商店の質的な状況を把握する数値として見ることができる。 

 

図 宗谷支庁管内における商業人口、販売充足率の状況 

 

市町村名称 

a.行政＊ 

人口 

(H14) 

b.商業 

人口 

(H14) 

 

c=b/a
d.販売充足率（％） 

H3 H6 H9 H14 H14-H3

稚内市 43,367 54,450 1.26 100.7 110.5 110.5 125.6 24.9 

猿払村 

浜頓別町 

中頓別町 

枝幸町 

歌登町 

豊富町 

礼文町 

利尻町 

利尻富士町 

3,015 

4,817 

2,513 

8,063 

2,555 

5,194 

3,658 

3,008 

3,328 

1,528 

5,314 

1,043 

8,457 

1,206 

3,405 

3,155 

2,995 

4,409 

0.51 

1.10 

0.42 

1.05 

0.47 

0.66 

0.86 

1.00 

1.32 

54.8 

87.1 

55.7 

91.0 

56.1 

63.8 

74.5 

48.4 

79.1 

56.7 

90.3 

63.2 

100.6 

58.3 

63.6 

65.4 

48.4 

67.5 

52.5 

97.6 

84.2 

93.4 

65.0 

55.9 

74.1 

71.2 

73.2 

50.7 

110.3 

41.5 

104.9 

47.2 

65.6 

85.7 

99.6 

132.5 

-4.1 

23.2 

-14.2 

13.9 

-8.9 

1.8 

11.2 

51.2 

53.4 

資料：'02版データでみる北海道の小売業 平成15年度 北海道商工会連合会 

＊行政人口：平成14年 3月末住民基本台帳 

 

２）卸売・小売業の概要 

 ①稚内市の卸売・小売業 

 稚内市の商業は、稚内駅を中心とした中央地区＊と南地区＊＊（P30図 大型店の位置図 参照）に

発達している。 

平成 19 年度では、店舗数が 532 店、店舗面積が 61,115 ㎡、販売額が 157,917 百万円、及

び従業者数が3,976人となっている。 

 平成 11 年度から平成１４年度にかけて店舗数、店舗面積、販売額、従業員数の全てが減少して

いるが、以後、平成 19 度にかけても、店舗面積以外の全ての項目が減少している。これは、ロー

ドサイド店、コンビニエンスストアの立地等により店舗面積は増加したが、全体としては、引き続

きの景気低迷と他商業圏や通販への購買力の流出の影響を受けている推測される。 

卸売・小売業別の店舗数、店舗面積、販売額、従業者数の個別状況としては、店舗数は、平成19

年度で卸売が126店、小売業が406店となっており、平成11年度との比較では、卸売、小売業

ともに減少している。 

反面、店舗面積については、平成19年度で小売業が61,115㎡となっており、平成14年度か

ら、急激に増加している。 
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販売額については、平成１９年度で卸売が97,083百万円、小売業が60,834百万円となって

おり、平成11年度との比較では、卸売、小売業ともに減少している。 

従業者数については、平成 19 年度で卸売が 815 人、小売業が 3,161 人となっており、平成

11年度との比較では、卸売、小売業ともに減少している。 

近年の小売業の特徴として、コンビニエンスストアの急速な普及があげられる。平成２年の１号

店が開店以来、市内各所に開店し、それと引き替えに、従来の個人経営による小売店舗が廃業する

経過を辿っている。コンビニエンスストアの新規開店に当たっては、一店舗当たりの一定の利用客

数を確保する必要があり、現在は、均衡状態にあり、全体としては、コンビニエンスストアと中・

大型小売店との２極化が進んでいる。 

 

＊中央地区：中央1～5丁目      ＊＊南地区：港、大黒、末広、緑、栄、潮見 

 

図 店舗数                                                          （単位：店） 

年度 

区分 
H11 H14 H16 H19 H19/H11 

 

全市 

卸 売 

小売業 

168

543

149

483

164

435

126 

406 

75.0%

74.8%

計 711 632 599 532 74.8%

中心市街地 
計 

（比率） 

199

28.0%

168

26.6%

158

26.4%

115 

21.6% 
57.8%

資料：商業統計調査 

 

図 店舗面積                                                    （単位：m2） 

年度 

区分 
H11 H14 H16 H19 H19/H11 

 

全市 

卸 売 

小売業 

－

55,432

－

54,274

-

61,037

- 

61,115 

－

110.2%

計 55,432 54,274 61,037 61,115 110.2%

中心市街地 
計 

（比率） 

17,412

31.4%

14,632

27.0%

12,531

20.5%

11,453 

18.7% 
65.8%

                                資料：商業統計調査 

 

図 販売額                                                   （単位：百万円） 

年度 

区分 
H11 H14 H16 H19 H19/H11 

 

全市 

卸 売 

小売業 

123,122

66,768

118,899

63,009

101,709

60,728

97,083 

60,834 

78.9%

91.1%

計 189,890 181,908 162,437 157,917 83.2%

中心市街地 
計 

（比率） 

36,859

19.4%

30,278

16.6%

28,588

28.1%

16,393 

10.4% 
44.5%

資料：商業統計調査 
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図 従業者数                                                         （単位：人） 

年度 

区分 
H11 H14 H16 H19 H19/H11 

 

全市 

卸 売 

小売業 

1,280

3,581

1,103

3,314

1,149

3,105

815 

3,161 

63.7% 

88.3%

計 4,861 4,417 4,254 3,976  81.8%

中心市街地 
計 

（比率） 

1,215

25.0%

1,044

23.6%

960

22.6%

598 

15.0 
49.2% 

※Ｈ１４の中心市街地数値は6月 1日調査による。                                 資料：商業統計調査 

    

②中心市街地の卸売・小売業の状況 

中心市街地の店舗数、店舗面積、販売額、従業者数とも減少傾向にある。 

平成 14年 6月の火災で、31棟、4,161㎡  （敷地面積8,845㎡）を失った。 

中心市街地には、稚内中央商店街振興組合、稚内駅前商店街振興組合及び稚内仲通り振興会があ

るが、これらを含めた商業の状況は以下のとおりである。 

 

（ア）店舗数 

店舗数は、市内全域における 21.6％が中心市街地に立地し、平成 11 年度の 199 店から平

成19年度の115店へと42.2％の減少となっている。 

 

（イ）店舗面積 

店舗面積は、市内全域における18.7％の床面積を有しており、平成11年度の17,412㎡か

ら平成19年度の11,453㎡へと34.2％の減少となっている。 

 

（ウ）販売額 

販売額は、市内全域における10.4％を占めており、平成11年度の36,859百万円から平成

19年度の16,393百万円へと55.5％、約半減となっている。 

 

（エ）従業者数 

従業者数は、市内全域における15.0％を占めており、平成11年度の1,215人から平成19

年度の598人へと50.8％、約半減となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

３）小売業の業種構成別店舗数、販売額 

 ①稚内市の小売業の業種構成 

稚内市の小売業の業種構成別に店舗数、販売額をみると次のとおりである。 

平成 14年度において店舗数の33.8%、販売額の33.4%を飲食料品小売業が占めている。 

また、過去6年間の伸び（H14/H9）をみると店舗数は0.88、販売額は0.87といずれも減少

している。 

 

図 稚内市の小売業の業種構成別店舗数                                    （単位：店） 

年 度 

 

区 分 

H9 H11 H14 H14/

H9 
件 数 ％ 件 数 ％ 件 数 ％ 

小売業合計 

 各種商品小売業 

  織物・衣服・身の回り小売業 

 飲食料品小売業 

  自動車・自転車小売業 

 家具・じゅう器・機械器具小売業 

 その他の小売業 

549

  2

 70

195

 30

 57

195

(100.0)

(  0.4)

( 12.7)

( 35.5)

(  5.5)

( 10.4)

( 35.5)

543

  3

 74

174

 37

 59

196

(100.0)

(  0.6)

( 13.6)

( 32.0)

(  6.8)

( 10.9)

( 36.1)

483 

  2 

 63 

163 

 25 

 53 

177 

(100.0) 

(  0.4) 

( 13.0) 

( 33.8) 

(  5.2) 

( 11.0) 

( 36.6) 

0.88

1.00

0.90

0.84

0.83

0.93

0.91

資料：商業統計調査 

 

図 稚内市の小売業の業種構成別販売額                                    （単位：百万円） 

年 度 

 

区 分 

H9 H11 H14 
H14/

H9 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 

小売業合計 

 各種商品小売業 

  織物・衣服・身の回り小売業 

 飲食料品小売業 

  自動車・自転車小売業 

 家具・じゅう器・機械器具小売業 

 その他の小売業 

72,728

ｘ

ｘ

20,012

10,726

 4,878

25,053

(100.0)

(  ｘ  )

(  ｘ  )

( 27.5)

( 14.7)

(  6.7)

( 34.4)

66,768

 6,831

 4,163

20,522

 9,186

 5,940

20,126

(100.0)

( 10.2)

(  6.2)

( 30.7)

( 13.8)

(  8.9)

( 30.2)

63,009 

ｘ 

ｘ 

21,075 

 6,855 

 3,533 

22,044 

(100.0) 

( ｘ  ) 

(  ｘ  ) 

( 33.4) 

( 10.9) 

(  5.6) 

( 35.0) 

0.87

－

－

1.05

0.64

0.72

0.84

資料：商業統計調査 
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②中心市街地の小売業の業種構成 

商業業種の分類を中央地区と南地区で比較してみると、南地区の飲食料品小売業が 30.3％とな

っているのに対し、中央地区では比較的各種商業業種がバランスよくある状況にある。 

なお、中央地区には、夜8時以降に営業している店舗やコンビニエンスストアなどが少ない状況

にある。 

   

図 商業業種分類構成（小売業）   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：稚内市調査 平成14年度 

４）大型店 

稚内市での大規模小売店舗は、南地区に集中しており、最大でシティわっかない・稚内新光複合

店舗（店舗面積 9,109m2 ）、次に、西條稚内店（店舗面積 8,722m2 ）の規模である。また、

中央地区を中心とした中心市街地内には食品館あいざわ（店舗面積930 m2）を始めとして、7店

が立地している。（H20.10.1 現在） 

    平成１６年以降の店舗新設では、南稚内地区５店舗、中央地区２店舗となっている。規模として

は、南地区には、3,000 m2～10,000 m2の中・大型店が、中央地区には2,000 m2以下となっ

ている。 

  今後の大規模小売店舗の推移としては、南地区への拡大傾向は、ほぼ降着状態となっていること

から、今後は徐々に、中央地区等の既存地区内の閉店と、リニューアル、複合化による新店舗開設

へ移行するものと予想される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中央地区＞

自動車・自転車小売業
2.2%

その他の小売業
36.0%

家具・じゅう器・家庭用
機械器具小売業

10.3%

飲食料品小売業
26.4%

織物・衣類・身の回り
品小売業
24.3%

各種商品小売業
0.8%

100％

＜南 地 区＞

各種商品小売業
0.5%

織物・衣類・身の回り品
小売業
13.4%

飲食料品小売業
30.3%

自動車・自転車小売業
8.0%

家具・じゅう器・家庭用
機械器具小売業

12.0%

その他の小売業
35.8%

100％

中央地区 南地区 
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図 主要小売店舗の概要 

店舗の名称 住  所 地区 店舗面積(㎡) 開設年次 

5,000㎡以上 ①㈱西條稚内店 

②シティわっかない・稚内新光複合店舗

大黒4-7-1 

新光町1483-11

南 

南 

8,722 

9,109 

Ｈ02.08 

Ｈ17.11 

5,000㎡未満 ③㈱長谷川商店 

④ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ユアーズ 

⑤ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ サニータウン 

⑥ララプラザ 

⑦ベストホーム稚内店 

⑧夢広場直売店 

⑨アルファセレクション 

⑩食品館あいざわ 

⑪洋服の青山 稚内店 

⑫サニータウン はまなす店 

⑬クレスポ稚内 

⑭稚内駅前複合店 

⑮稚内副港市場 

⑯ファッションモール稚内店 

⑰ケーズデンキ稚内パワフル館 

⑱稚内朝日商業施設 

中央3-8-25 

富岡2-1-21 

中央5-3-10 

潮見1-11-2 

潮見4-4-38 

開運町2-1-5 

中央4-3-5 

中央3-5-18 

潮見2-6 

はまなす3-8 

朝日2-2183 

中央2-14-18 

港1-6-8 

朝日4-2187 

朝日3-2185 

朝日5-1478 

中央

南 

中央

南 

南 

中央

中央

中央

南 

南 

南 

中央

中央

南 

南 

南 

 765 

1,196 

 938 

1,375 

 900 

 667 

 733 

 930 

 805 

2,991 

2,242 

1,316 

1,929 

3,039 

1,649 

  860 

Ｓ54.04 

Ｓ61.07 

Ｈ03.02 

Ｈ04.04 

Ｈ05.03 

Ｈ07.02 

Ｈ08.02 

Ｈ08.06 

Ｈ11.09 

Ｈ12.05 

Ｈ16.02 

Ｈ18.11 

Ｈ19.05 

Ｈ19.09 

Ｈ19.12 

Ｈ20.07 

                                                                  資料：稚内市調査 

図 大型店の位置 
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５）中心市街地の商業環境等の現状 

  

 ①商業振興組合・商店街 

商店街振興組合、商店街の状況は以下のとおりである。 

市内全域では 3 商店街振興組合及び 1 協同組合、2 任意組合がある。このうち、中心市街

地には2商店街振興組合、1任意組合があり、会員数は117店と全体の約7割を占めている。

 

図 商店街位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 商店街振興組合、任意組合の状況                                   （単位：人） 

区  分 組  合  等 街 区 中心市街地内 会員数 

振興組合 

及び協同組合 

稚内駅前商店街振興組合 中央 ○         26

稚内中央商店街振興組合 中央 ○         25

オレンジ通り商店街振興組合 大黒          21

協同組合稚内とみおか商店会 富岡           4

任意組合等 
潮見商店会 潮見          27

稚内仲通り振興会 中央 ○         66

資料：平成15年 11月 稚内商工会議所調査 

稚内駅前商店街振興組合 

稚内中央商店街振興組合

稚内仲通り振興会
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②空き店舗 

空き店舗は、平成9年度が13店、平成1９年度が４０店と１０年間で３倍に増加しており、商

店街は賑わいを失い中心市街地の衰退・空洞化という問題が深刻化している。 

 

図：空き店舗状況 

区分／年度 Ｈ９ Ｈ１１ Ｈ１４ Ｈ１９ Ｈ１９／Ｈ９ 

空き店舗数 １３店舗 １６店舗 ２３店舗 ４０店舗 ３０７．７％ 

資料：稚内商工会議所調査 

 

図：空き店舗状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:まちづくり稚内調査 平成２０年１２月現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビルの中に複数の空店舗がある所 
 



33 
 

 ６）商店街活動など 

  ①商店街活動 

中心市街地における商店街振興組合では、組合員などの活動として中心市街地の活性化に向け

た各種取り組みを実施し、一定の成果が上がってきている。その概要は次のとおりである。 

 

図 近年の主な商店街活動 

空き店舗活用 

（はんかく祭・よっゃこい祭り等） 

 

・実施時期：平成15年10月、16年3月から毎年 

・概要：中央商店街内の空き店舗１店を活用し、商店街の各個

店による半値市を中心に、農家の主婦による自家製野菜即

売会、魚貝、ホタテの即売会、無料休憩所、手打ちそばサ

ービス、中心市街地写真展などの実施。 

・成果：地元紙に掲載されるなど商店街活動のＰＲとなった。

無料お買い物バス ・実施時期：平成15年12月（年末決算セールと同時開催） 

・概要：中央地区の商店街でバスを貸し切り、中央地区と郊外

住宅地を循環。料金は無料とした。 

・成果：開催期間中利用者延べ453人。車を持たない高齢者な

どからは、利便性が高いことから、継続的な運行をしてほし

いと要望があった。 

歩行者天国 ・実施時期：毎年6月頃 

・概要：商店街主催によるフリーマーケット、山菜市、飲食屋

台、ゲームコーナー、よさこいソーラン、北海太鼓など。

・成果：年度内で最も大きなイベントとして、多くの市民の参

加を得ることができた。 
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  ②ＴＭＯから「まちづくり会社」へ 

    稚内ＴＭＯ準備室は、中心市街地活性化推進のための中心的担い手であるＴＭＯの本格的な設

置に向け、平成 15 年 4 月に開設し、ホームページ作成＊、貸し自転車事業、花いっぱい活動な

どを試験的に実施し、中心市街地の活性化に向けた具体的な事業の企画、試行を実施してきた。

    この活動を継続、発展させ、将来的に中心市街地での様々な事業の推進母体として平成１８年

７月に（株）まちづくり稚内を設立した。 

現在、中心市街地活性化で核となる再開発ビル内の商業及び集客の具体的化のための事業検討

を中心に、活性化へつながるイベントやチャレンジショップなど新たに、また継続的に活性化へ

つながるソフト的な活動を行っている。 

 

＊まちづくり稚内ホームページ：http://www15.ocn.ne.jp/~waka-tmo/ 

 

図 まちづくり会社（旧ＴＭＯ）の主な活動 

貸し自転車事業 ・実施時期：平成１６年6月～9月より毎年 

・概要：自転車（4台）を観光客などに低額で貸与。中心市街地

の観光に活用してもらっている。 

・成果：実施期間中、延べ 300 件程度の利用があり、中心市街

地での回遊性の向上に多いに役立つとともに、観光地としての

中心市街地の魅力アップを図ることができた。 

  また、利用者には市街地の観光資源の良いところ、改善して

ほしいところなどを記入するアンケートを実施し、今後の中心

市街地の活性化のための基礎データを収集することができた。

花いっぱい活動 

 

・実施時期：平成１６年7月～9月より毎年 

・概要：地域住民や商店街などが協力し、中央商店街アーケード

をフラワーポットなどで花いっぱいに飾っている。 

・成果：駅前通り及び中央商店街アーケードが花いっぱいに飾り

つけられ、明るい商店街になった。 

 また、参加者が商店街に対する愛着を持つことができた。 
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 ③民間まちづくり団体の活動 

    平成１９年度に、これまで任意で活動してきた商店街の若手事業者を中心に、本格的なにぎわ

いづくり活動の担い手として、「街にいき隊」が結成され、より中心市街地へ出かけてくる機会を

増やす活動を行っている。 

    メンバーは、地元の主婦や学生など多彩な構成となっており、イベント活動の主催や有力なサ

ポーターとなっている。 

  

図 街にいき隊の主な活動 

よっしゃこい祭り ・実施時期：平成１９年７月隔週の金・土・日 ５回開催 

・空店舗にて飲食コーナーの開設 

・稚内中央商店街協賛による福袋の販売。 
・ジャンケン大会「かぶと虫」争奪戦。 
・子供限定アンパンマンくじ。 
・昔懐かしい駄菓子くじ・オモチャくじ。 
・お母さん詰めてって「野菜詰め放題」。  

Ｏｎｌｙ英語トーク集会 ・実施時期 平成１９年８月・９月 ２回開催 
・外国人居住者とのコミュニティ活動として、空店舗に市内在住

の外国人集会所を作って英語トーク集会を開催。 
・「ココが不便だ稚内」トークバトルの開催。 
 

夏期ビアガーデン 

 
・実施時期 平成１９年８月 

・8月の北海道の短い夏を楽しむイベントとして、４週に渡って

土・日の夜に路上ビアガーデンを開催し、地域住人・観光客の

コミュニティの場となった。 

 

３ｏｎ３バスケット大会 

 

・実施時期：平成１９年９月 

・市民参加の３ｏｎ３バスケット大会を開催した。 

・出場者 24チーム 91名、運営協賛企業 12社 

・観客動員数  約 1,200名。 

・運営費の一部を稚内市の地域活性化基金へ寄付や大会終了後、

アーケードの清掃ボランティアを実施。 
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（６）観 光 

１）観光入込の状況 

①観光入込客数 

稚内市の観光は、日本最北端という特徴と、二つの北海道遺産（稚内港北防波堤ドーム、宗谷丘

陵の周氷河地形）、利尻富士の島影など、豊富な自然環境に加え、新鮮な魚介類を中心とした食の提

供が観光の魅力となっている。また、利尻島・礼文島への観光を目的とした前泊や後泊として利用

される経由地でもある。 

観光客入り込み数は、平成1４年度をピークに減少の一途にあり、平成19年度には、64万人ま

で減少している。その大きな要因としては、観光客の形態がこれまでの団体から少人数による個人型

へ変化したことが挙げられている。また全国的な傾向として国内旅行の減少に伴い、北海道全体の入

込みが減少していること。さらに道内においても旭山動物園がある旭川や世界遺産に認定された知床

へ旅行客が流れていることなどの影響が考えられている。 

今後の観光客誘致として、個人向けの自然・環境に対応した滞在型ツアーや周遊型ツアーの整備、

サービスの質の向上、多様な嗜好への対応など、さらなる潜在的な観光資源の活用と個人型ツアーに

対応した観光地の姿と情報発信が求められている。 

 

図 観光入込客数の推移                       （単位：千人） 

419.5 424.4 405.2 390.3 367.4 355.9 347.1

395.1 393.6
380.4

346.2
318.6 318.1 293.8

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

900.0

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19

道内

道外

 
(単位：千人、％) 

観光入込客数 814.6 818.0 785.6 736.5 686.0 674.0 640.9 0.79

道 内 客 395.1 393.6 380.4 346.2 318.6 318.1 293.8 0.74

道 外 客 419.5 424.4 405.2 390.3 367.4 355.9 347.1 0.83

対 前 年 度 比 － 1.00 0.96 0.94 0.93 0.98 0.95

　　　 　年　度
区　分

H17 H19／H13H13 H14 H15 H16 H18 H19

                              資料：北海道観光入込客数調査報告書 

 

 ②季節別観光入込状況 

季節別観光入込客数の状況については、7月から9月までの３ヶ月間で49.2％を占めており、夏

814.6 818.0 
785.6 

736.5 
686.0 

674.0 
640.9 
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季の観光に大きく偏っている。利尻・礼文の観光客の多くは、稚内を出入り口として利用しており、

観光入込客数は、非常に連動する関係にある。 

最近では、滞在期間を延ばすため、近隣町村と連携した周遊観光に力を入れている。 

 

図 宗谷地域の観光入込状況  （平成１９年度）               （単位：千人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：北海道観光入込客数調査報告書 

 

２）観光資源の状況 

 ①稚内市の観光資源 

稚内市は、利尻・礼文サロベツ国立公園を擁し、年間約 64 万人の観光客が訪れる観光都市であ

る。 

稚内市の主な観光資源は「日本最北端の地」を始め、利尻岳を望む「稚内西海岸」、北海道遺産

指定の「稚内港北防波堤ドーム」「宗谷丘陵」の他、「稚内公園」「ノシャップ岬」「メグマ沼」な

ど、市内及び周囲に優れた景観、観光資源を有している。 

また、1年中豊富な海の幸に恵まれており、カニ、ウニ、ホタテ、コンブ等の新鮮な海産物は最大

の魅力になっている。 

さらに、ロシアとの国境の街という特色を活かしたイベント等を通じ、サハリン文化にふれること

ができるなど、国際交流都市としての魅力を持っている。 

こうした観光資源は、各種メディアを介して稚内の魅力として全国に発信している。 

 

【代表的な観光資源】 

 

 

 

 

 

 

  

                                  

      日本最北端の地の碑        稚内港北防波堤ドーム（北海道遺産） 
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            西海岸                         宗谷丘陵（北海道遺産） 

 

②中心市街地における観光の状況 

中心市街地は稚内の市街地発祥の地であり、市街地、港湾地域内には貴重な歴史的資源が残

っている。また、鉄路の終端・始端であるＪＲ稚内駅、国道の最も北の起点、また、外国ロシ

アへの渡航場所でもある。 

訪れる人に「最北のマチ」ならではのロマンや稚内の歴史・文化を感じさせる地区であり、

稚内の玄関的な役割を担っている。 

 

図 中心市街地における観光の取り組み 

稚内港北防波堤ドームを活

かしたイベント 

・実施時期：毎年5月頃～10月頃 

・概要：稚内港北防波堤ドームやその周辺を活用したコンサート、

即売会、屋台などの実施。 

・成果：市民及び観光客が港湾施設に親しみを持つ機会となった。

また特産品の販売などを通じた地産地消の契機とすることがで

きた。 

稚内ゆきあかり 

 

・実施時期：毎年2月頃 

・概要：市民や商店街などの協力により、中心市街地にアイス・

スノーキャンドルを約千個設置。 

・成果：「「みなと」と「マチ」をつなごう」をテーマに、多く

の市民の協働作業をとおし、まちづくりに対する気運を高める

ことができた。 
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【３】これまでの中心市街地の取り組み 

 

（１）旧法に基づく稚内市中心市街地活性化基本計画 

 ①中心市街地の位置及び区域の設定 

平成 17年 2月に策定された旧計画での、基本的な考え方は次のとおりである。 

 

【中心市街地区域設定の基本的な考え方】 

稚内駅を中心とする中央地区は、市民から「マチ」として親しみを持って呼ばれ、宗谷経

済・文化の拠点として発展した地区である。このような歴史的背景の中、中央地区は、現在

も離島への乗換拠点、漁業基地、行政、文化、医療サービス施設が集積する宗谷経済の中心

的な役割を担う地区である。しかし、市街地の拡大、中心部の人口減少、郊外への大規模店

舗の立地、商店街の衰退など中央地区では都市機能の低下が進行し、「マチ」としての求心

力を失いつつある。 

今後とも交通の結節点であり、行政、文化、医療サービス施設の集積がある中央地区の活

性化を図ることが重要である。 

 

 

 

 ②中心市街地活性化の必要性 

平成 17年 2月に策定された旧計画の中で、集積要件、趨勢要件、広域要件に関する妥当性を

示し、中心市街地の活性化が必要であることを証明している。 

 

集積要件 

中心市街地は、稚内市の卸売・小売業の店舗数、店舗面積、従業者数の約2～3割程度が

集積している地区である。都市機能別の施設数では、商業施設、文教・厚生施設の約3割が

集積し、特に市役所、市立病院、文化センター、保健センターなど各機能の中心的な役割を

持つ施設が立地し、人々の生活、交流の場となっている。また「最北の駅」稚内駅、国内・

国際フェリーターミナルなど交通の要衝が集積している。 
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趨勢要件 

平成 16年度の稚内市内全域の卸売・小売業の状況は、平成9年度と比較して店舗数、販

売額が約 21％減少し、店舗数、店舗面積、販売額、従業者数ともに減少している。このよ

うなことから日常生活にかかわる生活必需品の確保など中心市街地内に限定された商業サ

ービスなどの提供では機能的な都市活動や経済活動に対応できなくなっており、衰退・空洞

化が深刻化している地区といえる 

 

広域要件 

① 市民及び周辺町村民へまとまったサービスを提供することができる 
② 高齢者などに暮らしやすい生活環境を提供することができる 
③ 宗谷地方の中心都市として、効率的な経済活動や新たな事業、文化の誕生が期待できる
といったことに有効である地区といえる 

 

 ③中心市街地活性化の方針と目標 

 
【活性化の方針】 

 
（１）賑わいのある生活街の形成 

（２）「マチ」と「みなと」の連携強化

（３）観光による交流促進 

 

 

 

 
【中心市街地の目標】 

 
（１）街歩きが楽しいマチ 

（２）住みたい・住み続けたいマチ 

（３）人が集まるマチ 

（４）みなと・サハリンを感じるマチ

 

  

 ④推進体制及び推進方法 

推進組織として稚内ＴＭＯを組織し、ＴＭＯ運営委員会により事業や予算の決定を行い、ＴＭ

Ｏ事務局会により、実質的なソフト事業の検討、実行を行ってきた。ソフト事業に関しては、地

元住民の理解・協力を得る活動とともに、事業の継続を重視してきた。 
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（２）旧基本計画に基づく中心市街地活性化の取り組みの評価 

１） 市街地整備に関する事業の評価 

旧中心市街地活性化基本計画は、平成１８年度から事業実施が開始されたことから、市街地

整備に関する事業では、１９事業中、３事業の完了、全体には、核となる事業が、これから着

手の状況であり、具体的な事業効果に基づく事業評価は、まだ、難しい状況にある。 

ただ、唯一、「②－１第一副港地区市街地再開発事業」については、平成１９年５月に「稚

内副港市場」として完成オープンし、「港の湯」を併設していることから、新たな集客施設・

観光スポットとして、市民・観光客に親しまれている。 

    平成１９年度では、年間約３０万人の集客を行っており、中心市街地の新たな集客の創出に

つながっている。 

  

図 市街地整備事業位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業名称等 主 体 完成次期・期待効果 概 要 

① 稚内駅周辺拠点整備  

①－１ 交流施設整備 再開発組合 Ｈ23年度完成予定 

「複合交通ターミナル」

整備により、都市機能の

集約と都市観光に向けた

拠点形成を図る。 

再開発事業による「複

合交通ターミナル」整

備 

地区面積 0.4ha、公共

施設、店舗、事務所等、

地上３階、延べ面積

4,321㎡ 
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①－２ 駅前広場整備 北海道 Ｈ23年度完成予定 

「複合交通ターミナル」

整備と一体の整備によ

り、交通結節点機能を高

める 

駅前広場整備 

地区面積0.42ha 

バス、タクシー等の集

約 

①－３ 歩行者専用道路(広場)整備 稚内市 Ｈ23年度完成予定 

「複合交通ターミナル」

整備と一体の整備によ

り、都市機能と都市観光

に向けた機能を高める 

広場としての空間整備 

①－４ 駐車場整備 稚内市 Ｈ23年度完成予定 

「複合交通ターミナル」

整備と一体の整備によ

り、都市機能と都市観光

に向けた機能を高める 

大型駐車場整備 

①－５ 稚内駅舎・構内整備 ＪＲ Ｈ22年度完成予定 

「複合交通ターミナル」

整備と一体の整備によ

り、交通結節点と都市観

光に向けた機能を高める

ＪＲ稚内の駅舎整備 

面積200㎡、交流施設

と一体になった新駅 

①－６ 北浜通駅前交差点整備 稚内市 Ｈ23年度完成予定 

「複合交通ターミナル」

整備に連携して、交通結

節点を高める 

駅前広場整備に関わる

道路整備 

国道４０号線と市道北

浜、道道稚内天塩線の

交差点改良 

①－７ 国道４０号駅前交差点整備 北海道 Ｈ23年度完成予定 

「複合交通ターミナル」

整備に連携して、交通結

節点を高める 

北浜通駅前交差点整備

に関連する一体整備 

延長約65ｍ、幅員22

ｍ 

①－８ 街区道路整備 稚内市 Ｈ23年度完成予定 

「複合交通ターミナル」

整備と一体の整備として

都市機能及び都市観光に

向けた道路ネットワーク

を整備する 

道路ネットワークの整

備 

再開発に伴う街区の道

路整備 

② 連携拠点整備  

②－１ 第一副港地区市街地再開発事

業 

第３セクタ

ー 

Ｈ19年度完成 

都市観光へ向けた拠点整

備による集客 

生活と観光の拠点施設

整備 

地区面積 1.18ha、物

販、レストラン、事務

所、展示資料館、地上

３階、延べ面積 6,936

㎡ 
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②－２ 国内・国際フェリーターミナル

整備 

民 間 

稚内市 

Ｈ20年度完成 

稚内港中央埠頭への離

島・サハリン航路の機能

集約 

国内・国際フェリータ

ーミナルの中央埠頭へ

の設置 

②－３ 稚内港港湾環境整備 稚内市 Ｈ23年度完成予定 

駅周辺整備に連携した都

市観光の一環として港側

への回遊性を高める 

稚内港北埠頭の緑地整

備 

③ 都市軸整備  

③－１ 稚内駅前景観整備 未 定 未 定 

街並み景観向上 

稚内駅周辺整備に伴う

道路及び付帯施設のグ

レードアップ 

③－２ 稚内駅前通街並形成 未 定 未 定 

街並み景観向上 

稚内駅周辺整備に伴う

駅前通のセットバック

等による空間のグレー

ドアップ 

③－３ 地区計画の策定 稚内市 Ｈ17年度策定 

最北の都市として魅力の

ある市街地景観の形成 

稚内駅周辺整備に伴う

地区計画の策定 

④ 稚内駅周辺環境整備 未 定 未 定 

稚内駅周辺の良質な空間

提供による集客 

「複合交通ターミナ

ル」の高質空間整備 

⑤ 散策ネットワーク整備 未 定 未 定 

安心快適な散策路の整備

により回遊性を高める 

ＪＲ稚内駅を中心にバ

リアフリー、サイン、

照明等のグレードの高

い道路ネットワーク整

備 

⑥ 仲通道路整備事業 稚内市 Ｈ18年度完成 

魅力のある市街地景観の

形成 

駅周辺整備に連携して

仲通りのブロック舗装

によるグレードアップ 

⑦ 駐車場・ポケットパーク・街区

内サブネット整備 

未 定 未 定 

散策路により回遊性を高

める 

安心快適な散策路の整

備 

⑧ 散策ネットワークの整備 

（臨港地区内） 

未 定 未 定 

散策路により回遊性を高

める 

安心快適な散策路の整

備 
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２）主な商業活性化に関する事業の評価 

   商業活性化に関する事業では、１６事業中４事業が完成し、又は事業継続実施中であり、７事

業が一部着手状況である。 

ただし、商店街や民間団体による各種イベント・景観づくり・コミュニティづくりの活動は、

浸透してきており、基本計画実施以前に比べると、中心市街地を訪れる機会が増えたことは確か

で、民間団体「街にいき隊」などの活動実績では、新たに年間１万人の集客が図られている。 

 

図 主な商店街活性化に関する事業位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業名称等 主 体 実施予定・期待効果 概 要 

① 商業集積活性化事業 ＴＭＯ Ｈ23年度完成予定 交流施設内の商業床取

得 

② 被災地更新事業 民 間 Ｈ１８年度完成 

大火跡地の商業機能の

再現による賑わいの復

活 

大火跡地の復旧のた

め、日用雑貨店やホテ

ルを立地 

③ 商店街・個店魅力アップ事業 商店街 

ＴＭＯ 

検討中 

個店の魅力アップによ

る集客 

最北の都市の景観・商

店街の統一感を確立す

るための、個店の改装

やディスプレイの改

善、看板、包装紙等の

デザイン 
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④ 空き店舗対策事業 商店街 

ＴＭＯ 

Ｈ１９年度から実施 

空き店舗活用により、新

店舗やイベント会場の

開設等により、まちなか

の新たな集客・滞留場所

をつくる 

空き店舗を活用した、

チャレンジショップ事

業等による新規事業者

の誘致や無料休憩場、

地場産品による市など

の開設 

⑤ 買い物バス運行（試験）事業 商店街 Ｈ２０年度から協議会

設置・実験事業検討 

本格実施のための需

要・採算性の検討開始 

市内南北から中央への

買い物バスと中心部の

フェリーターミナル・

第一副港、ＪＲ稚内駅

の３カ所を結ぶシャト

ルバスの運行実験 

⑥ 駐車場解放事業 商店街 

ＴＭＯ 

Ｈ２０年度から一部実施 

中心街の駐車不足の解

消 

土・日曜日が休みとな

る公共施設や銀行、個

人事業者等の駐車場の

一般開放 

⑦ まちなか居住支援事業 稚内市 

ほか 

Ｈ２１年度から 

まちなか居住推進計画

に基づきまちなか居住

者の増加促進を図る 

まちなか居住推進のた

め、民間投資の誘発に

向けた支援策の実施

や、買い上げ・借り上

げによる公営住宅整備

⑧ 稚内市営宝来団地整備事業 稚内市 

北海道 

Ｈ１７年度に一部完成 

まちなか居住、高齢者に

対応した住宅の提供 

Ｈ２１年度に２棟目の

建設を行い完成する。 

 

公営住宅整備 

⑨ 商店街景観整備事業 商店街 

ＴＭＯ 

ほか 

Ｈ１６年度より実施 

景観の向上、美化に貢献

花壇の整備、花プラン

ター、ベンチ等の設置

⑩ 稚内ゆきあかり推進事業 商店街 

ＴＭＯ 

Ｈ１６年度より実施 

毎年２月に全市的な行

事として冬の夜を、柔ら

かな灯りで楽しむ 

アイスキャンドルの設

置を中心に、雪像やか

まくら等の雪氷のモニ

ュメントづくり 

⑪ サハリン文化紹介事業 民 間 Ｈ１９年度より一部 

稚内副港市場にて実施 

サハリンに最も近い最

北の都市として、ロシア

文化を身近に紹介する 

ロシア料理や、音楽等

を実際に体験できるお

店や最新のサハリン情

報を提供できる場所の

整備 
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⑫ ボランティア観光ガイド事業 民 間 Ｈ１９年度より 

観光マイスター実施 

個人型観光に対応した、

より地元に密着したき

め細かな情報・サービス

の提供 

より地元に密着した、

観光ガイドの養成と提

供 

⑬ 貸し自転車事業 ＴＭＯ Ｈ１６年度より実施 

中心街と近接した、観光

スポットの周遊に好評

で、定着した 

貸し自転車の実施 

⑭ 観光総合情報システム整備事

業 

民 間 

ほか 

Ｈ１９年度より一部 

稚内副港市場にて実施 

観光情報の総合的な提供拠

点の整備 

観光情報を提供するた

めの、情報化システム

の構築や、複合交通タ

ーミナル内への情報カ

ウンターの設置 

⑮ 大型旅客船誘致事業 民 間 Ｈ１８年度より開始 

旅客の中心街の周遊に

よる商業活性化へつな

げる 

埠頭の整備にあわせ、

日本周遊の大型旅客船

の寄港誘致を図る 

⑯ みなとイベント事業 民 間 Ｈ１７年度より開始 

港での観光客、市民によ

るにぎわいづくり 

北海道遺産の「北防波

堤ドーム」と緑地を中

心に、地場産品と地元

団体等によるコンサー

トやグルメ祭りなどの

イベント開催 
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【４】中心市街地の課題 

 

（１） 課題の整理 

中心市街地の人口の推移を見ると、平成１５年１０月の人口2,907人から、平成20年では、

人口2,484人で 423人（-14.6%）の減少となっている。また、中心市街地に住む居住者の比

率についても、平成15年の6.8%から、平成20年では、6.2％と減少している。 

他方、人口及び世帯数を伸ばしているのは、ＪＲ南稚内駅以南の比較的広い平野部となる「萩

見」「朝日」「栄」「富岡」「新光町」のいわゆる南地区で、市街地の拡大が進んでいる。従前まで、

傾斜地や泥炭で軟弱な土地のため住宅建設に向かない土地とされていたが、昭和６０年代以降の

持ち家政策と土地造成、建築技術の向上とに伴に、急激に宅地として供給・拡大されてきた。 

このような推移に伴い、稚内市の人口重心は、中心市街地の核となる中央地区から稚内の南側

へ、更に東側にシフトしており、中心部の空洞化による消費購買力の低下は否めない状況にある。

人口重心が南地区へシフトしたことに伴い、昭和62年７月、富岡にユアーズ（売場面積1,376

㎡）が出店、それを契機に、平成２年８月には、これまで稚内駅前にあった西條百貨店が大黒に

進出（売場面積8,297㎡）した。その後、平成４年４月、潮見にラルズプラザ（売場面積1,793

㎡）と相次いで大型店が出店した。このように、郊外部への商業店舗の出店増加に伴い中心市街

地の小売り吸引力は急激に低下し、商業重心は南地区に移動した。 

さらに、平成 15 年６月、朝日にクレッセ稚内（売場面積 2,242 ㎡）が、そして平成 17 年

10月、緑・富岡環状通沿いの新光町にシティわっかない（売場面積9,109㎡）が出店したため、

稚内の商圏は、中央地区と南地区に２分化されることになった。 

これら大型店の進出は、中心市街地の商店街（駅前通商店街振興組合と中央商店街振興組合）を

直撃する形となり、事業所数は業種も大幅に減少することになった。 

結果として、中心市街地は「大型店等が少なく１箇所で買物が済まないため不便なところ」と

なっており、駅前・中央商店街への買物依存が低調となっている。特に、多くの種類やサイズが

必要となる衣料品や靴、生活雑貨等の買回品が、あまり支持されていない。 

平成１８年度の消費者調査 によると、中心市街地の商圏は、宝来や恵比須等の北地区からの

買物客が最も多く40％、次いで、中央地区の26.7％となっている。一方、南・東地区からの買

物客も存在するが、いずれも 10％台となっており、中心市街地の商圏の中心は、中央地区から

北地区までの狭い範囲となっている。 

 

  *「実効性確保診断事業」：独立行政法人中小起業基盤機構による調査事業 

 

  以上、現況等からみた課題を整理すると以下のとおりである。 

 

 ①マチ歩きが楽しくなる商業環境の整備が必要 

稚内市は、1市 7町 1村で構成する稚内商圏の母都市であるが、近年の中心市街地における商

業の落ち込みは著しく、店舗数、店舗面積、従業者数ともに減少傾向にある。中心市街地の印象

として「さびしい・暗い」「不便」「駐車場がない」などの声が多くあがっており、近年の自動車

利用や、明るい店舗、多様な商品構成などを求める消費者ニーズへの対応の遅れが、結果として

現在の賑わいに欠けたマチとなっている。 

この状況に応じ、商店街においては利便性の高い駐車場の整備や空き店舗活用等による新たな

店舗の開設、買い物以外の来訪者も滞在できる交流拠点の整備、個店には店補イメージの改善や

新たなライフスタイルに対応した品ぞろえ、顧客サービスの充実など、利便性の高い商業環境の

形成が求められている。 

＊ 
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 ②「まちなか居住」をとおした地域コミュニティの維持・回復が必要 

人口減少、高齢化は全市的な状況であるが、特に中心市街地においては、急速に人口減少、高

齢化が進んでいる状況にある。（中央地区における人口減少率H20/H15=85.4%、H20の 65

歳以上人口比率は30.3%で、全市の23.2%より高い） 

このため、あらためて、まちなか居住の推進を図るため、中心市街地の住宅整備、充実などをと

おし、中心街へ住み・住み続ける人の増加と地域コミュニティの維持・回復を図ることが必要で

ある。 

そのため、駅から歩いて生活できる範囲に商業施設や官公庁施設、文化施設、医療施設などが

配置されている利便性の高い「マチ」である特性を活かし、子育て世帯や高齢者世帯が安心・快

適に生活できる住環境の整備が必要である。 

 

 ③中心市街地の吸引力向上が必要 

中心市街地は、宗谷地方の経済、文化の拠点として発展してきた地区であるが、郊外幹線道路

沿道などにおける大規模店舗の立地や、商店街の衰退により、かつての「マチ」としての魅力、

吸引力を失いつつある。 

今後は中心市街地の「マチ」と「みなと」が近く、交通結節点であり、各種公共施設が集積した

利便性の高い市街地であるという特性を活かし、新たなライフスタイルに適合した吸引力のあ

る、商業・各種公共施設の整備・連携、市民活動の充実が求められている。 

 

 ④「最北のマチ」ならではの地域交流の促進・強化が必要 

稚内市は、宗谷地域の観光入込客は平成18年の約233万人のうち、約67.4 万人（28.9%）

を担う宗谷観光の拠点都市である。なかでも中心市街地は、最北の鉄道駅、利尻・礼文、さらに

はサハリンへの中継地として多くの観光客が訪れる地区である。 

しかし、近年の年間入込客数は頭打ちの傾向にあり、夏場の観光客が約半数を占めるなど、四

季を通じた滞在型観光へ向けた新たな魅力の向上への取り組みが必要である。 

中心市街地では、サハリン館の開設によるロシア文化等の紹介、北防波堤ドームを活かした食

のイベントや商店街による歩行者天国の開催など、市民や観光客が異文化に触れ、交流できる機

会が創出されるなど、一定の成果を上げてきている。 

中心市街地の活性化に向けては、既存の取り組みの強化充実はもちろんのこと、観光ボランティ

アなどによるきめ細かな新たな取り組みをとおして、「最北のマチ」ならではの地域交流の促進・

強化が必要である。 

 

 ⑤実現に向けた仕組みづくりが必要 

中心市街地の活性化を実現するには、活性化に向けた様々な取り組みを円滑に、かつ強力に推

進するための仕組みや環境を整えることが必要になっている。 

中心市街地の活性化という共通の目標に向かって各種施策を推進するため、市民、商業者、行

政が連携し、それぞれの役割を果たすことができる仕組みづくりが必要である。 
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（２）第三者による評価 

本市の中心市街地活性化の取り組みの客観的な評価、実効性の診断として、「実効性確保診断事

業」（平成１８年度／独立行政法人中小企業基盤整備機構）が実施され、次の評価と提案がなされ

ている。 

 

①中心市街地の今後の方向性について 

中心市街地の方向性を検討する際には、人口や商業の変化、市民・観光客のニーズなどの近時

の状況を十分に把握し、南北の生活軸を考慮に入れた検討が重要である。特に駅周辺の商店街に

おいては、主な顧客層は地域商圏である北部と中央部からの集客が多いため、これらの地域生活

者に対する日常生活のための利便性の高いサービス提供が重要となる。 

そのため、稚内市の都市構造や商業環境等の変化を踏まえ、東・南周辺地区の変化も十分に勘

案しながら進める必要がある。 

 

（参考）各ゾーンの役割・性格と対象顧客のイメージ 

ゾーン 必要な機能 対   象 

稚内駅前周辺 

エリア 

稚内市の顔、市内への玄関・アクセス機能 

駅・バス・フェリー利用者の買い物・食の提供機能 

駅・バス・フェリー利用者の情報提供及びサービス機能 

イベント広場等のコミュニティ機能 

サハリン州との文化交流機能 

市民 

観光客（国内） 

観光客（海外） 

出張者 

 

市役所・稚内病

院周辺エリア 

公共サービスを含めたサービス機能 

稚内病院をはじめとした厚生・福利機能 

金融・郵便等のサービス機能 

市民 

出張者 

 

港湾周辺エリア 離島観光・サハリン州への発着機能 

第一副港をはじめとした市内観光の拠点機能 

サハリン州との文化交流機能 

市民 

離島住民 

観光客（国内） 

観光客（海外） 

出張者 

 

②拠点整備と回遊性について 

今回の稚内駅前再開発は、まさに稚内の「玄関口としての顔づくり」として位置づけられるプ

ロジェクトであり、中心市街地の集客施設として、テナント構成や提供するサービスが利用者の

ニーズに合致させることにより、多くの立ち寄り客が確保でき、地域生活者にとっても、また、

来訪者にとっても、利便性の高い集客拠点となる。 

また、そこからの回遊性を高めるため、稚内駅→フェリーターミナル→副港市場→稚内空港を

結ぶ「定期循環バス」の運行や、稚内駅を起点にノシャップ岬などの市内観光資源と、副港市場

を結ぶ「無料レンタサイクル」などの交通手段の拡大が必要となる。 

また、交通手段が徒歩という場合は、目的地までの距離が遠いというイメージを払拭するた

め、副港沿いにある水産加工業の倉庫等を資料館や飲食店、土産品店などの商業施設を活用す

るなど、距離感を解消することが必要となる。 

加えて、駅やバスターミナルの利用者を中心商店街へ誘導させるためには、商店街の導入部

分の魅力を向上させることが重要で、今回の駅前整備に併せて商店街の導入口付近や、店舗改

装等のイメージアップが必要となる。 
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③商業活性化の方向について 

中心市街地にある駅前商店街及び中央商店街は、稚内駅や市役所、郵便局、稚内病院等の都

市施設と同様、これまで稚内市の中心市街地において重要な役割を担ってきたが、近年、南や

東部への都市機能の重心移動によって商業力の衰退が顕著となってきている。今後、経営環境

の厳しい中、少しでもまちの賑わいづくりに貢献し、集客力の向上につながる取り組みが期待

される。 

（ア）まちの賑わいづくりについて 

今回実施した市民アンケートによると、「稚内駅周辺にあったらよい施設」として、「駐車場・

駐輪場」（59.0％）、「家族連れで行けるファミリーレストラン」（47.9％）、「映画館」（45.2％）、

「ウインドーショッピングを楽しめる空間」（35.5％）「待ち合わせができる喫茶店等」（34.2％）、

「地元食材を使った郷土料理」（32.1％）が上位に挙がっている。 

この結果からみると、中心市街地に賑わいを取り戻すためには、「魅力ある店舗」「家族で楽しめ

る飲食店」「楽しめる空間」を創り出すことが求められている。 

・集客力のある業種の導入の提案 

現在、中心市街地の商店街については、集客核となる店舗が不足していることから、食品ス

ーパー等の日常の最寄性が高く、日々買い物客で賑わうような店舗の設置を検討することが必

要である。 

・空き店舗の解消について 

商店街の賑わいづくりのためには、空き店舗の解消が重要であり、具体的な取り組みの第１

歩としては、不足業種の誘致である。現在、中心市街地の商店街には、食料品店や生活雑貨、

高齢者がターゲットとなる肌着、ケア商品などを取り扱う店舗が不足していることから、高齢

者向けの用品店を中心に不足業種の誘致や、商店街の組合員が業種・業態転換を図るなどの対

策が必要となる。 

・集う、憩える、語らえる場所づくり 

現在、病院や市役所、銀行等の利用者は、目的の用事のみを済ます単純な行動動線になって

いる様子が伺える。また、中心市街地内にも休憩するような自由に使えるスペース等の提供が

求められている。 

・地域で行うイベントとの連携 

中心市街地で行う祭りやイベントと協調し、商店街においても祭りやイベントに参加した来

訪者などを受け入れる体制を強化すべきである。イベント開催時には、自店の休業日などを調

整し、お店をオープンさせたり、商店街メンバー全員がイベントに参加する姿勢が必要である。

  ・将来的な市街地形成について 

これからの地方都市の商店街が抱える問題ともいえるが、徒歩で回遊できる商店街をいかに

形成することができるかが今後の課題といえる。商店街を歩いて回遊するには、2核1モール

（核となる店舗を両端に、その間を連続した店舗が結ぶ商店街構成）の発想が必要であり、面

的な整備を前提とした商店街改造が必要となる。 

（イ）個店の魅力向上について 

・自店の経営改善運動の実施 

個店の経営状況を改めて分析し、明確な経営数値と具体的な目標設定に基づく経営改善から

始めることが重要となる。 

・店舗演出の工夫 

ディスプレイの改善を通して店内の商品情報やライフスタイルの提案を行う必要がある。一

店舗一店舗の変化が、消費者の目線や意識に変化を与え、全体として商店街に足を運ぶ動機づ
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くり、回遊性を作り出すことになる。 

（ウ）観光と商業の連携について 

・地域資源の見直し 

今回実施した市民アンケートの結果をみると、「稚内の名物が見つからない」（53.3％）、「勧

められる郷土料理が少ない」（51.2％）との回答があるので、これまで露出度の少なかった地

域資源の発掘や稚内ならではの観光要素を見つけ出すことと併せて、これらの地域資源を効果

的にＰＲすることが重要となる。 

・サハリンとの交流 

現在の中心市街地においてはサハリン州に関連した主だった取り組みは実施していないが、

サハリン州に最も近いまちであるという特徴を活かし、ロシア料理や民芸品等を提供や文化を

紹介する店舗、展示場所を増加させる必要がある。 

 

④商業集積マネジメント能力の向上 

各店舗のそれぞれの取り組みが中心市街地の活性化の一体的な行動として、商業集積マネジ

メントにつながるよう連携を深めることが必要となる。 

取り組みに当たっては、マネジメントサイクル等（Ｐlan－Ｄo－Ｃhck－Ａction）の視点

も踏まえながら、まちづくりの各種活動を通じて連携を更に深めていくことが必要である。 

 

（３）市民意識 

 １）市街地整備に関する意識 

中心市街地の活性化を検討するにあたり、これまでの各種委員会や市民参加によるワークショ

ップでの意見をとりまとめると、以下のようになる。 

 

 ①「マチ」に対する市民意識 

■最北の地ならではのまちづくり 

・顔となるまちづくりが必要。 

・最北の地ならではの顔づくりが必要（稚内駅周辺など）。 

・駅からみなとまでを一体的に整備したい。 

■交通機能が複合化された駅としたい 

・駅機能とバスターミナルは一体であるべき。乗り継ぎ時間を利用し、地域の情報収集や購買

につながるのではないか。 

・駅に拠点性を持たせたり、他の交通機関と連携することが重要。 

■人が集まる駅周辺にしたい 

・駅は人が集まる場所、マチの中心として考えることが大切。 

・商業にこだわらず、文化、観光機能を集約し、若者や家族が楽しめる場所とする。 

■高齢者でも安心して歩けるマチにしたい 

・高齢者が多いマチであり、広い歩道や一休みできる場所があるなど、ゆっくりと安全に時間

を過ごせる場所が必要。 
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■楽しく買い物できる商店街にしたい 

・アーケード街は、目的がなくてもふらりと行きたくなる魅力があってほしい。 

・夜はシャッターが下りている所が多いが、これからのまちづくりは歩いて楽しめるまちづく

りが必要。 

・店員を気にせず気軽に買い物でき、天候に左右されずに室内で休憩や時間つぶしができる場

所があるとよい。 

■「まちなか」ならではの住宅がほしい 

・公共公益施設が集中していることを活かし、高齢者が安心して住むことができる住宅を整備

してはどうか。 

・この地区は高齢化が大変進んでいる。高齢者の施設や住宅を整備し、地区の中に高齢者、若

い人達が一緒に暮らすという住まい方も考えられる。 

 

②「みなと」に関する市民意識 

■「みなと」を活かして集客を高めたい 

・国際フェリーターミナルには、市街地にはない集客機能を導入する。 

・国内フェリーターミナル跡地に稚内港北防波堤ドームの景観を活かした集客機能を導入する。

・みなとの雰囲気を体験できる水辺のプロムナードを整備する。 

・クルーズ船を誘致し、「みなと」と「マチ」の集客とイメージを高める。 

・ロケ地にも使用されている稚内港北防波堤ドームを中心とした「みなと」の風景を情報発信

し、「マチ」のブランド化を進める。 

■「マチ」と「みなと」の一体化を進めたい 

・「マチ」と「みなと」をつなげる軸線を整備する。 

・「マチ」と「みなと」が一体となった散策ルートを整備する。 

・「マチ」の施設と「みなと」の施設に統一感を持たせ、景観的にまとまり感をつくる。 

■異国情緒の魅力をつくりたい 

・ロシアとの文化交流を盛んにする。 

・国際都市にふさわしく、英語やロシア語表記の案内板などを設置する。 

 

２）商業環境等に関する意識 

中心市街地の利用状況、中央地区の商店街のイメージ、将来イメージなどに関する市民意識を

把握するため実施した一般市民対象アンケート調査＊より、商業環境等に関する意識を整理す

ると以下のとおりである。 

*「商店街競争力強化事業／H16.2 稚内駅前商店街振興組合」によるアンケート調査。稚内市

民 500 人を無差別抽出。郵送による配布回収により中央地区の商店街の印象などについて

行っている。回収数は418（回収率83.6%）。 

 

  ①中心市街地の利用状況 

中心市街地の利用状況は以下のとおりである。市内全域でみると「月数回程度」「年数回程

度」利用するとする人が、全体の 58.0%を占めているのに対し、北・中央地区の住民は「ほ

ぼ毎日」「週数回程度」で50.0%を占めており、中心市街地は近隣に住む住民に「毎日の台所」

として利用されている地区であるといえる。 

※ 北・中央地区：ノシャップ、恵比須、宝来、中央の４地区 
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図 中心市街地の利用状況の地区区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 中心市街地の利用状況調査 

  

合　計 ほぼ毎日 週数回程度 週１程度 月数回程度 年数回程度 利用しない

件 405 33 57 61 138 97 19
％ (100.0) ( 8.1) ( 14.1) ( 15.1) ( 34.0) ( 24.0) ( 4.7)

件 80 13 27 20 16 4 0
％ (100.0) ( 16.3) ( 33.7) ( 25.0) ( 20.0) ( 5.0) ( 0.0)

区　　　分

市 内 全 域

北・中央地区

 

  

②中央地区の商店街のイメージ 

中央地区の商店街に対するイメージは以下のとおりである。市内全域、北・中央地区ともに、

好印象の回答に比べ悪印象を示す回答が圧倒的に多く、中でも「寂しい・暗い」「駐車場がな

い」が上位1、2位を占めている。 また、良いイメージとしては「専門的」「品質がよい」「信

頼性がある」が多く、特に北・中央地区では「便利がよい」というイメージをもつ人が多い。

 

図 中央地区の商店街のイメージ 

市内全域
北・中央
地区

市内全域
北・中央
地区

専門的である 33 8 寂しい・暗い 283 55
品 質 が い い 28 10 駐車場がない 184 29
便 利 が よ い 22 12 不 便 108 7
信頼性がある 16 8 買うものがない 105 16
接 客 が い い 6 0 面 白 く な い 88 15
賑 や か 4 0 値 段 が 高 い 61 20
活 気 が あ る 3 0 接 客 が 悪 い 36 10
楽 し い 2 0 汚 い 14 3
買物特典がいい 1 1

好印象回答数合計 115 悪印象回答数合計 879

区　　分 区　　分

０ １０００m 33 66

稚内駅周辺 
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 図 中央地区の商店街のイメージ （市内全域） 
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図 中央地区の商店街のイメージ （北・中央地区） 
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③中央地区に必要と思うもの 

中央地区に必要と思うものについては以下のとおりである。施設の分類では、市内全域が娯

楽施設の25.2%、北・中央地区が観光施設の23.4%と最も高い。具体的な業種では、市内全

域が食料品店（個店）、映画、ファミリーレストランの順に高く、北・中央地区が映画、ファ

ミリーレストラン、物産店の順に高い値を示している。 
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図 中央地区に必要と思うもの（施設の分類） 

合　計 食料品店 他専門店 娯楽施設 観光施設 飲食店

件 1,059 179 213 267 164 236
％ (100.0) (16.9) (20.1) (25.2) (15.5) (22.3)

件 257 44 46 52 60 55
％ (100.0) (17.1) (17.9) (20.2) (23.4) (21.4)

市 内 全 域

北 ・ 中 央 地 区

区　　　分

 

  

 図 中央地区に必要と思うもの（具体的な業種） 

区　　分 具体的な業種 市内全域 北・中央地区

スーパー 95 22
市　場 68 20
個　店 254 4
生活雑貨 94 23
衣　料 99 17
家　電 48 7
本 70 13

Ｃ　Ｄ 55 7
カラオケ 32 5
映　画 213 40
スポーツ 57 10
文　化 37 8
温　泉 40 14
物産店 88 25
飲食店 65 17

案内センター 52 11
宿泊施設 44 7
焼　肉 15 1

ファミレス 129 36
回転寿司 54 18

食料品店

他専門店

飲  食   店

娯楽施設

観光施設

 

 

 ３）「まちなか居住」に関する意識 

  平成１７年度稚内市住宅マスタープラン（改定）における調査結果の概要は以下の通りである。

【調査概要】 

・実施期間：平成１７年１２月７日～２１日 

・調査方法・サンプル数 

 住宅マスタープランによる市内区域、６区域内を対象として、各 300 世帯、計 1800

世帯を  無差別に抽出 

・回収数：郵送配布回収によるアンケート調査により、702世帯から回答（回収率39％）

 

 ①居住意向 

調査結果から、中心市街地への居住意識を持つ市民はまだ少数派である。その内訳として、

「中心市街地に住んでみたい（住み続けたい）」と思う世帯は 26.4%。「住んでみたいと思わ

ない」世帯は、57.4%と過半数を占めている。地区別にみると、中央地区を除く全ての地区で、

「住んでみたいとは思わない」と思う世帯が多い。 
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図 中心市街地への居住希望（市内全域） 

中心市街地に住ん
でみたい（住み続
けたい）と思う

26.4%
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わない
57.4%

不明
16.2%

 
 

図 中心市街地への居住希望（地区別） 
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②中心市街地に住みたい理由・住みたくない理由 

住みたい理由は市役所、病院などの利便性。住みたくない理由は、近隣関係、地域コミュニティ

の煩わしさがトップである。住んでみたい理由ベスト３は、市役所、病院などの利便性（25%）、

スーパーや商店街などの利便性（23%）、鉄道やバスなどの利便性(16%)となっている。一方、

住んでみたいと思わない理由ベスト３は、近隣関係、地域コミュニティの煩わしさ（19%）、地

価・家賃が高い(19%)、スーパーや商店街の利便性の悪さ(16%)となっている。 

図 住みたい理由・住みたくない理由比較 
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③これからの住まいで大切にしたいこと 

住まいを決める大切な条件は、「高齢化対応」、「除雪」、「買い物が便利」で、さらに、これか

らの住まいを決めるための大切な条件として、「高齢化対応」（55.6%）、「除雪体制」(47.7%)、

「買い物に便利」(41.5%)が重要視されている。地区別に見ると、中央地区、南地区を除きトッ

プは、「高齢者対応」(61.2%)である。また、中央地区では「買い物に便利」、南地区では「除雪

体制が整っている」(59.3%)で、郊外では除雪が大変になっている状況が窺える。 
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【５】上位及び関連計画からのまちづくりの方向性 

 

（１）上位計画 

 ①第 4次稚内市総合計画（平成21年 3月策定） 

平成３０年度までの１０年間を計画期間とした総合計画において、稚内市の将来都市像を「人

が行き交う環境都市わっかない」とし、「人と地球環境にやさしいまち」、「安全な食料供給基

地・新たな産業の姿を目指すまち」、「人と物が行き交うにぎわいのあるまち」、「宗谷地域を

けん引する中心都市」、「市民が主役の地域自治を進めるまち」の５つを目指すべき姿としてい

る。また、まちづくりの展望では、交流拠点を目指すまちづくりの推進として、宗谷地域におけ

る住民の生活圏の中心都市、また、サハリンの玄関口であること、特に、中心市街地は、鉄道、

バス、フェリーなどの交通結節点であることから、賑わいのある「稚内の顔」として、市外から

も多くの人々を呼び込むことができるよう再生するとしている。 

市民の生活を支える都市基盤整備では、超高齢化社会に対応するため、高齢者が自立して生活

できる都市の形成が必要であり、そのため、公共交通機関を利用したり、歩いて買い物が出来る

生活への転換を求めている。 

広大な面積を有する本市に於いては、市街地と郡部の交流を促進しながら、それぞれの地域の

特徴を活かした都市形成を進めるとともに、無秩序な市街地の拡大を防止し、まちなか居住の推

進、公共交通の利便性を高めるなど、機能的でコンパクトな市街地形成を推進するとしている。

 

図 稚内市の将来像実現のプロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②都市計画マスタープラン（平成13年３月策定） 

平成 32年までを期間とする稚内市都市計画マスタープランは、基本理念を「快適で心やすら

ぐ国際港湾都市」とし、施策の基本目標を次の通り定めている。 

 

 

 

 

人が行き交う環境都市わっかない 

将来都市像 

 

 
 

 

 

  

まちづくりの展望 

情報共有 参  画 協  働 

【まちづくりの基本原則】

稚内の未来を

担う人材 

の育成 

交流拠点を目指

すまちづくりの 

推進 

持続可能な 

まちづくりに向けた 

地球環境の保全 

市民の生活を

支える都市基

盤の整備 

市民が主役の 

まちづくり 

の推進 

だれもが健やか

で安心して暮ら

せる環境の確保

稚内の経済を 

支える産業の 

振興 
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1．「最北のまち」ならではの特性を活かす 

2．安全快適に「住む・暮らす」まちづくり 

3．活力あふれる「働く・学ぶ」まちづくり 

4．あたたかいもてなしのある「遊ぶ・憩う」まちづくり 

5．市民の暮らしを支える基盤施設の充実 

6．みんなで育てるよりよいまちづくり 

 

そのなかで稚内駅、稚内港、中央商店街等の集積する中央地区（稚内駅周辺地区）では、稚内

の発祥の地ならではの特性を活かし、海の賑わいが感じられる、観光客、地域の人で賑わう中心

市街地づくりを目指すとしている。 

また、南稚内駅周辺地区は、広域的な商業業務が集まる市民の生活拠点（広域商業業務拠点）

と定め、幼児、高齢者など、全ての人にやさしいまちづくりを目指すとしている。 

 

図 地域づくりプロジェクト一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             資料：稚内市都市計画マスタープラン 

 

図 都市計画マスタープランにおける中央地区の活性化プロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：稚内市都市計画マスタ－プラン 

３ 中央地区の 

活性化プロジェクト 
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 図 商業業務地の土地利用方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：稚内市都市計画マスタ－プラン 

 

（２）関連計画 

①稚内市まちなか居住推進計画（平成１９年９月策定） 

   稚内市まちなか居住推進計画は、「稚内市住宅マスタープラン（平成１７年度）」の推進計画と

して、具体的な住宅施策や土地所有者の協力をはじめ、民間を主体とした「まちなか居住への動

き」をつくりだすための展開方策を策定した。 

    

（ア）基本目標 

 

賑わいのある生活街の形成 

 ～「住みたい・住み続けたいマチ」の形成を図る～ 

   

    現在、空洞化が進む中心市街地は、かつては、買い物・飲食・娯楽などの様々な生活利便機

能や行政サービス機能が集積し市民生活を支え、宗谷地方の経済と文化の拠点として、市民か

ら「マチ」と親しまれ発展してきた。この中心市街地を、固有の文化・歴史を生かした楽しく

買い物のできる場所、人が安心して住み・交流できる場所として再生することにより、市民に

とって便利で身近な生活空間の場として、賑わいのある生活街の形成を図る。 

 

    （イ）計画期間 

    計画期間は、「稚内市住宅マスタープラン」との整合性により、平成１９年度から２７年度

とする。ただし、平成２２年度までの４年間を前期として社会情勢の変化や、上位計画、関連

計画との不整合が生じた場合は適宜見直しを行う。 

 

  （ウ）区域別基本方針 

    計画対象区域は、中心市街地活性化基本計画の中心市街地を包含し、さらに南北に隣接する

地区とする。また、計画対象区域を地区特性に合わせて大きく２つの区域に区分し、それぞれ

の特性に合わせた目指すべき姿を設定している。 

 

中心商業

幹線沿道型

広域商業地

：.将来市街地 

：.都市計画区域 

区域説明
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 【区域の設定】 

①まちなか居住推

進区域（約４５ｈａ） 

・ＪＲ稚内駅から概ね５００ｍ圏内の市街地。 

・都市再生の各種施策を補完し、まちなか居住の推進を図る区域 

②まちなか居住支

援区域（約６６ｈａ） 

 

・まちなか居住推進地区に接する住宅地や一部の港湾区域など。 

・既存住宅ストックの改善及び住宅環境の改善など、居住のための支援や、

規制緩和によりまちなか居住を補完する区域。 

 

図 区域の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （エ）区域別基本方針 

  ■まちなか居住推進区域 

   【区域の概要】 

    JR 稚内駅から概ね500m圏内に、市役所、郵便局、市立病院、金融機関、商店街、飲食

店が集積する稚内の中心市街地です。JR 稚内駅を中心とした拠点機能整備など、都市再生

に向けた各種取り組みが行われている。 

    区域内は防火を推進する防火地域、準防火地域に指定されていますが、建物は古いものが

多く更新がおくれており、災害に強いまちづくりが求められている。 

 

【基本方針】 

①日常生活ゾーン  賑わいと潤いのある市街地形成を目指し、市街地環境の保全・形成を図

りつつ協調建替・リフォームを誘導します。 

 商店街の２階以上の空きスペースを住宅に転換する、１階は商業施設、

２階以上を高齢者向け賃貸住宅とするなど、商業業務と調和のとれた、利

便性の高い住宅ストックの形成を目指します。 
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②まちなか居住 

ゾーン 

 住み続けられるまちなかとして、高齢化に対応した戸建て及び周辺の環

境に配慮した中層住宅の整備を図ります。まちなか公営住宅など公的な住

宅の導入も視野に入れつつ、福祉・医療・日常生活・いきがい面での居住

支援メニューの充実を図ります。 

③行政サービス 

ゾーン 

 既存の公共・文化・医療・福祉サービスの集積を生かし、まちなか居住

のサービスの充実を図ります。 

 

■まちなか居住支援区域 

【地区の概要】 

ＪＲ稚内駅から概ね 1.5ｋｍ以内、中心市街地の周辺にあたる区域であり、土地利用の状

況から、大きく３つのゾーンに分けられる。 
北側の宝来ゾーンは、かつては水産加工施設と住宅が混在している地区であったが、近年

では空き家が目立ち、居住者の高齢化や人口減少が進んでいる。また山側は狭い道路や行き

止まり道路が多くみられる古くからの住宅地となっている。 
南側の港ゾーンはかつての底引き漁業の拠点であり、漁業関連施設やアパートなどの老朽

化や、狭い道路や行き止まり道路がみられる。 

     また、港湾ゾーンは、ＪＲ稚内駅東側の港湾区域で、国際国内フェリーターミナルや北防

波堤ドーム、副港市場など、多くの観光客が訪れている。しかしながら、中心市街地に隣接

する利便性や、まち歩きなど市街地側との連携が図られていないのが課題となっており、従

来の港湾が求める物流機能から、観光、地域交流など、新たな「みなと」にふさわしい多様

な機能が求められている。 
 

    ※まちなか居住支援地区は、中心市街地の後背地となる居住区域であり、まちなか支援地区

への定住人口の増加が、中心市街地での消費・集客拡大につながっている。 

 

   （オ）まちなか居住重点事業（個別事業抜粋） 

     まちなか居住を推進するため、市民、事業者、土地所有者などの相互協力により実施する

事業の内、先導性の高いものを「まちなか居住重点事業」と設定する。 
 

■宝来団地整備事業 

公営住宅宝来団地の整備（40戸）を行い、良質な賃貸住宅のストックの形成を図る。

     また整備にあわせ、高齢者など特定の世帯が入居できる「特定目的住宅」の検討を行う。

  ■まちなか団地整備事業 

まちなか居住推進区域、まちなか居住支援区域内に公営住宅等を建設することを通じて

良質な賃貸住宅ストックの形成を図る。 

■臨港地区の規制緩和 

臨港地区の一部地区に住宅を建設できるよう規制を緩和し、周囲の環境と調和し、まち

なかの利便性や海を身近に感じることができる住宅の誘導を図る。 

■まちなか居住・土地建物情報バンクの検討 

中心市街地の空き地、空き家情報をとりまとめ「土地建物情報バンク」としてインター

ネットへ掲載する。 

■まちなか住まい相談事業 

      まちなか居住の推進にむけた、市民や事業者向けの総合相談窓口の充実を図るともに、
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住まい全般にかかる担当部署の新設について検討する。 

（相談例） 

    ・各種制度、まちなか支援事業についての相談 

     ・戸建てリフォーム、賃貸住宅リフォームについて 

    ・マッチング対策（郊外の持ち家を貸してまちなかの賃貸住宅に移りたい等の希望者の仲介）

 

   （カ）まちなか居住推進体制 

 まちなか居住の推進は、中心市街地における多様なライフスタイルの実現と人口の回復を

図る施策として、既存の居住者や、事業者、行政が協力し、一体となって推進を図る。 

■市民（住まい手）の役割 

      市民は、町内会をはじめとする各種まちづくり活動への積極的な参加や、安全安心なま

ちづくりに向けた参加をとおし、まちなかを良好な居住環境づくりを担う。 

■事業者（作り手）の役割 

      事業者は、事業を通じてまちなか住まいの環境整備へ貢献する役割を担う。 

      稚内市のまちなか施策に理解を持ち、周囲の環境と調和した、利便性の高い、まちなか

ならではの住宅づくりを行い、まちなかの魅力アップを行う。 

■行政の役割 

      行政は、まちなか居住推進計画の普及啓発をとおし、市民や事業者へまちなか居住の魅

力を伝え、協力を求めていく。建設・商工観光・福祉など行政内部の連携を図り、まちな

か居住を総合的、一体的に推進するとともに、国や北海道など関係行政機関に対しても協

力を求めていく。 

  

図 まちなか居住推進の市民、事業者、行政の役割 

 

                                       連携 

                    市 民                                事 業 者 

               良好な環境形成への協力                  良好な住まいづくり・ 

サービス提供 

 

                       連携                                 連携 

                                        行 政 

                                    情報提供、支援策検討 

                                 

 

（３）全国都市再生の取り組み 

  稚内市では、平成14年から港とマチを連携させた都市再生プロジェクトを推進してきたが、同

時期の平成14年 4月に、内閣官房都市再生本部において「身の回り」の生活の質の向上と「地域

経済・社会」の活性化を図るため「全国都市再生のための緊急措置～稚内から石垣まで～」が決定

され、その中で、地方公共団体等から都市再生プロジェクトの計画提案を募り、主要テーマ毎に推

進都市を選定し、そのプロジェクトの具体化を支援する検討会が設置された。稚内市は「都市観光

の推進～海に開かれた交流拠点の形成～」として指定を受けた。 

  また、同年12月に開催された「全国都市再生に関する首長・有識者懇談会」では、小泉総理か

ら都市再生の推進目標として「日ロ友好最先端都市」の命名を受け、以後、このキャッチフレーズ

を都市再生プロジェクトのテーマとして事業推進を行っている。 
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  【主要なテーマと指定都市】 

■ 歴史的たたずまいを継承した街並みまちづくり（函館市、 会津若松市、 佐原市、 金沢市、 飛騨

市、 犬山市、 京都市、 奈良市、 萩市、 愛媛県内子町、 臼杵市） 

■ 企業と連携した防災まちづくり（名古屋駅、早稲田商店街、平塚、目白、大丸有、多摩田園都市） 

  ■高齢者の安心まちづくり（伊達市、高崎市、東京都、千代田区、品川区、北区、神奈川県、高浜市、岐阜

県、兵庫県、神戸市、福岡県、北九州市） 

■防犯まちづくり（仙台市、足立区、藤沢市、春日井市、東大阪市、神戸市） 

■都市観光の推進（稚内市、松山市、石垣市等） 

■環境共生まちづくり（室蘭市、飯田市、田原市、近江八幡市、京都府・京都市、北九州市、日南市） 

 

稚内市のテーマ設定の考え方は、海に開かれたゲートウェイと中心市街地との連携強化と合

わせ、海外（サハリン）、周辺観光地との交流を促進し、観光振興と市街地活性化を実現する。

 

 

         資料：都市再生本部ＨＰより 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「小泉元内閣総理大臣から命名された 

キャッチフレーズ」 
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【６】中心市街地活性化の方針等の設定 

 

中心市街地の現状として、もともと市役所、病院、郵便局、文化センターなど公共施設が立地し、

JR、バス、フェリーなど交通の結節点、商業機能などが集積し利便性の高い地区である。しかしな

がら、地価の高止まりや流動性不足、マイカー時代への対応不足、住環境整備の遅れなどから、ま

ちなかの居住者、来訪者は暫減の状況にある。 

過疎化や少子高齢化が顕著化するなか、これまでの車社会の買い物行動から歩いて暮らせる生

活、個人型でマチ歩きを楽しむ観光形態など、生活と観光の両面から、コンパクトな市街地形成と

その求心力としての集約点の整備、新たな交通・情報・交流機能の集約、また利便性の高い生活基

盤整備が求められている。 

その整備方針の考え方として、旧の基本計画の継続性を踏まえ、次のとおり設定する。 

 

（１）活性化により目指す市街地の姿 

中心市街地地区は、稚内市の発展を担う歴史を持つ地区であり、将来的にも稚内市の経済、文化、

観光の顔となる地区である。さらには、利尻・礼文を含む宗谷地域の拠点でありサハリン交流の玄

関口となる地区でもある。 

今後とも宗谷地域の拠点都市として発展を続けるためには、これまでのような人口増加と経済

の拡大を前提とした政策から、高齢化・少子化・過疎化が進む成熟社会に向けて都市の活力を維

持向上することが必要であり、中央地区の持つ「海と丘陵に挟まれた細長い狭隘な地形」という

短所を「コンパクトな地形」という長所に置き換え、利尻・礼文やサハリンの玄関口という位置

づけを始め、交通の結節点として強化するなど、「マチ」と「みなと」の連携、南北にバランスの

とれたコンパクトな市街地形成の再構築を目指すものとする。 

 

（２）活性化への一体的推進に関する基本方針 

目指すべき中心市街地の活性化の方針を次のように設定する。 

 

  ①賑わいのある生活街の形成 

中心市街地は古くから、買物・飲食・娯楽などの様々な生活利便機能や行政サービス機能が

集積する地域として市民生活を支えるとともに、宗谷地方の経済と文化の拠点として市民から

「マチ」と親しみを持って呼ばれ発展してきた。 

この中心市街地を稚内固有の文化・歴史を活かした楽しく買い物のできる場所、人が安心し

て住み・交流できる場所として再生することにより、市民にとって便利で身近な生活空間の場

として賑わいのある生活街の形成を図る。 

 

  ②「マチ」と「みなと」の連携強化 

中心市街地は、海と丘陵地に挟まれた南北に細長い狭隘な土地に、「マチ」と「みなと」が

背中合わせにそれぞれ別々に形づくられてきた。 

中心市街地を「マチ」と「みなと」が一体的に機能した街とするためには、駅前通りを「マ

チ」と「みなと」を結ぶ都市軸（重点的な整備地区）と位置づけるとともに、稚内駅周辺地区

を活性化のための拠点として整備することにより、「マチ」と「みなと」の連携強化を図る。 

また、商業施設、港湾施設及び各種公共施設との間に、散策的なネットワークを形成するこ

とにより「マチ」と「みなと」の連携強化を図る。 

 

  ③観光による交流促進 
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中心市街地は、多くの観光客が「さいはて」ならではのロマンを求め、憧れを持って訪れる

マチである。 

このような状況を踏まえ、中心市街地が併せ持つ「サハリンと利尻・礼文への交流中継基地」

としての役割強化、多種多様な個人ニーズに応える「パーソナルツーリズムへの対応」、「豊か

な海の幸を楽しめる場づくり」、「観光情報発信の拠点づくり」などを積極的に推進することに

より、観光客の憧れに応えることのできる賑わいのある中心市街地の形成を図る。 

そのため、最北の駅「ＪＲ稚内駅」・国道の最北の起終点としての「道の駅」としての観光

ポイントと周遊動線の整備を進め「人が集まるマチ」へつなげる。 

 

（３）重点的な取り組みの方針 

 

①重点的な整備地区の設定 

一体的推進の目標を実現するためには、各種施策の先導役として、中心市街地のなかでも戦略

的に拠点整備を図る地区を設定し、ハード、ソフト両面から重点的な整備を実施することが、よ

り効果的である。 

そこで、古くからのマチのシンボルであり、地域住民と観光客の交流の場である「稚内駅周辺

地区」と、駅前通、駅、港湾地区で構成される地区（「都市軸」とする）を重点的な整備地区と

して位置づけし、これらの整備をとおして「マチ」と「みなと」の連携が希薄だった都市構造を、

稚内駅周辺拠点の形成により一体化し、力強い都市軸として整備・連携を図る。 

また、駅周辺及び都市軸の形成をとおして、中心市街地の商店街などと連携、各種事業との連

携を図ることにより、それぞれの「点」としての整備から「線」さらには「面」へと中心市街地

へ賑わいが波及、連鎖することを目指す。 

その際、良好な環境の保全、交通の安全と円滑の確保等に影響がないよう配慮する。 

 

図 重点的な整備地区の位置 
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図 都市軸形成による波及イメージ 

②重点的な整備地区の形成による中心市街地への波及効果 

「稚内駅周辺地区」及び「都市軸」形成における中心市街地活性化への波及効果を模式的に示

すと以下のとおりである。 

この地区の整備により、北防波堤ドームや国内・国際フェリーターミナルなどの港湾関連施設

と、商店街のスムーズな連携（「マチ」と「みなと」の連携強化）が生まれる。 

これを契機とし、商業環境、まちなか居住、景観形成、観光推進などに関する新たな施策の推

進を図ることで、中心市街地に新たな産業、ビジネス、地域文化が生まれる。 

これらの振興、連携による地域経済の発展をとおし、中心市街地は「賑わいのある生活街」の

形成を目指す。 

 

図「稚内駅周辺地区」及び「都市軸」の形成と中心市街地活性化への波及効果 
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③「稚内駅周辺地区」の重点的な整備 

「稚内駅周辺地区」を「都市軸」を構成する重点的な整備地区として位置づけし、これらの整

備をとおして「マチ」と「みなと」の連携一体的推進、各種施策の先導役として、中心市街地の

なかでも戦略的に拠点整備を図る。 

 

 図 稚内駅周辺地区の重点整備 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ア） 稚内駅前地区第一種市街地再開発事業 

稚内の玄関口として、また顔づくりとして、既存のＪＲ稚内駅、バスターミナル、駅前広場の

改修・統合をベースに、地域住民と観光客の交流の場、交通結節点、商業機能、観光情報提供、

まちなか居住等の、稚内駅周辺拠点を形成するための整備を図る。 

施設規模 

 ・区域面積：4,335㎡     ・敷地面積：3,440.35 ㎡ 

 ・施設面積：約6,786㎡    ・駐車場整備台数：約40台 

 ・建築階層：５階建て      ・事業者：稚内駅前地区市街地再開発組合 

 

図 再開発ビル（複合交流施設）の機能構成モデル 
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１階 

【地域交流センター】 

第１種市街地再開発（再開発ビル）

駅前広場整備 

JR稚内駅 

24Hトイレ 

普通・大型駐車場 

国道 40号整備 
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（イ）「道の駅」指定 

稚内駅周辺整備が完了した後、整備れた機能を使用して「道の駅」としての指定を受ける。

    「道の駅」の付帯施設として必要な駐車場、 

２４時間トイレ、休憩・情報提供・交流施 

設が整備されること、また、国道の最北の 

起点となる場所であること、さらには、Ｊ 

Ｒの最北の頭端駅であることから、稚内ら 

しい観光スポット、最北の「道の駅」・「鉄 

路の駅」として集客を図る。 

 

 

 

 

図 道の駅の機能構成モデル 
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休憩・情報提供・交流施設 
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１階 駐車場 

【道の駅】（映画館・地域交流センターを除く） 
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２．中心市街地の位置及び区域 

 

【１】位 置 

 

位置設定の考え方 

稚内駅を中心とする中央地区は、稚内市街地発祥の地であり、市民から「マチ」として親しみを持

って呼ばれ、宗谷経済・文化の拠点として発展した地区である。また、稚内市は、古くは国際国防上

における北方の要衝として重視され、戦後は豊かな水産資源を背景に水産業を基幹産業とした北洋漁

業の基地であり、近年では観光業を中心とした産業構造へと転換が進んでいるが、「みなと」が「マチ」

の顔として重要な位置を占めている。 

 しかし、近年の市街地の拡大と中心部の人口減少、郊外幹線道路沿道における大規模店舗の立地、

商店街の衰退などの相対的空洞化の進展により、中央地区では都市機能の低下が進行し、「マチ」とし

ての求心力を失いつつある。 

 しかしながら、中央地区は、現在も離島への乗換拠点、漁業基地、行政、文化、医療サービス施設

が集積する宗谷経済の中心的な役割を担う地区である。 

 

 

 図：中心市街地の位置 

 

 

ＪＲ宗谷本線 

道道１０６号 
市街地

丘陵地
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【２】区 域 

 

区域設定の考え方 

ＪＲ稚内駅を中心に、東側の北埠頭、中央埠頭を含む臨港地区と、西側に広がる商業地域、幹線道

路沿道の駅前・中央商店街を含む近隣商業地域、さらにその後背地の市役所、文化センター、市立病

院周辺の住居系用途地域を加え、以下のような位置と区域を設定する。それにより旧計画の区域62ha

から 79haに範囲が増えている。 

 
 

中心市街地の位置及び区域 

①区域の面積 

79ha（図中の赤点線） 

②区域の広さ： 

商業施設や、業務、公益施設が集積している地区を中心に、交通結節点機能を担う、ＪＲ稚

内駅、国道、国内外からの海の玄関口となる国内・国際フェリーターミナルを含む区域 

③中心市街地の境界 

北側を北防波堤ドーム、南側を港2丁目（第1副港地区）とする臨港地区と、中央1丁目か

ら5丁目までの地区、港1丁目から2丁目までの国道40号線から臨港側（みなと側）の地

区 

図：中心市街地区域（79ha） 
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【３】中心市街地要件に適合していることの説明 
 

要  件 説        明 

（１）第１号

要件 
当該市街地

に、相当数の

小売商業者が

集積し、及び

都市機能が相

当程度集積し

ており、その

存在している

市町村の中心

としての役割

を果たしてい

る市街地であ

ること 

中心市街地は、稚内市の卸売・小売業の店舗数、店舗面積、従業者数の約 2割～3割
程度が集積している地区である。 

都市機能別の施設数では、商業施設、文教・厚生施設の約 3割が集積し、特に市役所、
市立病院、文化センター、保健センターなど、各機能の中心的な役割を持つ施設が立地

し、人々の生活、交流の場となっている地区である。 

また「最北の駅」稚内駅、国内・国際フェリーターミナルなど、交通の要衝が集積す

る稚内のマチを代表する「顔」というべき地区である。 
 

図 中心市街地と稚内市の卸売・小売業の状況（平成19年度） 

 

 

 

 

 

 

資料：商業統計調査及び稚内市調査 

 

図 都市機能別にみた施設数                                  （単位：箇所） 

 
 
 
 
 
 

資料：平成10年 都市計画基礎調査 

 
図 官公庁、文教・厚生、スポーツレクリエーション施設数  

 

 

 

 

 

 

 

資料：稚内市勢要覧ほか 
 
＊その他施設は、ａ.中心市街地：稚内観光案内所、稚内市有第一市場の 2箇所 
        ｂ.その他の地区：下水終末処理場、学校給食センター、萩ヶ丘浄水場の 3箇所 
 
 
 
 
 

a.中心市街地 b.その他の地区 c.市内全域(c=a+b) a/c

店 舗 数 (店) 115 417 532 21.6%

店舗面積 (㎡) 11,453 49,662 61,115 18.7%

販 売 額 (百万円) 16,393 141,524 157,917 10.4%

従業者数 (人) 598 3,378 3,976 15.0%

区  　分

a.中心市街地 b.その他の地区 c.市内全域(c=a+b) a/c

560 10,138 10,698 5.2%

248 463 711 34.9%

49 807 856 5.7%

16 39 55 29.1%

区  　分

居   住   施   設

商   業   施   設

工   業   施   設

文教・厚生施設

a.中心市街地 b.その他の地区 c.市内全域（c=a+b） a/c

官 公 庁 施 設 （ 稚 内 市 ） 3 3 6 50.0%

医療・保健・福祉・教育施設 2 14 16 12.5%

集 会 ・ 文 化 施 設 2 19 21 9.5%

スポーツ・レクリエーション施設 1 10 11 9.1%

そ の 他 施 設* 2 3 5 40.0%

区　　　　分
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図 官公庁、文教・厚生、スポーツレクリエーション施設位置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 中心市街地に集積する交通機能 

 年  

度 
ＪＲ稚内駅利用者 都市間バス利用者

離島フェリー 

利用者 

サハリン定期 

フェリー利用者 

Ｈ１５ 64,100 29,573 646,019 4,894 

Ｈ１６ 54,400 31,472 590,208 5,403 

Ｈ１７ 53,300 31,498 541,415 5,943 

Ｈ１８ 47,450 38,168 521,990 6,681 

Ｈ１９ - 38,931 478,152 4,695 

資料：稚内市統計 
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区　分

店 舗 数 (店) 209 168 158 115 55.0%

店 舗 面 積 (㎡) 17,006 14,632 12,531 11,453 67.3%

販 売 額 (百万円) 36,291 30,278 28,588 16,393 45.2%

従 業 者 数 (人) 1,177 1,044 960 598 50.8%

年　度 H9 H14 H16 H19 H19／H9

（２）第２号

要件 

当該市街地

の土地利用及

び商業活動の

状況等からみ

て、機能的な

都市活動の確

保又は経済活

力の維持に支

障を生じ、又

は生ずるおそ

れがあると認

められる市街

地であること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中心市街地の人口動態は、平成１５年度の 2,907 人から平成 20 年度には 2,484

人で 423 人の減少となっている。また、高齢化人口比率も全市の 23.2％に比較し

30.3％と 7.1％も高くなっている。 

また、平成19年度の稚内市内全域の卸売・小売業の状況は、平成9年度に比較して

店舗数では約25％、販売額で約16％、従業者数で約8％減少し、店舗面積では約20%

増加している。これに対し、中心市街地においては、店舗数で約 45%、店舗面積で約

33%、販売額・従業者数で約50%といずれも減少している。 

このようなことから、日常生活にかかわる生活必需品の確保等、中心市街地内に限定

された商業サービス等の提供では、機能的な都市活動や経済活動に対応できなくなって

おり、衰退・空洞化が深刻化している地区といえる。 

 

図 中心市街地の人口動態                 （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳 

 

図 稚内市の卸売・小売業の状況 

 

 

 

 

 

 

資料：商業統計調査 

 

図 中心市街地の卸売・小売業の状況 

資料：稚内市調査 

区　分

店 舗 数 (店) 708 632 599 532 75.1%

店 舗 面 積 (㎡) 51,282 54,274 61,037 61,115 119.2%

販 売 額 (百万円) 201,611 181,908 162,437 157,917 78.3%

従 業 者 数 (人) 4,305 4,417 4,254 3,976 92.4%

H19／H9H9 H19H14 H16年　度

42,378

41,875

41,327

40,674

39,946

42,926

2,907 2,840 2,756
2,661

2,484
2,576

38,000

38,500

39,000

39,500

40,000

40,500

41,000

41,500

42,000

42,500

43,000

43,500

Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

市内全体 中心市街地

中心市街地 全 市 
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○地価の低下 

 中心市街地での地価の推移は、平成6年をピークとして下落が進んでいる。中央地

区と南地区の代表的な場所での平成 15 年からの地価の推移を比較すると、平成 15

年には中央地区は南地区と比較し、1.63 倍の価格差であったものが、その後、中央

地区では－25％、南地区では－14％の地価の低下を辿り、平成 19 年では、1.43

倍の価格差となり、僅かながら差が縮まっている。 

  ただ、まだまだ中心市街地での地価は高めで、空地となった土地の多くは、駐車場

や売地となっている。また、地権者の意識として、安く売るか貸すぐらいなら、まだ、

駐車場等にして所有している方が良いとの考えの方が多く、なかなか土地の流動性が

進まない状況となっている。 

 

図 中心部の地価調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 中央地区と南地区の地価推移比較               （円／㎡単価） 

調査ポイント H15 H16 H17 H18 H19 H20 

中央３－９－１２ 

（前年比） 

76,000 68,000

（-10.5%）

64,000

（-4.7%）

61,000 

（-4.1%） 

58,500

（-4.1%）

57,000

（-2.6%）

大黒３－７－１１ 

（前年比） 

46,500 43,500

（-6.5%）

42,000

（-3.4%）

41,000 

（-2.4%） 

40,100

（-2.2%）

39,800

（-0.7%）

   ※南地区の代表的な地価公示調査ポイントとして「大黒３」を参考表示 

 

 

 

 

 

資料：財団法人資産評価システム研究センター／全国地価マップ 

地価公示調査ポイント 

中央３丁目９－１２ 

ＪＲ稚内駅 

地価公示調査ポイント 

大黒３－７－１１ 
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図 中央地区と南地区の地価推移            (単位：円／㎡) 
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（３）第３号

要件 
当該市街地

における都市

機能の増進及

び経済活力の

向上と総合的

かつ一体的に

推進すること

が、当該市街

地の存在する

市町村及びそ

の周辺の地域

の発展にとっ

て有効かつ適

切であると認

められること 

 

○ 中心市街地活性化は、上位計画等との整合性をもって進めることとしており、中心

市街地の発展は、稚内市全域の発展につながる。 

第４次稚内市総合計画では、平成３０年度に向け、稚内市の将来都市像を「人が

行き交う環境都市わっかない」とし、まちづくりの展望を、交流拠点を目指すまち

づくりの推進として、宗谷地域における住民の生活圏の中心都市、また、サハリン

の玄関口であること、特に、中心市街地は、鉄道、バス、フェリーなどの交通結節

点であることから、賑わいのある「稚内の顔」として、市外からも多くの人々を呼

び込むことができるよう再生するとしている。 

また、市民の生活を支える都市基盤整備では、超高齢化社会に対応するため、高

齢者が自立して生活できる都市の形成が必要であり、そのため、公共交通機関を利

用したり、歩いて買い物が出来る生活への転換を図るとし、無秩序な市街地の拡大

を防止し、まちなか居住の推進、公共交通の利便性を高めるなど、機能的でコンパ

クトな市街地形成を目指している。 

 

○中心市街地は、これからも地域経済の発展や豊かな生活の実現に大切な役割を果た

す場所である。 

市民意向調査から市民は、中心市街地を人が集まる場所、高齢者でも安心して歩け

る場所、楽しく買い物できる場所、「まちなか」ならではの住宅づくりなど、人が

住み、交流する場として再生することを強く求めていることがうかがえる。 

中心市街地の整備改善及び商業等の活性化を一体的に推進することは、稚内市及び

周辺町村にとって、以下の点において有効である。 

 

①市民及び周辺町村民へまとまったサービスを提供することができる。 

商業、業務、官公庁、文教厚生、交通などの様々な都市機能が集積している場

所であるため、住民や事業者にまとまったサービスを提供できる。 

特に、鉄道、バス、フェリー等の多様な交通が集約している稚内駅周辺地区を

再生することで、これら交通機関を利用する市民や周辺町村民、観光客へ利便性

の高い各種サービスを提供することが可能である。 

②高齢者などに暮らしやすい生活環境を提供することができる 

中心市街地は、駅から500mの範囲に店舗、病院などの生活関連施設が多数集

積する地区である。 

中でも宗谷地域の高度医療を支える基幹病院としての市立稚内病院があり、稚

内市内はもとより、宗谷管内全域から多くの高齢者が訪れている。 

そのため、中心市街地は、車を運転しない高齢者にとって、徒歩で全てがまか

なえる利便性の高い地区でなければならない。 

その点、中心市街地は、狭い地域に生活関連施設が数多く集積していることか

ら、誰にでも分かりやすいサイン等の整備や、バリアフリー等の整備により、高

齢者などに優しく暮らしやすい生活環境を提供することができる。 

③宗谷地方の中心都市として、効率的な経済活動や、新たな事業、文化の誕生が期

待できる。 

市民や商店街を中心とした各種活動や、サハリン関連ビジネス、国内・国際フ

ェリーターミナルの整備など新たな事業が進行しており、今後、宗谷の中心都市

「最北の地」ならではの新たな事業・文化の誕生が期待できる。 
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３．中心市街地の活性化の目標 

 
【１】中心市街地活性化の目標設定の考え方 

 
（１）中心市街地活性化の目標 
「マチ」と「みなと」の連携を図り、南北にバランスのとれたコンパクトな市街地を形成するため、

以下のような目標を設定する。 

 
  ①街歩きが楽しいマチ 

中心市街地の賑わいをつくるには、市民や観光客が楽しくマチを歩くことができる魅力的な商業

環境づくりが必要である。多くの人が集まる稚内駅周辺地区における新たな商業集積や、被災地等

における商業機能の導入、各個店の魅力アップのための努力、空き店舗を活用した商業活動などを

とおし、稚内ならではの商業環境の魅力向上を図る。また、買い物バスの運行や駐車場確保など、

多様な交通手段を利用して中心市街地に来やすい環境を整え、来た人が気持ちよく時間を過ごせる

「街歩きが楽しいマチ」の形成を図る。 
 
  ②住みたい・住み続けたいマチ 

中心市街地を賑わいのある生活交流空間とするためには、中心市街地に住む人を増やし、地域コ

ミュニティの維持・回復を図る必要がある。子育て世代や高齢者に配慮した住宅の供給や、地域福

祉施策との連携などをとおした「まちなか居住」の推進策の強化を図り、高齢者や若年層などの世

帯が心豊かに暮らすことができる「住みたい・住み続けたいマチ」の形成を図る。 
 
  ③人が集まるマチ 

稚内駅周辺を交通拠点機能、情報拠点機能、交流拠点機能、また新たな商業関連機能を持った「マ

チ」と「みなと」を連携拠点として整備することにより、「マチ」と「みなと」が一体となり、稚内

ならではの魅力にあふれ賑わいのある「人が集まるマチ」の形成を図る。合わせてこれら拠点や中

心市街地を誰もが安心して利用できるよう、施設のバリアフリー化や散策ネットワークなど、地区

の基盤施設の整備を図る。また、商店街や市民との協働による施設の美化やイベントなどをとおし、

稚内ならではの魅力ある景観形成を図る。 
 
（２）目標達成状況を把握するための指標設定の考え方 

中心市街地活性化の目標の達成状況を把握するため、以下の３つの指標を設定する。 
 
①「街歩きが楽しいマチ」づくりの達成状況を表す指標 

中心市街地の歩行者通行量 
賑わいがあり利便性が高く、豊かな歩行者空間を備えた市街地を形成するため、都市機能の整備

と経済活力の向上に資する事業を推進するものであり、その効果は中心市街地を歩行するひとの増

加に表れることから、中心市街地の歩行者交通量を指標とする。なお、歩行者交通量はイベントや

天候に左右されることから、測定日による変動を避けるため、雨天では無い、イベントが実施され

ていない休日と平日の調査結果を用いる。 
 

②「住みたい・住み続けたいマチ」づくりの達成状況を表す指標 
中心市街地の定住人口 

生活と居住機能の整備により、賑わいのある生活街の形成を目指すこととしているが「まちなか

居住の推進状況を端的に表す指標として、定住人口を用いる。 
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③「人が集まるマチ」づくりの達成状況を表す指標 

中心市街地の年間主要施設入込客数 
中心市街地における交流機能としては、本市を訪れる人々と、多様な市民の交流が想定されるが、

駅周辺整備及び近傍商業者の新店舗オープン等により、交流人口の増加が想定される。そのため、

整備が予定されている再開発による複合交流施設の年間入り込み数を用いる。  
 

（３）計画期間 
  稚内市中心市街地活性化基本計画は、平成２１年度を開始年度とし、具体的な取り組み等の効果が

発現する時期を考慮し、駅周辺整備事業を含めた都市再生プロジェクトの完了予定の平成２３年度末

から 1年を経過した、平成２４年度末までの３年９ヶ月とする。 
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【２】数値目標の設定 

 
■指標１：歩行者通行量 

 
【現況値と目標値】 
    中心市街地での歩行者通行量については、そこにある主要な施設利用者の往来が主な要因と推定
し、施設利用者数の推計から通行量を予測する。 

 

歩行者交通量 
現況値（H19年度）  目標値（H24年度） 

約 938人 1,079人 
 
 図 歩行者交通量の変化予測 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１） 現況値の設定と将来推計 
 ①中心市街地の歩行者通行量 
   中心市街地の歩行者通行量について、H１６年度に実施した「稚内総合都市交通体系調査」の歩

行者通行量に、稚内市の人口の変化率を加味して平成１９年度の歩行者通行量を算定し、その値と

周辺施設利用者の関係を連動させて将来推計を行った。 

この結果、主要な４施設の利用者と歩行者通行量の比率は、36.10%となっている。 

また、推定時期を「稚内総合都市交通体系調査」に合わせて７月に設定することから、７月時期

での推計にあたって、日平均歩行者通行量の配分を雪の無い４月～１１月については、日平均歩行

者通行量の112.5％、雪のある１２月～３月期間を75％として計算する。 

 
図 中心市街地区域内の歩行者通行量               （単位：人／12ｈ） 

  駅前広場前 医薬品販売店前 金融機関前 H16 ３ヶ所計 
平  日 1,010 1,410 1,050 3,470 
休  日 1,100 800 490 2,390 
計 2,110 2,210 1,540 5,860 

 ※歩行者数については、数値を１０人単位に丸めて使用。 資料 H16年度 稚内総合都市交通体系調査 

「
道
の
駅
」
利
用
者 

Ａ施設  

ＪＲ 

Ｂ施設  

地域交流センター 
 利用者 

映画館利用者  

バスターミナル 

歩行者通行量  物販・金融施設  

ソフト各種事業参加者  
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稚内市の平成16年から平成19年の人口減少比率は、-4.02%となっている。 

 

図 稚内市の人口推移             （単位：人） 

項   目 H16年 H19年  人口減少比率 
人   口 4,2378 40,674 -4.02% 

   
   この人口減少比率を平成１６年度に実施された「中心市街地区域内の歩行者交通量」に適用し、

平成１９年の歩行者通行量とする。また、調査ヶ所の３ヶ所は近接する施設の特性から平日・休日

の通行量が、週末や特定日でそれぞればらつきが発生することから、調査ヶ所３ヶ所の平均を日平

均歩行者通行量として算出する。 
 

歩行者通行量 H16 ３ヶ所計  

 

 

 

H19 ３ヶ所計  H19 3ヶ所平均 H19 日平均 

平  日 3,470 3,330 1,110 
938人 休  日 2,390 2,294 765 

計 5,860 5,624 1,875 
 
 
 ②主要施設と歩行者通行量の関係 
   駅周辺の利用者が多い施設から主な４施設を選定し、主要施設とする。また、これらの年間利用

者数と日平均歩行者通行量の関係比率から、主要施設日利用者による歩行者通行量を求める。 
 

主要施設日利用者による

歩行者通行量 
事業前  H24 事業後 

938人  820人 
 
  図 主要施設の年間利用者数                          （単位：人） 

項   目 Ｈ16年度 Ｈ17年度 Ｈ18年度 Ｈ19年度  
 
Ｈ24年度 

Ａ施設 
（前年比） 
年間稼働日数 
日利用者数 

129,900 
 

365 
356 

127,700 
(-1.69%) 

365 
350 

102,900 
(-19.42%) 

365 
282 

102,500 
(-0.39%) 

365 
281 

97,274 
(平均-1.04%) 

365 
267 

Ｂ施設 
（前年比） 
年間稼働日数 
日利用者数 

141,700 
 

365 
388 

137,400 
(-3.03%) 

365 
376 

139,800 
(1.75%) 

365 
383 

138,400 
(-1.00%) 

365 
379 

124,988 
(平均-2.02%) 

365 
342 

物販販売施設 
（前年比） 
年間稼働日数 
日利用者数 

618,000 
 

360 
1,717 

555,600 
(-10.10%) 

360 
1,543 

529,100 
(-4.77%) 

360 
1,470 

504,300 
(-4.69%) 

360 
1,401 

359,983 
(平均-6.52%) 

360 
1,000 

金融機関施設 
（前年比） 
年間稼働日数 
日利用者数 

145,700 
 

230 
633 

144,900 
(-0.54%) 

230 
630 

132,300 
(-8.70%) 

230 
575 

123,600 
(-6.58%) 

230 
537 

94,288 
(平均-5.27%) 

230 
410 

日利用者 計 3,094 2,899 2,710 2,598 2,019 
※ Ｈ18年度のＡ・Ｂ施設の大幅な増・減少は、夜行列車廃止の季節運行による影響のため、変化率の計算から除外。 
※ 主要施設年間利用者数は、施設管理者からの資料提供による。 

 
H19の主要４施設と歩行者通行量の関係比率：平均日歩行者通行量 / 主要施設の日利用者計  

人口減少比率-4.02%により推計 
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           938人 /  2,598人 = 36.10% 
Ｈ２４の歩行者通行量予測：2,019人 x  36.10% x 112.5% = 820人 
 

 図 主要４施設と歩行者通行量の計測位置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）新たに整備される施設の将来推計 
 ①道の駅利用者数 
再開発事業により整備される複合施設に、「道の駅」の指定を想定しているが、「道の駅」利用者

数は、実績値が無いため、平成 19 年度の宗谷岬・稚内公園・ノシャップ岬の観光客入込数を使用

する。H24年度の３カ所の合計入込数を推計し、位置的な関係から、稚内公園・ノシャップ岬の２

カ所の入込比率の平均から「道の駅」利用者数を推計する。 

   この推計では、臨港側から入場する施設利用者を「道の駅」の利用者とし計測し、地域交流セン

ター、映画館利用者を除く。 
 
図 道の駅利用者数予測                            （単位：人） 

訪問地 Ｈ16年度 Ｈ17年度 Ｈ18年度 Ｈ19年度  Ｈ24年度 
稚内公園 183,700 163,670 98,230 87,210 

 
宗 谷 岬 328,050 311,820 400,700 415,330 
ノシャップ岬 224,880 210,450 175,060 138,270 

計 
（前年比） 

736,630 685,940 
(-6.88%) 

673,990 
(-1.74%) 

640,810 
(-4.92%) 

508,600 
(平均-4.52%) 

想定立寄率*1 27.73% 27.27% 20.27% 17.59% 平均23.22% 
道の駅利用者 204,290 187,060 136,640 112,740 118,100 

   *1 想定立寄率は、稚内公園とノシャップ岬の２カ所の観光客入込比率の平均 

 

駅前広場前 

交通拠点Ａ 

赤：歩行者交通量調査 

交通拠点Ｂ 

金融機関Ａ 

物販販売Ａ 

医薬品販売店前 

金融機関前 

緑：主要施設 
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年間利用者118,100人、年間稼働日数を365日として、日平均利用者を推計する。 

 
「道の駅」日利用者による

歩行者通行量 
事業前  H24 事業後 

0人  132人 
  
「道の駅」日利用者：118,100人 / 365日 = 324人 
 歩行者通行量予測：324人 x  36.10%  x  112.5% = 132人 

 
②地域交流センター利用者数 
地域交流センターの利用者数は、同等規模、施設機能の図書館多目的ホール、北コミュニティセ

ンターの利用実績等の利用実績を参考値として、地域交流センターの 360 日／年での利用者数を

推計する。 

 
※参考施設利用者実績（H19年度） 

    図書館多目的ホール  (約 200㎡)    4,520人／164回 → 0.13人／回・㎡ 
    北コミュニティセンター(約 600㎡)    9,850人／294日 →  0.06人／回・㎡ 
                               平均 0.10人／回・㎡ 
 
この結果から、地域交流センター (約 800㎡ アトリウム面積を除く)の利用者数を推計する。 
   年間利用者数：800㎡ｘ360日ｘ0.10人 → 28,800人 
 

次に、地域交流センターの日利用者数を推計する。年間利用者数28,800人、年間稼働日数360

日として推計する。 

 
地域交流センター日利用者数 
による歩行者通行量 

事業前  H24 地域交流センター 
0人  32人 

 
 地域交流センター日利用者数：28,800人 / 360日 = 80人 
歩行者通行量予測：80人 x 36.10% x 112.5% = 32人 

 
 
③映画館利用者数 
再開発事業によって新たに映画館が入居する。平成２２年に再開発ビルの一部供用から営業を開

始し、平成２４年度に本格稼働となる、ここでは、平成２４年度の利用者推計値の 58,000 人、

年間稼働日数を360日として、日利用者を推計する。 

 
映画館日利用者数による 

歩行者通行量 
事業前  H22～ 映画館（３館） 

0人  65人 
 
 Ｈ２４の映画館日利用者数：映画事業者による年間入場者予測 約 58,000人 /  360日 = 161人 
 歩行者通行量予測：161人 x 36.10% x 112.5% = 65人 
 
【映画事業者による映画館の入場者予測】 
映画館利用者数は、稚内市の映画館を利用する商圏として、車あるいは公共交通機関の利用によ
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り１時間３０分程度の距離にある、豊富町･幌延町･天塩町・猿払村･浜頓別町・利尻町･利尻富士町･

礼文町の１市７町１村を対象とした。 

このため、大きく稚内市、利尻町＋利尻富士町＋礼文町、猿払村＋浜頓別町、豊富町＋幌延町＋天塩

町４つのグループに分けて映画館利用の実態や、今後、映画館が出来た場合の利用希望について、

アンケート調査を行った。 

また、利用者推計の基本となる市町村の人口については、国立社会保障・人口問題研究所が発表

した「日本の市区町村別将来推計人口（平成20年 12月推計）」を使用し、映画人口の対象年齢と

して１０歳～７９歳の人口にアンケート結果から得た、映画館へ行く年間回数を乗じて入場者の推

計を行った。 

 

※ 映画事業者が作成した「稚内映画館（ミニコンプレックス）入場者予測資料」より抜粋 

市
町
村 

H22 年 H23 年 H24 年 H25 年 H26 年 

人口

(人) 

利用者

(人) 

人口

(人) 

利用者

(人) 

人口

(人) 

利用者

(人) 

人口

(人) 

利用者

(人) 

人口

(人) 

利用者

(人) 

Ａ 32,159 34,208 32,020 33,606 31,880 33,004 31,741 32,403 31,601 31,801

Ｂ 6,544 9,055 6,365 8,752 6,186 8,450 6,008 8,147 5,829 7,845

Ｃ 5,520 7,308 5,440 7,262 5,361 7,215 5,281 7,169 5,202 7,122

Ｄ 8,394 10,321 8,231 10,001 8,068 9,682 7,904 9,362 7,741 9,043

合計 52,617 60,892 52,056 59,622 51,495 58,351 50,934 57,081 50,373 55,810

※A＝稚内市 B=利尻町＋利尻富士町＋礼文町 C＝猿払村＋浜頓別町 D＝豊富町、幌延町、天塩町 

     人口は10歳～79歳を対象としている。 

 

図 映画利用者商圏範囲の設定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

移動時間１ ５時間

移動時間１．５時間圏内
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④ソフト各種事業参加者 
中心市街地活性化事業として各種ソフト事業を実施する。このことにより、新たなイベント等の

参加者の増加を推計する。中央商店街で新たに実施された事業（まちおこし団体「まちにいき隊」

調べ）がイベントや展示事業等により年間約 10,000 人の集客実績があることから、７月期間で

の事業による集客を抽出し、平均日参加者数を推計する。 

 
ソフト事業日参加者数による

歩行者通行量 
事業前  H21～ 参加者数 

0人  30人 
 
  ソフト事業日参加者数： よしゃこい祭り ７月に５回 参加者数 2,000人  
              路上ライブ   ７月に１回 参加者数  300人 
              参加者計 2,300人 ／ 31日 = 74人 

 
歩行者通行量予測：74人 x  36.10% x 112.5% = 30人 

 
 
【目標数値の設定】 

項   目 H24 利用者数 
主要施設の日利用者数による歩行者数 820人 
道の駅の日利用者数による歩行者数 132人 
地域交流センターの日利用者による歩行者数 32人 
映画館の日利用者数による歩行者数 65人 
ソフト各種事業参加者による歩行者数 30人 

日平均歩行者通行量 1,079人 
 
 図 歩行者通行量の推移予測 
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図 新たに整備される施設による歩行者動線予測 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

新駅前広場

赤：歩行者交通量調査 

物販販売Ａ（再築） 

【再開発ビル】 

交通拠点Ａ＋Ｂ 

地域交流センター 

店舗・住宅 

チャレンジショップ 

まちなかサロン 

市役所 市立病院文化センター
商工会議所 

全日空 H 

北防波堤ドーム 

（北海道遺産） 
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■指標２：定住人口 

 
【現況値と目標値】 
中心市街地の定住人口は、平成19年度の2,576人から年々減少し続け、5年後の平成24年には

2,396人となり平成19年度と比較すると184人が減少すると予測される。 

しかし、市街地再開発事業で新たに整備する高齢者住宅、まちなか団地、グループホーム、さらに

は「まちなか居住」の推進により、中心市街地の定住人口が増加すると予測し設定を行った。 

 

中心市街地の定住人口 
現況値（H19年度）  目標値（H24年度） 

2,576人 2,584人 
 
 図 中心市街地の定住人口の変化予測 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１）現況値の設定と将来推計 
 ①中心市街地の定住人口 

中心市街地のH19年の定住人口は、2,576人で、人口40,674人の6.33%を占めている。こ

の定住比率が、現行のまま推移したとして、中心市街地の定住人口を推計する。 

稚内市では、第４次稚内市総合計画に於いて、H25年の人口を 37,500 人、世帯数を 17,330

世帯としていることから、この間を定率の減少とした場合、H24 年の人口を 38,020 人、世帯数

を17,620世帯と推計される。このことから、H24年の中心市街地の定住人口は、2,4０６人と推

計される。 

 
図 稚内市による将来人口推計                 （単位：人） 

項   目 H17年 H19年  H24年 

人   口 41,875 40,674 38,020 
世 帯 数 17,820 19,151 17,620 
平均世帯員数 2.35 2.12 2.16 

中心市街地の定住人口 
（定住比率） 

2,756 
(6.63%) 

2,576 
(6.33%) 

2,406 
(6.33%) 

  ※第４次稚内市総合計画の人口推計では、コーホート変化率法を使用 
 

定
住
人
口 

中心市街地  

市街地再開発 

まちなか団地  

住宅整備 

高齢者住宅 
グループホーム 

まちなか居住  
公営住宅 

交流人口 
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図 稚内市の人口と世帯数の予測 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）新たに整備される施設の将来推計 
①住宅整備によるもの 
稚内市住宅マスタープラン改訂版（H18 年 3 月）及び「稚内まちなか居住推進計画」（H1９年

９月）の中では、まちなかの団地整備として、H24年度までに40戸の公営住宅整備を予定してい

る。この団地整備によって増加する定住人口を推計する。 

 

まちなか団地整備 
整備前  H24 整備後 

0人  86人 
 
まちなか団地の居住者   整備戸数 40戸×平均世帯員人 2.16人 = 86人 

 
 ②再開発事業によるもの 

市街地再開発事業により、H23年度に、新たに高齢者向け賃貸住宅が36戸、グループホームが

18室整備されことから、増加する定住人口を推計する。 

 

市街地再開発 
事業前  H23 事業後 

0人  54人 
 

  高齢者向け賃貸住宅：36戸 ｘ 1人 = 36 人 
  グループホーム  ：18室 ｘ 1人 = 18 人 
 
  ③まちなか居住推進によるもの 
 

まちなか居住推進 
事業前  H23 事業後 

0人  38人 
    
   中心市街地活性化の進展による利便性の向上や、以下に掲げる、まちなか居住推進による各種支

援、道路・宅地整備を進めることにより、中心市街地での定住率が、現況より少なくとも 0.1%上

昇すると想定する。 

40,674 40,191 39,590 39,060 38,540 38,020

19,151 19,043 18,524 18,219 17,918 17,620
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    H24年の中心市街地の居住人口の増分：H24年人口 x  0. 1% =  
                    38,020人  x  0.1% = 38人  
 

  【まちなか居住を0.1%上昇するための事業】※まちなか居住推進計画より 
■まちなか団地整備事業（再掲） 

中心市街地区域内に、借上方式による公営住宅団地の整備 40 戸を行い、良質な賃貸住宅

のストックとまちなか居住を誘導する。    

■臨港地区の規制緩和 

現在、住宅建設が規制されている臨港地区の一部地区に住宅を建設できるよう規制を緩和

し、周囲の環境と調和し、まちなかの利便性や海を身近に感じることができる住宅建設の誘

導する。 

■まちなか居住・土地建物情報バンクの検討 

中心市街地の空き地、空き家情報をとりまとめ「土地建物情報バンク」としてインターネ

ットへ掲載。 

■まちなか住まい相談事業 

      戸建・賃貸住宅のリフォーム相談など、まちなか居住の推進に向けた、市民や事業者向け

の総合相談窓口を充実。 

      また、郊外の持ち家を貸し出し、まちなかの賃貸住宅へ移転するなどのマッチング対策な

どの対応を行う。 

 

  
 図 まちなか団地整備事業位置図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＪＲ宗谷本

道道１０６号

 
 

まちなか団地整備区域（同一） 

中心市街地活性化区域 
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【目標値の設定】 
項   目 H24 定住人口 

中心市街地の定住人口（現況から） 2,406人 
まちなか団地整備 86人 
市街地再開発（高齢者住宅・グループホーム） 54人 
まちなか居住推進 38人 

目 標 値 2,584人 
 
 図 定住人口の推移予測 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,576
2,484

2,470 2,456
2,443

2,584

1,500

1,750

2,000

2,250

2,500

2,750

3,000

H19 H20 H21 H22 H23 H24

まちなか居住

市街地再開発

まちなか団地

定住人口

推移予測 



 91

 

■指標３：中心市街地の年間主要施設入込客数  

 
【現況値と目標値】 

これまでの中心市街地の主要な集客施設であるＪＲ稚内駅とバスターミナルの年間の年間入込客数

を現況値とし、平成23年度に完成する再開発ビルに一体的に整備される、ＪＲ駅舎、バスターミナ

ル、飲食を中心とした商業店舗、公共による交流空間、観光案内、映画館、コンビニ等の機能が入っ

た複合交流施設の年間入込客数を目標値とする。 

この施設の公共よる交流空間には、「地域交流センター」として、１～２階の吹き抜けのアトリウム

や、子供のための（仮称）キッズランド、サロン、インターネットカフェ等が整備される。 

そのため目標値は、現行のＪＲ・バス利用者の推移と、今後、整備される「道の駅」施設利用者、

映画館利用者、地域交流センター利用者を新たな増加要素として設定を行った。 

 

複合交流施設年間入込客数 
現況値（H19年度）  目標値（H24年度） 

240,900人 427,100人 
 
 図 中心市街地の年間主要施設入込客数の変化予測 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 図 複合交流施設の機能構成モデル 
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（１）現況数値の設定と将来推計 
①主要施設利用者数 
現在の主要施設であるＪＲ稚内駅については、ＪＲ利用者を、バスターミナルについてはバス利

用者をそれぞれ、施設Ａ・Ｂの利用者とし、平成19年度のＡ施設とＢ施設の年間利用者計240,900

人を現況数値として使用する。 

また、平成 24 年度の推計値は、平成 16 年度からの推移で交通拠点Ａ施設で毎年-1.04％、Ｂ

施設で毎年-2.02％減少していることから、定率で減少させた推計値を使用する。 

  
図 主要施設の年間利用者数                         （単位：人）  

施 設 Ｈ16年度 Ｈ17年度 Ｈ18年度 Ｈ19年度  Ｈ24年度 
Ａ施設利用者 
（前年比） 

129,900 127,700 
(-1.69%) 

102,900 
(-19.42%) 

102,500 
(-0.39%) 

97,274 
(平均-1.04%) 

Ｂ施設利用者 
（前年比） 

141,700 137,400 
(-3.03%) 

139,800 
(1.75%) 

138,400 
(-1.00%) 

124,988 
(平均-2.02%) 

合計 271,600 265,100 242,700 240,900 222,200 

※Ｈ18年度のＡ・Ｂ施設の大幅な増・減少は、夜行列車廃止の季節運行による影響のため、変化率の計算から除外。 

 
図 主要施設の利用者予測 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（２）新たに整備される施設の将来推計 
①道の駅利用者数 
再開発事業により整備される複合施設に、「道の駅」の指定を想定している。指標１の推計値

118,100人を使用する。 

 

「道の駅」利用者数 
事業前  H24 事業後 

0人  118,100人 
  
②地域交流センター利用者数 
地域交流センターの利用者数は、指標１で推計した年間利用者数28,800人を使用する。 

 

地域交流センター利用者数 
H19 図書館多目的ホール  H24 地域交流センター 

4,520人  28,800人 

129,900 127,700
102,900 102,500 101,433 100,377 99,332 98,297 97,274

141,700 137,400

139,800 138,400 135,607 132,871 130,189 127,562 124,988

40,000

65,000

90,000

115,000

140,000

165,000

190,000

215,000

240,000

265,000

290,000

Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４

施設Ｂ

施設Ａ
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③映画館利用者数 
再開発事業によって新たに出来る施設内には、テナントとして映画館が入居する。 

映画館事業者が市民と周辺町村を対象に実施した、映画館利用に関わるアンケート調査により、

作成した指標１の年間利用者数、約58,000人を使用する。 

 

映画館利用者数 
H19 管内人口  H22～ 映画館（３館） 

73,972人  約 58,000人 
 
 
【目標数値の設定】 

項   目 H24 利用者数 
主要施設利用者数 222,200人 
道の駅の利用者数 118,100人 
地域交流センター利用者 28,800人 
映画館の利用者数 58,000人 

目 標 値 427,100人 
 
 図 主要施設利用者数の推移予測 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

271,600 265,100
242,700 233,240237,040240,900

235,320 283,850

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４

映画館

交流センター

道の駅

主要施設

宗谷管内の１０歳～７９歳を対象として推計 

427,100 

推移予測 
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【３】フォローアップの考え方 
  数値目標のフォローアップ相対の考え方については、各年度毎に、計画されている事業の進捗状況

の把握と、設定した数値目標の基礎となる各データの調査を実施し、状況に応じて事業の進捗の促進

と、その効果が最大に発揮されるよう、必要な措置を講じていく。 
  当該基本計画の数値目標の達成状況を評価については、計画期間の中間年である平成２２年度に、

また、最終の評価については、計画最終年度の平成２４年度に、詳細な達成状況の評価し、稚内市中

心市街地活性化協議会に諮る。 
  各、目標値の調査については、以下の方法による。 
 
（１） 中心市街地の歩行者通行量 

歩行者通行量については、今年度以降、毎年７月の任意の平日と休日に、調査箇所となってい

る３ヶ所にて、調査を実施する。 
    ただし、調査ポイント「駅前広場前」については、平成２３年度末まで、工事中のため、近傍

の箇所で代替する。平成２３年度末には集客機能の核となる地域交流センターを含む再開発ビル

が完成し、本格的な営業・施設利用が開始されることから、本来の調査箇所にて調査を行う。 
 
（２） 中心市街地の定住人口 

中心市街地の定住人口については、３月から４月にかけては転出／転入が多いことから、信頼

性の高い定住人口をとらえるため、稚内市住民基本台帳の毎年９月末日の街区別人口により算出

する。 
 
（３） 中心市街地の年間主要施設入込客数 

中心市街地の年間主要施設入込客数については、その調査対象となるＪＲ、バス、地域交流セ

ンター、映画館等の商業施設全体を含む、再開発ビルの完成が、平成２３年度末となっており、

本格的な調査は、それ以降となる。 
本格調査としては、夏季として７月の、冬季として３月の平日として半日調査 x６日間と休日

調査として１日調査 X３日間、施設出入り口にてカウント調査を実施し、施設全体の入り込み数
の年間推計を行う。 
平成２１年度以降の全体施設完成までの間については、一部は工事中のため、基本的に、今回、

利用者予測を行った各施設の年間利用者数の稚内市統計を使用する。ただし、映画館利用者につ

いては、営業を開始していることから年間事業実績を使用する。 
全体施設完成後の平成２４年度以降については、施設出入り口にてカウント調査を実施し、施

設全体の入り込み数の年間推計を行い、各施設利用者数を差し引いた残を、「道の駅」利用者と

する。 
 
【各施設利用者実績を使用した入り込み客数の算出】 
①ＪＲ、バスについては、稚内市統計（平成２１年度～） 
②映画館については、事業者による年間事業実績（平成２２年度～） 
③地域交流センターについては、施設管理者による施設利用者実績（平成２４年度～） 
  
全体（出入り口調査による年間推計）= ① ＋ ② ＋ ③ ＋ 「道の駅」利用者 
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４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備

その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 
［１］市街地の整備改善の必要性 

【現状分析】 

（1）土地利用・建物利用の状況 

駅周辺の街区については、一般に建物用途が混在し、また、建物の老朽化が進んでいる。建て詰ま

り及び未利用地の混在等、街区利用の偏在がみられ、街区の有効利用・防災性は必ずしも高くない。

臨港地区においては、未舗装の駐車場利用が多く、港を生かした環境整備が期待されている。 

 

（2）基盤施設の状況 

街路については、概ね整備済みであるものの、駅前交差点においては、国道、道道、市道が交差し、

車線数の違いにより対向車レーンが対面するなど変則となっている。 

公園緑地については、近隣公園（中央公園）が整備済みであるものの、街区公園等の整備が立ち後

れている。また、快適な歩行者動線のネットワーク化には至っていない。 

駅前広場については、整備されているものの、十分な規模が確保されていないことから、バス、タ

クシー、一般車が一体的に利用できず、バスについては、駅前広場を通過し、近隣のバスターミナル

からの乗降となっている。また、環境空間は残余空間の緑化程度であり、快適性・空間の魅力性に欠

けている。 

みなとへの連絡は、線路を迂回する形で周辺施設の間に路地があるものの、公的な整備施設ではな

く、狭く、また、サイン等もなくわかりにくいものとなっている。 

 

（3）交通の状況 

駅前広場内については、通過交通が発生しており、駅舎の出入り口周辺でバス、一般車両と歩行者

交通が輻輳し、交通安全上の課題がみられ、広場内の円滑な交通に支障をきたしている。また、駅前

交差点が変則となっていることに加え、駅前広場の出入り口となる交差点が近隣していることによ

り、十分な滞留長が確保されないなど、駅前広場周辺の円滑な交通にも支障をきたしている。 

 

【市街地の整備改善の必要性】 

 これらの状況を踏まえ、稚内市では「市街地整備改善」を図るため、以下の事業を基本計画に位置

づける。 

 （1）3.5.13 北浜通   

（2）市道中央2号通 

（3）駅前広場整備事業 

 （4）稚内駅前地区第一種市街地再開発事業 

 （5）国道40号整備事業 

 

【フォローアップの考え方】 

 事業開始以後の毎年度末において進捗調査を行い、状況に応じて事業の促進などの改善措置を講ず

る。 
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［２］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

  該当なし 

 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内

容 及 び 実

施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

支援措置の

内容及び実

施時期 

その他の

事項 

事 業 名 ：

3.5.13 北

浜通 

 

内容：L＝

87m、W＝

18m 

 

時期：H22

～23 

稚内市 現在、北浜通と開運通（国道４０号）との車

線接続が不整形であり、信号機が近接してお

り、自動車通行ならびに歩行環境の安全性が

確保されていない。駅前広場の交通動線が整

理されることにともない、これらの問題を解

消する整備である。 

まちづくり

交付金 

 

H22～23 

年度 

 

事業名：南

側 区 画 道

路 

 

内容：L＝

24m、W＝

8m 

 

時期：H21

～23 

稚内市 稚内駅前地区第一種再開発事業の施行にとも

ない街区の健全な形成を図ることが目的であ

り、加えて、歩行環境の安全性の向上、再開

発建物への訪れやすさや入りやすさの確保、

冬季の除排雪への配慮を図り、中心市街地に

おける拠点性を高めるものである。 

 

まちづくり

交付金 

 

H21～22 

年度 

 

事業名：市

道 中 央 ２

号通 

 

内容：L＝

42m、W＝

７m 

 

時期:H23 

稚内市 本整備は、稚内駅前広場ならびに稚内駅前地

区第１種市街地再開発に伴い必要となる整備

である。 

現在、北側から駅前広場に繋がる区画道路の

一部を、歩車共存道路として整備する。この

整備により、駅前広場の路面仕上げと一体化

し、安全でゆとりのある駅前広場北側からの

動線を確保する。四方からの動線の確保とな

り使い勝手のよい駅前広場を実現する。 

また、現在の稚内駅広場には、北側から道路

が接続し、歩行環境の安全性が確保されず、

駅前広場内の交通も煩雑なものとなってい

る。これを解消するために、既存道路を付け

替える。 

まちづくり

交付金 

 

Ｈ2３年度 
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事業名：駅

前 広 場 バ

ス シ ェ ル

ター等 

 

内容：駅前

広 場 内 １

箇所（バス

シ ェ ル タ

ー等） 

 

時期：H21

～H23 

稚内市 稚内市の厳しい風雪に対応した駅前広場内に

バスシェルター、付帯する案内サイン等を整

備し、拠点景観形成、利用者の快適性を確保

する。 

 

 

まちづくり

交付金 

 

Ｈ2１～23 

年度 

 

事業名：地

域 交 流 セ

ンター 

 

内 容 ：

1,575㎡ 

 

時期：H23 

 

 

 

 

 

稚内市 くつろぎ・憩いの空間として市民観光客の交

流の場とし、また、子育て支援や町内会活動・

研修会・セミナー等が開催できる、地域交流

センターを整備し、中心市街地への賑わい創

出及びコミュニティの向上を図る。 

 

まちづくり

交付金 

 

Ｈ23年度 

 

事業名：稚

内 駅 前 地

区 第 一 種

市 街 地 再

開発事業 

 

内容：再開

発 事 業 に

よ り 賑 わ

い 再 生 拠

点 と な る

再 開 発 ビ

ル を 整 備

する 

 

時期：H20

～H23 

稚 内 駅 前

地 区 市 街

地 再 開 発

組合 

「マチ」と「みなと」が一体となった魅力あ

る都市構造の形成に向けて、JR稚内駅周辺を

「複合交流施設（駅舎・交流施設・住宅整備

等）」として、交通・情報・観光・暮らしの総

合的な拠点としての整備を図る。 

この施設内及び接続した施設に、公共床とし

て「地域交流センター」、商業機能として映画

館や飲食等の機能を持った「賑わい再生拠

点」、交通機関として「ＪＲ」「バス」、２４時

間トイレ、高齢者向け賃貸住宅等を整備し、

中心市街地の拠点整備とする。 

 

 

 

 

 

 

 

市街地再開

発事業 

 

 

Ｈ20～2３ 

年度 

 

バスシェルターの設置 

再開発ビル イメージ図 

 プレイセンター・アトリウム イメージ 
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（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内

容 及 び 実

施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

支援措置の

内容及び実

施時期 

その他の

事項 

事業名：駅

前 広 場 整

備事業 

 

内容：駅前

広 場 の 拡

充整備 

 

時期：H19

～H23 

 

道 駅前の円滑な交通処理と駅利用者の利便性と

安全性の向上を図るため、バス・タクシー・

一般車の一体的な整備を行う。 

また、「マチ」と「みなと」への豊かな歩行者

空間を確保し、中心市街地への回遊性を高め

ながら中心市街地の活性化に寄与する。 

街路事業 

 

Ｈ19～2３

年度 

 

事業名：国

道 ４ ０ 号

整備事業 

（改築） 

 

内容：L＝

65m、W＝

22m 

 

時期：H21 

～ 

 

国 再開発施設と連携する歩道整備により、バリ

アフリー対応の一体感のある歩行者空間を確

保し、車両及び歩行者の安全性の向上を図る。

道路事業 

 

Ｈ21～  

 

 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内

容 及 び 実

施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

支援措置の

内容及び実

施時期 

その他の

事項 

駅前広場 イメージ図 
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事業名：稚

内 駅 前 地

区 第 一 種

市 街 地 再

開発事業 

  

内容：賑わ

い 再 生 拠

点 と な る

再 開 発 ビ

ル を 整 備

する 

 

時期：H20

～H23 

 

 （再掲） 

稚 内 駅 前

地 区 市 街

地 再 開 発

組合 

「マチ」と「みなと」が一体となった魅力あ

る都市構造の形成に向けて、JR稚内駅周辺を

「複合交流施設（駅舎・交流施設・住宅整備

等）」として、交通・情報・観光・暮らしの総

合的な拠点としての整備を図る。 

 

都市・地域再

生緊急促進

事業 

 

Ｈ20～2３ 

年度 

 

 

（4）国の支援がないその他の事業 

該当なし 
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５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］都市福利施設の整備の必要性  

【現状分析】 

 稚内駅を中心とする中央地区は古くから行政、文化、医療、商業サービス施設などの都市福祉施設

が十分に整っており利便性の高い地区である。 

 公共施設では、稚内市役所、稚内総合文化センター、市立稚内病院、保健センター、温水プールが

立地しているほか、商店街、郵便局や金融機関、JR駅、バスターミナル、フェリーターミナル、民

間デーサービス施設が集積しており、コンパクトなまちづくり、まちなか居住を推進するうえで適し

た環境にある。 

 

【市街地の整備改善の必要性】 

 今後はこれらの施設の拠点として整備するＪＲ稚内駅周辺の強化を図りながら、バリアフリーへの

対応、災害に強く安全・安心で暮らせるまちづくり、まちなか居住を推進し、利用者にとってより利

便性が高く、マチに対する必要性を増強させ、豊かな賑わいの演出を実現していく必要がある。 

 

【フォローアップの考え方】 

 事業開始以後の毎年度末において進捗調査を行い、状況に応じて事業の促進などの改善措置を講ず

る。 

 

 

［２］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

  該当無し 

 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内

容 及 び 実

施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

支援措置の

内容及び実

施時期 

その他の

事項 

事業名：地

域 情 報 シ

ス テ ム 整

備 

 

内容：稚内

駅 前 地 区

第 一 種 市

街 地 発 事

業 に よ り

整 備 さ れ

ビ ル 内 に

地 域 情 報

シ ス テ ム

を 整 備 す

る 

稚内市 複合交流施設として整備される再開発ビル内

に公共床として地域交流センターを取得し、

観光情報・日ロ交流・生活情報の発信拠点を

整備する。 

これと連動して、ソフト的な整備として、

情報発信媒体としてのネット情報システムと

コンテンツを作成する。また「まちなかにお

ける案内人・相談者」等の人を介した情報提

供を行う。 

ハード整備では、分かりやすいサイン・案内

版、無線ＬＡＮなどの提供、さらには、地域

交流センター内での、インターネットカフェ

事業など、三位一体の地域情報システムの構

築と運用を図る。 

まちづくり

交付金 

 

Ｈ23年度 
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時期：H23 

 

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

  該当無し 

 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内

容 及 び 実

施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

支援措置の

内容及び実

施時期 

その他の

事項 

事業名：稚

内 港 北 地

区 北 ふ 頭

港 湾 環 境

施 設 整 備

事業 

 

内容：シン

ボ ル 緑 地

整備 

 

実 施 時

期：H19～

H23 

稚内市 稚内港北地区においては、市民が進める賑わ

い創出事業として様々なイベントが開催され

ているが、各種イベントに対応可能な緑地が

不足していることから、シンボル緑地の整備

を行い、北海道遺産である北防波堤ドームか

ら中心市街地及び中央ふ頭への動線を確保と

市民や観光客・港湾来訪者が楽しめる交流拠

点の整備を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなと振興

交付金 

 

H19～H23

年度 

 

 

（4）国の支援がないその他の事業 

事業名、内

容 及 び 実

施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

国以外の支

援措置の内

容及び実施

時期 

その他の

事項 

サ ハ リ ン

文 化 紹 介

事業 

観 光 協

会・まちづ

くり会社 

最も身近にヨーロッパを感じさせる、今のサ

ハリンの文化を市民、観光客に紹介すること

により､稚内市の異国情緒・国際性をアピール

し､新たな観光資源の発掘と誘客拡大へつな

げる。 

 

 

  

 

 

 

 

シンボル緑地 イメージ図 
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６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び

当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

 

［１］街なか居住の推進の必要性  

【現状分析】 

 市街地の拡大に伴う郊外住宅の増加により、中心市街地の人口は、年々減少を続け、平成15年度

と平成20年度を比較すると、平成15年度の2,907人に対し、平成20年度で2.484人となって

おり、423人が減少している。中心市街地における人口減少が急速に進んでいる 

 また、高齢化比率にも市全体の約23％に対し、中心市街地地区では約30％と高い状況にある。 

 

【まちなか居住を推進する必要性】 

 中心市街地においては、急速なスピードで人口減少、高齢化が進んでいる状況にある。 

 中心市街地に賑わいを取り戻し活気のあるものとするためには、中心市街地への住宅整備、住宅情

報の充実など「まちなか居住」施策の推進をとおし、中心市街地へ住み・住み続ける人の増加、地域

コミュニティの維持回復を図ることが必要である。 

また、駅から歩いて生活できる範囲に商業施設や官公庁施設、文化施設、医療施設などが集積され

ている利便性の高い「マチ」である特性を活かし、子育て世代や高齢者世帯が安心・快適に生活でき

る住環境整備が必要である。 

 

【フォローアップの考え方】 

 事業開始以後の毎年度末において進捗調査を行い、状況に応じて事業の促進などの改善措置を講ず

る。 

 

［２］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

  該当なし 

 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内

容 及 び 実

施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

支援措置の

内容及び実

施時期 

その他の

事項 

事業名：稚

内 駅 前 地

区 第 一 種

市 街 地 再

開発事業 

 

内容：再開

発 ビ ル に

高 齢 者 向

け 賃 貸 住

宅、グルー

プ ホ ー ム

を 整 備 す

稚 内 駅 前

地 区 市 街

地 再 開 発

組合 

再開発ビルの３～５階に高齢者向け賃貸住宅

（３６戸）、グループホーム（１８室）を整備

する。医療・交通・商業機能が整備されてい

ることにより、まちなか居住を希望する高齢

者の住み替えの誘導を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

市街地再開

発事業 

 

 

 

H20～H23

年度 
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（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

   

事業名、内

容 及 び 実

施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

支援措置の

内容及び実

施時期 

その他の

事項 

事業名：ま

ち な か 団

地 整 備 事

業 

 

内容：公営

住 宅 等 の

整備 

 

時期：H21

～H24 

稚内市 中心市街地活性化区域と同一の区域である

「まちなか居住推進区域」、また、その南北に

隣接する「まちなか居住支援区域」内に借り

上げ方式による公営住宅４０戸を整備し、良

質な賃貸住宅のストックとまちなか居住の推

進を図る。 

地域住宅交

付金 

 

 

 

H21～H24

年度 

 

 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

  該当なし 

 

 

る 

 

時期：H20 

～H23 

（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

再開発ビル イメージ図 

事業名：街

な か 居 住

再 生 フ ァ

ン ド 活 用

事業 

 

内容：街な

か 居 住 再

生 フ ァ ン

ドの活用 

 

時期：H23 

 

㈱ 稚 内 駅

ビ ル 開 発

（仮称） 

年々減少する中心市街地人口を回復させるた

め、街なか居住再生ファンドを活用し、中心

市街地地区に高齢者向け賃貸住宅（３６戸）、

グループホーム（１８室）を整備することに

より、街なか居住の推進が図られ、居住、公

共、公益、利便、サービスのバランスのとれ

た市街地の再生・活性化に資する。 

 

 

 

 

 

街なか居住

再生ファン

ド 

 

H23年 
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（4）国の支援がないその他の事業 

事業名、内

容 及 び 実

施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 国以外の支

援措置の内

容及び実施

時期 

その他の

事項 

事業名：臨

港 地 区 の

規制緩和 

 

内容：住宅

建 設 に 係

る 規 制 緩

和 

 

時期：H19

～ 

稚内市 ＪＲ稚内の鉄路の港側は、臨港地区として一

般の住宅建設が規制されているが、市街地と

の一体的な土地利用に向け、現行の分区規制

を緩和・変更し、一般の住宅等の建設が可能

な環境整える。このことによりまちなかの利

便性や海を身近に感じることができる「まち

なか居住」の一層の推進と中心市街地の活性

化へつなげる。 

  

事業名：ま

ち な か 居

住・土地建

物 情 報 バ

ンク事業 

 

内容：「ま

ち な か 住

ま い の 情

報 ポ ー タ

ルサイト」

の構築 

 

期間：H19

～H22 

稚内市 まちなか居住の総合となる「まちなか住まい

の情報ポータルサイト」を構築し、中心市街

地の空き地・空き家情報をとりまとめ、イン

ターネットへ掲載し、まちなか居住の推進と

中心市街地の活性化を図る。 

  

事業名：ま

ち な か 住

ま い 相 談

事業 

 

内容：相談

窓 口 の 充

実 

 

時期：H19

～H27 

稚内市 まちなか居住の推進に向けた、市民や事業者

向けの総合相談窓口の充実を図るとともに、

住まい全般に係る担当部署の新設について検

討を行い、まちなか居住の推進と中心市街地

の活性化を図る。 
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７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置

に関する事項 

 

［１］商業の活性化の必要性  

【現状分析】 

 稚内市は、１市 7 町 1 村で構成する稚内商圏の中心都市であるが、近年の中心市街地における商

業の落ち込みは著しく、販売額、店舗数、店舗面積、従業員数ともに減少の傾向にある。 

 平成 14年度の稚内市内全域の卸売・小売業の状況は、平成9年度と比較して店舗数、販売額では

約23％減少し、店舗面積では約20％増加している。これに対し、中心市街地においては、店舗数、

販売額、店舗面積、従業者数ともに約40～50％も減少している。 

 また、市民アンケート調査では、中心市街地に対する印象として「さびしい・暗い」「不便」「駐車

場がない」などの声が多くあがっており、モータリゼーションへの対応、明るい店舗、多様な商品構

成などを求める消費者ニーズへの対応の遅れが、結果として商業衰退や賑わいに欠けた魅力のないマ

チとなっている 

 

【商業の活性化のための事業及び措置の必要性】 

これらの状況を踏まえ、中心市街地の賑わいをつくるには、市民や観光客が楽しくマチを歩くこと

ができる魅力的な商業環境づくりが必要であり、多くの人が集まる稚内駅周辺地が新たな商業の拠点

となるべく、賑わい再生拠点施設の中に商業床を構成し、核となるテナントを中心に市民が必要とす

る施設の整備を行う。 

また、中心市街地内の各個店の魅力アップに向けた努力を行い、稚内駅周辺の空間や、商店街主催

による各種イベントを開催し、商業の活性化を図り賑わいの再生を目指す。 

 

【フォローアップの考え方】 

 事業開始以後の毎年度末において進捗調査を行い、状況に応じて事業の促進などの改善措置を講ず

る。 

 

［２］具体的事業等の内容 

（１）法に定める特別措置に関連する事業等 

  該当無し 

 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業等名、

内 容 及 び

実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

支援措置の

内容及び実

施時期 

その他の

事項 

事業名：賑

わ い 再 生

拠 点 施 設

整備事業 

 

内容：稚内

㈱稚内駅

ビル開発

（仮称） 

複合交通ターミナルとして整備される再開発

ビル内に商業床を取得する。 

取得は２期に分けて行い、第１期は、２１年度

に２階部分を取得する。この部分は、平成２２

年度開業予定の小規模なシネコンを導入する

部分で、床取得に併せて「稚内映画祭」を実施

戦略的中心

市街地商業

等活性化支

援事業費補

助金 

 

 



 106

駅 前 地 区

第 一 種 市

街 地 再 開

発 事 業 に

よ り 整 備

さ れ る 商

業 床 の 取

得 及 び 映

画事業・施

設 グ ラ ン

ド オ ー プ

ン に 伴 う

イ ベ ン ト

開催 

 

 

時期：

H21・23 

 

 することにより、広く映画館の存在をPRする

とともに、より身近に感じられる映画文化の発

信と育成をすることにより、継続的な集客につ

なげる。 

第２期は平成２３年度に１階部分を取得する。

この部分は、平成２３年度末に開業予定の飲

食・物販を導入する部分で、この飲食・物販施

設が開業することにより、賑わい再生拠点施設

がグランドオープンとなることから、床取得に

併せてオープニングイベントを実施し、施設の

PR及び集客性の向上を図る。 

全体施設の完成後、これらの一体の施設を「道

の駅」とする予定をしており、新たな観光拠点

としての位置づけも行う。 

本施設は、中心市街地の魅力的な商業環境づく

りのための核となる施設として必要であり、施

設整備事業とイベント事業を効果的に一体化

して行うことにより、活性化の目標とする「人

が集まるマチ」「街歩きが楽しいマチ」の形成

への効果が期待される。 

 

 

 

 

１期：Ｈ２１

年度 

２期：Ｈ２３

年度 

 

 

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業等名、

内 容 及 び

実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

支援措置の

内容及び実

施時期 

その他の

事項 

事業名：個

店 魅 力 ア

ップ事業 

 

内容：店舗

診 断 等 の

実施 

 

 

時期：H19

～ 

 

 

株式会社

まちづく

り稚内・ 

中央及び

駅前商店

街振興組

合 

専門家により小売業者個々の販売促進に向け

た店舗診断を行い、経営改善やリニューアル、

従業員教育などの企画･提案を行い、店舗の経

営改善と魅力アップを行う。 

中心市街地

活性化アド

バイザー派

遣事業 

 

Ｈ１９年度

～ 
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（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業等名、

内 容 及 び

実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

支援措置の内

容及び実施時

期 

その他の

事項 

事業名：チ

ャ レ ン ジ

シ ョ ッ プ

事業 

 

内容：中心

市 街 地 の

空 き 店 舗

を 活 用 し

た チ ャ レ

ン ジ シ ョ

ッ プ の 実

施 

 

時期：H19

～H23 

株式会社

まちづく

り稚内、

中央及び

駅前商店

街、民間 

商店街への新規店舗の参入と、不足業種の誘致

のため、空き店舗や床、棚等を低家賃で提供す

るチャレンジショップを展開する。このことに

より、バランスのとれた業種構成や専門的な業

種の商店街にすることにより、より消費者の満

足度の高い商店街づくりへつなげる。Ｈ２０年

度より起業化支援プログラムによる空き店舗

活用と新規店舗誘致を図る。 

がんばる地方

応援プログラ

ム 

 

Ｈ１９～２1

年度 

 

【こだわり日替わりシェフの店事業】 

中央商店街の空き店舗を使用して、販売食数限

定の日替わりランチ提供の店を営業する。店は

まちづくり会社が用意し、曜日毎に、交代する

シェフによりＬＯＨＡＳにこだわった料理や、

高齢者向けの料理を提供する。シェフは、市内

の料理が得意で、少しだけ食事提供による自営

業をしてみたい起業家を目指す人の、実践の場

を提供する。このことにより、商店街に新規参

入者の機会をつくるとともに、新たな客層・事

業者層が中心街へ来訪の機会を増やす。 

 

【健康やむ茶「チャイ」】 

各国の健康茶を提供する喫茶店の営業。漢方

「高麗人参茶」・中国茶「ウーロン、ジャスミ

ン」、韓国「ゆず茶、コーン茶」、ロシアの「ロ

シアンティ、ホットワイン」等のお茶と、軽食

提供のチャレンジショップ 

【ＬＯＨＡＳショップ＊】 

商店街の空き店舗を使用して、様々なリサイク

ルや無農薬、フェアートレード品等のこだわり

の物品を扱う店舗を展開する。（安価な床を用

意する）このことにより、商店街に新規参入者

の機会をつくるとともに、新たな客層・事業者

層が中心街へ来訪の機会を増やす。Ｈ２０年度

より起業化支援プログラムによる空き店舗活

用として。 
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（４）国の支援がないその他の事業 

事業等名、

内 容 及 び

実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

国以外の支

援措置の内

容及び実施

時期 

その他の

事項 

事業名：商

業 核 店 舗

整備事業 

 

内容：地元

商 業 核 店

舗 の 建 て

替え 

 

時 期 ： Ｈ

23年度 

商業核店

舗 

（食料品

館あいざ

わ） 

稚内駅前地区市街地再開発事業と連動して、駅

前地区では、商業核店舗である地元食品スパー

の建替が計画されている。 

当該スーパーは、現在、建物の老朽化、手狭

な店舗、駐車場不足の解消のため建替を行うも

ので、これにより、ス－パー機能の強化、駐車

場の利便性向上を図る。 

建替にあたっては中心市街地で不足がちな

駐車場を補うため、中心市街地の利便性や回遊

性の向上を確保するうえで必要不可欠な事業

である。 

売り場面積、駐車場面積は、現在検討中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行 店舗外観（中央） 売り場面積 930 ㎡ 

 

  

事業名：商

店 街 景 観

整備事業 

 

内容：店舗

装 飾 等 の

商 店 街 景

観の整備 

 

時期：H20

～ 

株式会社

まちづく

り稚内、

市民、ﾎﾞﾗ

ﾝ ﾃ ｨ ｱ 団

体、学生、

中央及び

駅前商店

街 

個店独自の魅力に加え、商店街全体が洗練さ

れ、統一化された店舗装飾で、市民がでかけて

きて楽しい雰囲気の商店街を作り出し､来街者

を増加させ商店街の賑わいと、まちの活性化を

図る。店前のウエルカムメッセージの発信。（植

栽、ベンチ、看板、サマーイルミネーション）

花壇等への植栽による緑化活動を展開し､美し

い街並み景観の形成と商店街の環境美化を図

る。 

  

事業名：最

北 の 商 店

個 店 表 示

プ レ ー ト

装飾事業 

 

株式会社

まちづく

り稚内、

中央及び

駅前商店

街 

日本最北端の魅力・さいはてのロマンを求めて

くる観光客をはじめ、来街者により具体的に各

個店ごとの位置を個店表示プレートにて装飾

し、話題性の提供と賑わいを演出する。また、

ロシア語と日本語の包装紙をデザインし、商店

街の共通包装紙として活用する。 
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内容：個店

表 示 プ レ

ー ト の 装

飾 及 び 共

通 包 装 紙

検討 

 

時期：H21

～ 

事業名：稚

内 ゆ き あ

か り 推 進

事業 

内容：イル

ミ ネ ー シ

ョ ン の 開

催 

 

時期：H19

～ 

株式会社

まちづく

り稚内、

市民、ﾎﾞﾗ

ﾝ ﾃ ｨ ｱ 団

体、学生、

中央及び

駅前商店

街 

冬の長い夜を彩る「北の街灯り事業」として、

１２月～２月のイルミネーションのロングラ

ン点灯と、バレンタインディを最終日として、

スノーキャンドル、かまくらの灯りによる幻想

的な空間

を創り出

し、冬を楽

しむ魅力

あるまち

の形成を

図る。 

        スノーキャンドル 

  

事業名：駐

車 場 の 運

営 管 理 事

業 

 

内容：駐車

場 の 整 備

及び運営 

 

時期：H21

～ 

 

株式会社

まちづく

り稚内、

中央商店

街 

中心市街地に点在する公共機関や民間、商店街

振興組合等が所有している「空き地」等を効果

的に活用し、観光客や中心市街地を訪れる市民

が利用し易く商店街や商業活動と連携された

「駐車場」を確保、展開する。 

  

事業名：ま

ち あ る き

「 ぶ ら り

マップ」作

成事業 

 

内容：周遊

マ ッ プ の

作成 

 

時期：H21

まちづく

り稚内、

民間 

稚内駅周辺地区を中心に、港とマチの徒歩を中

心とした「食べ歩き」、「見て歩き」の周遊マッ

プを作成する。このことにより、まちなかの周

遊性を高め、都市観光と商業活性化へつなげ

る。 
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～ 

事業名：わ

っ か な い

め ぐ り ツ

ア ー ガ イ

ド事業 

 

内容：稚内

ツ ア ー の

開催 

時期：H21

～ 

観 光 協

会、株式

会社まち

づくり稚

内、民間

他 

小規模旅行者の数時間から半日程度の、地元の

歴史やうまいもの、産業にこだわったツアーの

ガイドを行う。特に、環境に関連した風車や大

規模太陽光発電、全覆い型ゴミ処分場、風の学

校や夏の昆布漁や冬の「寒干しタラ」、など季

節々にこだわったオプションツアーの提供に

より、滞在時間の充実とわっかないの良さを知

ってもらい、リピーターへつなげる。 

  

事業名：貸

し 自 転 車

事業 

内容：貸し

自 転 車 事

業の実施 

 

時期：H20

～ 

株式会社

まちづく

り稚内、

商店街振

興組合 

フェリー

運航事業

者、民間

他 

観光客及び市民を対象に、中心市街地及び親水

空間として整備された前

浜親水広場等への散策等

を貸し自転車で気軽にで

きるようにし、中心市街地

の回遊性の向上を図る。国

内・国際フェリーターミナ

ルオープンから副港市場

を結んで本格稼働。 

 

  

事業名：港

イ ベ ン ト

事業 

 

内容：各種

港 イ ベ ン

トの開催 

 

時期：H20

～ 

 

実行委員

会、稚内

市、民間

他 

北防波堤ドームなど臨港地区での地元産グル

メ・コンサート等を活かした観光客と市民の賑

わいの場つくり。 

  

事業名：最

北 端 駅 の

こ だ わ り

駅弁事業 

 

内容：名物

駅 弁 の 検

討 

 

時期：H21

～ 

観 光 協

会、株式

会社まち

づくり稚

内、民間

他 

最北端の駅「ＪＲ稚内駅」「道の駅」「港オアシ

ス」の地理的特異性と地場産にこだわった名物

駅弁づくりにより、最北の駅の知名度を高め誘

客を図る。 
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事業名：オ

ー プ ン カ

フ ェ 社 会

実験事業 

 

内容：オー

プ ン カ フ

ェ の 社 会

実験事業 

 

時期：H21

～ 

株式会社

まちづく

り稚内、

中央及び

駅前商店

街 

夏期の昼間の長さを屋外で存分に楽しむため、

アーケード内などを利用したオープンカフェ

の社会実験事業を実施し、新しいモールの楽し

み方を提供する。 

  

事業名：ス

ト リ ー ト

ギ ャ ラ リ

ー と パ フ

ォ ー マ ン

ス事業 

 

内 容 ： 展

示、路上ラ

イ ブ 等 の

実施 

 

時期：H21

～ 

株式会社

まちづく

り稚内、

中央及び

駅前商店

街 

店のウインドウや店舗の一部、アーケードをギ

ャラリーやステージとして解放し、様々な展示

会や路上ライブ、パフォーマンスを実施する。

その際、まち全体で来訪者に、４つのどうぞ運

動を展開する。（「イス」「トイレ」「お茶」「お

荷物あずかり」） 

  

事業名：ま

ち 遊 び サ

ポ ー タ ー

ズの会 

 

内容：サポ

ー タ ー バ

ン ク の 整

備 

 

時期：H21

～ 

市民、ﾎﾞﾗ

ﾝ ﾃ ｨ ｱ 団

体、 

学生等、

株式会社

まちづく

り稚内、

中央及び

駅前商店

街 

中心街での様々なイベントの企画・支援・実施

のため、地元市民や学生等のフリー参加者をま

とめる会で、まちづくりの意見交換や、イベン

ト開催を通じて、人的な交流と魅力ある「まち

なかづくり」につなげる。 

  

事業名：商

店 街 モ ニ

ター制度 

 

内容：商店

街 モ ニ タ

株式会社

まちづく

り稚内、

中央及び

駅前商店

街 

商店街モニターを設置し、各店舗の消費者目線

からの苦情や提案をもらい、個店の魅力アップ

と店舗展開・サービス向上等に役立て、商業の

活性化及び中心市街地の賑わい創出に寄与す

る必要な事業である。 
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ーの実施 

 

時期：H21

～ 

事業名：食

の 創 出 推

進事業 

 

内容：地場

産 を 活 用

し た 新 メ

ニ ュ ー 開

発 

 

時期 H20

～ 

稚内・食

の委員会 

最北の街に「おいしい食」を求めて本市を訪れ

る多くの観光客に対し、その期待に応えるべ

く、「稚内ならでは

の」、「ここでしか味

わうことのできな

い『食』づくりに取

り組み、稚内ブラン

ドを確立させ、地元

消費者及び観光客等への地場産品のPRと中心

市街地の活性化を図る。 

  

事業名：商

店 街 振 興

計 画 策 定

事業 

 

内容：計画

策定 

 

時期：H20

～H21 

中央及び

駅前商店

街 

稚内の顔である中央商店街、駅前商店街の両商

店街を再生し、かつての賑わいを取り戻すため

の商店街振興計画（H21～H25）を策定し、

各個店の魅力づくりを図りながら、中心市街地

の賑わい創出と商業の活性化を図る。 

  

事業名：稚

内 市 制 度

融資・助成

制度事業 

 

内 容 ： 融

資・助成制

度の実施 

 

時期： 

中 小 企 業

特 別 融 資

制 度 ＝

S47～ 

助 成 制 度

＝H5～ 

稚内市 中小企業の自主的な努力を支援するため、各種

融資や助成を行うことで空き店舗の解消や商

業の活性化が図られ、中心市街地の賑わい創出

につながる必要な事業である。 

■中小企業特別融資制度 

 ・運転資金：1,500万円 

 ・設備資金：3,000万円 

 ・店舗等近代化資金：3,000万円 

 ・商店街環境整備資金：3,000万円 

■助成制度 

 ・商店街活性化助成金：50万円 

 ・商店街空き店舗活用事業助成金：100万円

 ・新製品等研究開発助成金：1,000万円 

 ・中小企業組織化助成金：20万円 

 ・人材育成助成金：15万円 など 
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事業名：観

光 マ イ ス

タ ー 推 進

事業 

 

内容：観光

マ イ ス タ

ーの育成 

 

時期：H19

～ 

稚内観光

マイスタ

ー推進委

員会 

観光を基幹産業とする街として、市民一人ひと

りが「わが街を知る」ための学習機会を提供す

るとともに、稚内の街に誇りを持ち「わが街を

語る」ガイドの達人として認証・登録すること

で、稚内観光

の振興及び

中心市街地

の活性化に

寄与する事

業として必

要である。 

  

事業名：ひ

と り 暮 ら

し 老 人 等

除 雪 サ ー

ビス事業 

 

内容：冬期

間 に お け

る 除 雪 サ

ービス・相

談 事 業 の

実施 

 

時期：H3

～ 

社会福祉

協議会 

冬期間、ひとり暮らし老人等が安心して在宅生

活を送るために住宅出入口、玄関から道路まで

の除雪サービス及び巡回パトロール・除雪に関

わる相談活動を実施し、中心市街地内の高齢者

が、安全・安心して暮らせる居住空間創出に寄

与する必要な事業である。 

  

事業名：賑

わ い づ く

り 創 出 事

業 

 

内容：中心

市 街 地 の

活 性 化 に

係 る 事 業

の実施 

 

時期：H19

～ 

民間 中心市街地エリアを拠点に、中心市街地の賑わ

い創出に係る様々な事業を行い、中心市街地の

活性化及び商業の活性化を図るために必要な

事業。 

 

○チャレンジショップ事業「Café 健康身体塾」

 ・空き店舗を活用しながら、健康をテーマにウ

ォーキングや無添加石鹸作り、カラーセラピ

ー教室の開催。 

 

 

 

 

 

ウォーキングの様子    カラーセラピー講習の様子
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○母の日「お母さんに贈り物」 

 ・母の日にお父さんと子供が共同で、お母さ

んに手作り小物の制作しプレゼントする

教室の開催。 

○アーケードCUP3on3 

 ・商店街の駐車場を会場に、子供から大人ま

でを対象に3ｏｎ3の大会の開催。 

○父の日「お父さんに贈り物」 

・父の日にお母さんと子供が共同で、お父さ

んに手作り小物の制作しプレゼントする

教室の開催。 

○ミニビアガーデン 

 ・市民に短い稚内の夏を満喫してもらうため

商店街でミニビアガーデンの開催。 

○稚内駅前動物園 

 ・動物園の無い稚内で身近に動物と触れ合う

機会を提供するため、中心市街地を会場に

稚内駅前動物園を開催する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○稚内ニューイヤーコンサート 

 ・中心市街地の空き店舗を活用し、地元出身

アーティストを招いて 1 年を締めくくる

ニューイヤーコンサートの開催。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊LOHASショップ： Lifestyles of Health and Sustainability の頭文字をとった略語で、健康と環境、持続可

能な社会生活を心がける生活スタイル「LOHAS」(ローハス/ロハス）のための商品を販売する店舗。 

 

稚内駅前動物園 

ニューイヤーコンサート 
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８． ４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

 

［１］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

  該当なし 

 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

  該当無し 

 

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

  該当無し 

 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内

容 及 び 実

施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

支援措置の

内容及び実

施時期 

その他の

事項 

事業名：稚

内 市 地 域

公 共 交 通

稚 内 市 地

域 公 共 交

通 活 性 化

稚内空港、JR稚内駅及びバスターミナル、フ

ェリー乗り場からの各観光ポイントへのアク

セス交通が不十分であり、観光周遊には利便

地域公共交

通活性化・再

生総合事業 

 

［１］公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の推進の必要性  

【現状分析】 

 中心市街地へアクセスするための公共交通機関として、ＪＲ稚内駅、バスターミナル、国内及び国

際フェリーターミナルが整備されている。 

 ＪＲ稚内駅は、宗谷本線の主要な駅として、近隣町村からの買い物や通勤・通学などに利用され、

1日平均約300人に利用されている。また、日本の鉄路の最北の始発・終着駅としても人気が高く、

多くの観光客が訪れている。 

バスターミナルの利用者数は、年々減少しているものの市民の生活に不可欠な「足」として、また、

本市を訪れる観光客の交通アクセスとして重要な役割を担っている。 

 国内フェリーターミナルからは、稚内と利尻島・礼文島を結ぶ離島航路フェリーが、国際フェリー

ターミナルからは、サハリンへのアクセスの基幹となる日ロ定期フェリーが運航されている。 

 日ロ定期フェリーの平成19年度実績では、5月～10月までの6ヶ月間に45便が運航され、旅

客4,695人、貨物約4,906ｔを輸送している。 

 

【公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の推進の必要性】 

 高齢化社会が進展していく中で、高齢者の交通手段の確保と、観光を基幹産業とするまちとして観

光ポイントへの交通アクセスの向上は、中心市街地の活性化にも必要不可欠な事項である。 

 そのためには、従来、点在していたＪＲとバスターミナルを「稚内駅前地区第一種市街地再開発事

業」により複合交通ターミナルとして整備し、中心市街地内の回遊性の向上と公共交通機関の利便性

の向上を図っていく必要がある。 

 

【フォローアップの考え方】 

 事業開始以後の毎年度末において進捗調査を行い、状況に応じて事業の促進などの改善措置を講ず

る。 
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総 合 連 携

計画策定 

 

内容：計画

の策定 

 

時期：H20

～ 

協議会 性が悪いことが指摘されている。適正で効率

的な公共交通ネットワークを構築するため稚

内市地域公共交通総合連携計画を策定し、中

心市街地内の回遊性の向上と利便性の向上を

図る。 

 

H20年度～ 

 

（4）国の支援がないその他の事業 

事業名、内

容 及 び 実

施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

国以外の支

援措置の内

容及び実施

時期 

その他の

事項 

大 型 旅 客

船 誘 致 事

業 

商 工 会 議

所 、 稚 内

市、観光協

会 

大型旅客船の定期的な寄港により、乗船客の

中心街への誘客・周遊により、都市観光と商

業活性化へつなげる。 

  

事業名：中

心 市 街 地

周 遊 動 線

調査 

 

内容：周遊

動 線 計 画

の策定 

 

時期：H21 

稚内市 集客力の大きい稚内駅前や副港市場・中央商

店街、北埠頭、中央埠頭地区を周辺にある歴

史的建造物や空き地の利用を絡めて、有機的

にネットワーク化し、観光客や市民の周遊す

る動線計画を実現化するための仕組みづくり

や手順の検討を行い、中心市街地内の回遊性

を高める。 
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□３．５．１３北浜通 □市道中央２号通 

□駅前広場整備事業 

□駅前広場バスシェルター等整備

◇４から７までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

□稚内駅前地区第一種市街地再開発事

業 
□地域交流センター 
□地域情報システム整備 
□サハリン文化交流施設整備（仮） 
□サハリン文化紹介事業 
○稚内駅交流施設商業スペース事業 
○最北端駅のこだわり駅弁事業

○まちあるき「ぶらりマップ」作成事業 
○わっかないめぐりツアーガイド事業 
○食の創出推進事業 
○稚内市制度融資・助成制度事業 
○観光マイスター推進事業 
○ひとり暮らし老人等除雪サービス事業 
○賑わいづくり創出事業 
○稚内市地域公共交通総合連携計画策定 
○中心市街地周遊動線調査 

□まちなか団地整備事業 
□臨港地区の規制緩和 
□まちなか居住・土地建物情報バンク事業 
□まちなか住まい相談事業 

○貸し自転車事業② 

○個店魅力アップ事業 
○チャレンジショップ事業 
○商店街景観整備事業 
○最北の商店街個店表示プレート装飾事業 
○稚内ゆきあかり推進事業 
○駐車場の運営管理事業 
○オープンカフェ社会実験事業 
○ストリートギャラリーとパフォーマンス事業 
○まち遊びサポーターズの会 
○商店街モニター制度 
○商店街振興計画策定事業 

○貸し自転車事業③ 

○港イベント事業 
○大型旅客船誘致事業 

○貸し自転車事業① 

□稚内駅前地区第一種市街地再開発事業（再掲）

  高齢者向け賃貸住宅 ３６戸 
  グループホーム １８戸 
□街なか居住再生ファンド事業 □稚内駅前地区第一種市街地再開発事業 

□地域交流センター 
□地域情報システム整備 
□サハリン文化紹介事業 
○賑わい再生拠点施設整備事業 
○最北端駅のこだわり駅弁事業 

○商業核店舗整備事業 □国道４０号整備（改築） 

□稚内港北地区北ふ頭港湾環境施設整備事業 

□南側区画道路 

※○中心市街地活性化による事業  □中心市街地活性化以外の事業 
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図 ４から７までに掲げる事業の体系図 

 

1．賑わいのある生活街の形成 2．「マチ」と「みなと」の連携 3．観光による交流促進 

②住みたい・住み続けたいマチ ③人が集るマチ 

5．都市福利施設を
整備する事業 

 

8.4から7までに掲
げる事業・・一体的
に推進する事業 

7．中小小売商業高度化
事業・・その他の商業活
性化のための事業 

(3)中心市街地の
活性化に資する 
・稚内市地域公共交通

総合連携計画策定 

(2)①認定と連携し
た支援措置 
・3.5.13 北浜通 

・南側区画道路 

・市道中央 2号通 

・駅前広場バスシェルター等整備

事業 

・地域交流センター 

・稚内駅前地区第一種市

街地再開発事業 

 

(2)②連携した支援
措置のうち、重点的
な支援措置 
・駅前広場整備事業 
・国道 40 号整備事業（改築） 

 

(3) 中心市街地の活
性化に資する  
・稚内駅前地区第一種市街

地再開発事業（再掲） 

(3)中心市街地の活性化
に資する  
・チャレンジショップ事業 

起業化支援プログラム 

こだわり日替わりシェフ事業 

健康やむ茶「チャイ」 

LOHAS ショップ 

(2)①認定と連携した支
援措置 
・賑わい再生拠点施設整備事業 

(2)②連携した支援措置
のうち、重点的な支援措
置 
・個店魅力アップ事業 

(2)①認定と連携した
支援措置 
・稚内駅前地区第一種市街地再

開発事業 (再掲) 

・街なか居住再生ファンド事業 
(2)②連携した支援措置
のうち、重点的な支援
措置 
・まちなか団地整備事業 

(2)①認定と連携し
た支援措置 
・地域情報システム整備 

・稚内港北地区北ふ頭港湾

環境施設整備事業 

市街地の整備改善のための事業に関する事項 

6．公営住宅等を整備する
事業、中心市街地共同住
宅供給・・居住環境の向上
のための事業 

①街歩きが楽しいマチ 

4.土地区画整理事業、
市街地再開・・市街地
の整備改善のための
事業 

中心市街地活性化の方針 

中心市街地活性化の目標

実  施  事  業
 

商業等の活性化のための事業に関する事項

   

(4)国の支援がない
その他の事業 
・サハリン文化紹介事業 

(4) 国の支援がな
いその他の事業 
・大型旅客船誘致事業 

・中心市街地周遊動線

調査 

(4) 国の支援がないその他
の事業 
・商業核店舗整備事業 

・商店街景観整備事業 

・最北の商店街表示プレート装飾事業 

・稚内ゆきあかり推進事業 

・駐車場の運営管理事業 

・まちあるき「ぶらりマップ」作成事業 

・わっかないめぐりツアーガイド事業 

・貸し自転車事業 

・港イベント事業 

・最北端駅のこだわり駅弁事業 

・オープンカフェ社会実験事業 

・ストリートギャラリーとパフォーマンス事業 

・まち遊びサポーターズの会 

・商店街モニター制度 

・食の創出推進事業 

・商店街振興計画策定事業 

・稚内市制度融資・助成制度事業 

・観光マイスター推進事業 

・ひとり暮らし老人等除雪サービス事業 

・賑わいづくり創出事業 

(3) 中心市街地の活性
化に資する  
・臨港地区の規制緩和 

・まちなか居住・土地建物情報バ

ンク事業 

・まちなか住まい相談事業 
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９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

［１］市町村の推進体制の整備等  

（1）都市再生対策室の設置 

 本市では、中心市街地の活性化及び市街地再開発事業を総合的かつ一体的に進めるため、平成１5年

６月から「都市再生対策室」（現：都市再生対策課）を設置し、庁内及び関係部局・関係機関等との連

携強化を図ってきた。 

 

（2）中心市街地活性化基本計画作成に係る庁内体制 

 国に申請する稚内市中心市街地活性化基本計画の策定及び進行管理を行うため、庁内に全副部長で構

成する「政策調整会議」と市長、副市長、関係部長で構成される「経営会議」において、庁内コンセン

サス形成を図ってきた。 

 

（3）稚内市中心市街地活性化基本計画策定員会（現：稚内駅周辺整備検討協議会）の設置 

 旧中心市街地活性化基本計画の策定段階から、商工会議所・商店街振興組合・飲食店組合・観光協会・

ホテル旅館業組合・金融協会・大学・町内会など34団体、45名で構成される「稚内市中心市街地活

性化基本計画策定員会」を設置し、意見交換を行いながら基本計画策定を進めてきた。 

  

［２］中心市街地活性化協議会に関する事項  

（1）稚内市中心市街地活性化協議会の概要 

 株式会社まちづくり稚内と稚内商工会議所が中心となり、平成１９年10月 12日、稚内市中心市街

地活性化協議会が設立された。 

 協議会は、法に基づく稚内市中心市街地活性化基本計画の実施にあたって必要な事項について協議

し、様々な主体が参画する中心市街地の活性化に係る運営を横断的、総合的に調整する組織で、構成員

は、商工会議所、まちづくり稚内、行政、関係事業者、地権者、消費者協会、金融機関、ボランティア

団体等、協議会の目的に賛同する関係者の参加によって活動を行うこととしている。 

 

（2）稚内市中心市街地活性化協議会の構成 

NO 団  体  名 備        考 

１ 株式会社 まちづくり稚内 第１５条第１項第1号 

２ 稚内商工会議所 第１５条第１項第2号 

３ 稚内中央商店街振興組合 第１５条第4項関係（商店街） 

４ 稚内駅前商店街振興組合  〃 

５ 稚内市仲通り振興会  〃 

６ 稚内市料理飲食店組合  〃 

７ 稚内ホテル旅館業組合  〃 

８ 稚内消費者協会 第１５条第8項関係（地域経済） 

９ （株）副港開発 第１５条第4項関係（事業者） 

10 東日本海フェリー（株） 第１５条第4項関係（交通事業者） 

11 宗谷バス（株）  〃 

12 稚内観光協会 第１５条第4項関係（観光） 

13 稚内北星学園大学 第１５条第8項関係（大学） 

14 稚内市北一町内会 第１５条第4項関係（地域住民） 

15 稚内市北二町内会  〃 

16 稚内市北三町内会  〃 
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17 稚内市南一町内会 第１５条第4項関係（地域住民） 

18 稚内市中央町内会  〃 

19 稚内市社会福祉協議会 第１５条第8項関係（医療・福祉） 

20 稚内漁業協同組合 第１５条第8項関係（地域経済） 

21 稚内農業協同組合  〃 

22 稚内金融協会  〃 

23 JR 北海道  第１５条第4項関係（交通事業者） 

24 街にいき隊 第１５条第4項関係（地域住民） 

25 稚内駅前地区市街地再開発組合 第１５条第4項関係 

26 稚内市 第１５条第4項関係（市町村） 

   

オブザーバー  

１ 北海道宗谷支庁 関係行政機関 

２ 北海道宗谷支庁 土木現業所  〃 

3 中小企業基盤整備機構北海道支部  〃 

 

 

 図 稚内市中心市街地活性化協議会の構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）稚内市中心市街地活性化協議会の開催状況 

・平成１９年９月６日に設立準備会を開催 

・平成１９年１０月１２日 設 立 

定款規約の作成 

委員承認 

中心市街地活性化基本計画（案）審議 

・平成１９年１１月１６日 第２回開催 

中心市街地活性化基本計画（案）審議 

中心市街地活性化協議会の役割について 

・平成２０年 ２月１９日 第３回開催 

中心市街地活性化基本計画（案）審議 

駅前開発の概要説明 

・平成２０年 ４月 ２日 第４回開催 

中心市街地活性化基本計画（案）審議 (まとめ) 

タウンマネージャーの設置について 

・平成２１年 １月２８日  

中心市街地活性化シンポジウムｉｎ稚内開催（経済産業省） 

役員会 

委   員 

事務局（商工会議所・まちづくり会社）

オブザーバー 
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・平成２１年 ３月 ３日 第５回開催 

再開発ビルの公共施設利活用計画案の説明 

中心市街地活性化基本計画（案）の修正審議 

・平成２１年 ５月 ８日 第６回開催 

中心市街地活性化基本計画（案）の最終案審議 

中心市街地活性化基本計画（案）への意見書（承認） 

 

（４）稚内市中心市街地活性化協議会の基本計画に対する意見書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２１年 ５月 ８日
 
稚内市長 横 田 耕 一 様 

 
 

稚内市中心市街地活性化協議会
   会長 小 川 勝 美

稚内市中心市街地活性化基本計画（素案）に対する意見書 
 
中心市街地の活性化に関する法律第15条第９項の規定に基づき稚内市中心市街地

活性化基本計画（素案）に対する意見書を提出します。 
 
 

稚内市中心市街地活性化基本計画（素案）に対する意見書 
 

稚内市の中心市街地は、これまで商業を始め、行政・居住・文化等の中心であり、
長い歴史の中で培って来た地域の文化・伝統の伝承等「まちの顔」として重要な役
割を担って来ました。 
しかし、近年、社会状勢の激変によりその機能は低下しつつあり、このままでは「ま

ちの顔」としての役割が失われるのではないかと懸念されております。 
これらの問題に対応し、中心市街地を活性化するため稚内市では、稚内市中心

市街地活性化基本計画（素案）を策定されました。 
この稚内市中心市街地活性化基本計画（素案）を推進することは、中心市街地の

みならず稚内市全体にも効果がおよび、宗谷管内の町村の利便性向上にも繋がる
ものと考えております。 
本協議会では、稚内市中心市街地活性化基本計画（素案）に対して、意見を提出

するため、中心市街地の活性化は中心商店街だけの問題だけではなく、当市全体
の重要課題として捉え、一人ひとりが危機感を持ち、本気で魅力あるまちづくりを目
指し協議を重ねてきました。 
その結果、以下のとおり意見を提出します。 
 

  1．基本的な方針について 
基本方針については、①賑わいのある生活街の形成 ②「マチ」と「みなと」の連携

強化 ③観光による交流促進 が挙げられており、当市の中心市街地活性化にふさ
わしい方針と言え、概ね妥当であります。 
 

 2．中心市街地の活性化の目標について 
  目標については、①街歩きが楽しいマチ ②住みたい・住み続けたいマチ ③人が
集まるマチ が挙げられているが、これらは旧中心市街地活性化基本計画の検証及び
当市の現状把握・分析が適切に行われており、当市の中心市街地を活性化する上で
必要な目標であります。 
 また、数値目標は様々なデータ分析のもと割り出されおり、実現性が高く活性化を図る
上で妥当なものと考えます。 
 
  ３．その他 
本協議会として上記のとおり意見を提出しますが、稚内市中心市街地活性化基本

計画の推進に当たっては、計画内容を市民に広く周知を行い、市民の意見を取り入
れながら中心市街地活性化事業を実施し、目標を達成するため、関係団体一丸とな
って事業を推進することを要望します。 
本協議会は、中心市街地活性化事業を推進するため基本計画の進歩状況調査、

事業調査等を行い、関係団体との連携を密にしながら中心市街地の活性化に向け努
めて参ります。 
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［３］基本計画に基づく事業及び措置の一体的推進  

 （1）株式会社まちづくり稚内の設立 

   稚内市の特色や資源を活かし中心市街地の活性化を図る拠点として、2つの商店街振興組合が中

心に活性化の諸事業を効果的に企画調整・事業実施するため、平成 18 年 7 月 31 日、資本金

12,000千円で「株式会社まちづくり稚内」を設立しました。 

   その後、株式会社まちづくり稚内は、稚内市からの12,000万円の増資を図り、資本金24,000

千円の第3セクターとして中心市街地の活性化に資する事業を積極的に取り組んでいる。 

   また、中心市街地活性化事業及び市街地再開発事業に併せて、資本の強化（120,000千円）を

図りながら、本市と協働で中心市街地の活性化に取り組んでいる。 

   平成 20年度の主な取り組みとしては、起業家支援事業、チャレンジショップ事業、花いっぱい

事業、雪あかり事業、レンタサイクル事業、商圏調査事業などの事業を行っている。 

 

（2）商店街振興組合・商工会議所・まちづくり稚内等関係機関との連携 

  中心市街地活性化、市街地再開発事業に関して駅前・中央商店街振興組合、商工会議所、まちづ

くり稚内と連携を図りながら、事業の進捗管理などの意見交換を必要に応じて開催している 

 

（3）商店街振興計画策定懇談会の設置 

  中央・駅前の両商店街が中心市街地活性化事業及び市街地再開発事業と連動して、両商店街を再

生させ、かつての賑わいを取り戻すための商店街振興計画策定を、平成20・21年度の2カ年を

かけて行っている。策定にあたっては、商店主を中心とした商店街振興計画策定懇談会を設置し、

関連専門機関の指導を受けながら進めている。 

 

（4）稚内市中心市街地活性化基本計画策定員会（現：稚内駅周辺整備検討協議会）の設置 

   旧中心市街地活性化基本計画の策定段階から、商工会議所・商店街振興組合・飲食店組合・観光

協会・ホテル旅館業組合・金融協会・大学・町内会など34団体、45名で構成される「稚内市中

心市街地活性化基本計画策定員会」を設置し、意見交換を行いながら計画策定を進めた。 

  現在は、稚内駅周辺整備検討協議会として、稚内駅周辺整備に係る連絡・調整・協議を行ってい

る。 

 

（5）公共施設利活用計画策定に係る懇談会・ワークショップの開催 

稚内駅前地区第一種市街地再開発事業から稚内市が所得する公共床の整備及び利活用について、

より地域にとって使いやすい施設となるよう検討するための懇談会を設置している。これまで、一

般参加・NPO 団体、地元企業、商店街、大学、福祉関連組織等の代表者による公共施設利活用懇

談会と、懇談会メンバーからの推薦を受けた協力員によるワーキングの開催により、施設設計や設

備・備品・利活用のプログラムなどの基本的な考え方の整理を行っている。 

   

（6）都市再生セミナーの開催 

まちづくりに対する意識の醸成と駅周辺の整備をはじめとする進捗状況、先進事例などを広く市

民に周知・意見集約を行うため、年1回「都市再生セミナー」を開催している。 

 

 （7）パブリックコメントの実施 

   「稚内市中心市街地活性化基本計画（素案）」について、広く市民の意見を聴取し、計画作成の

参考とするため、平成 21年 5月 11日から5月 20日までの 10日間で、パブリックコメント

を実施した。また、市ホームページにも計画の内容を公表し意見聴取を行った。 
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１０．中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項 

［１］都市機能の集積の促進の考え方  

稚内市都市計画マスタープランにおいて、「コンパクトシティ」を目指すことを方針としている。 

 

①第４次稚内市総合計画（平成２1年3月から１０年間） 

稚内市の将来都市像を「人が行き交う環境都市わっかない」とし、まちづくりの展望では、交

流拠点を目指すまちづくりの推進として、宗谷地域における住民の生活圏の中心都市、また、サ

ハリンの玄関口であること、特に、中心市街地は、鉄道、バス、フェリーなどの交通結節点であ

ることから、賑わいのある「稚内の顔」として、多くの人々を呼び込むことができるよう再生す

るとしている。 

また、広大な面積を有する本市では、市街地と郡部の交流を促進しながら、それぞれの地域の

特徴を活かした都市形成を進めるとともに、無秩序な市街地の拡大を防止し、まちなか居住の推

進、公共交通の利便性を高めるなど、機能的でコンパクトな市街地形成を推進するとしている。

 

②都市計画マスタープラン（平成13年３月策定） 

平成 32 年までを期間とする稚内市都市計画マスタープランは、基本理念を「快適で心やすら

ぐ国際港湾都市」とし、施策の基本目標を下記の通り定めている。 

・「最北のまち」ならではの特性を活かす  ・安全快適に「住む・暮らす」まちづくり 

・活力あふれる「働く・学ぶ」まちづくり  ・あたたかいもてなしのある「遊ぶ・憩う」 

・市民の暮らしを支える基盤施設の充実    まちづくり 

・みんなで育てるよりよいまちづくり 

そのなかで稚内駅、稚内港、中央商店街等の集積する中央地区（稚内駅周辺地区）では、稚内

の発祥の地ならではの特性を活かし、海の賑わいが感じられる、観光客、地域の人で賑わう中心

市街地づくりを目指すとしている。 

また、南稚内駅周辺地区は、広域的な商業業務が集まる市民の生活拠点（広域商業業務拠点）

と定め、幼児、高齢者など、全ての人にやさしいまちづくりを目指すとしている。 

 

図 地域づくりプロジェクト一覧（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            資料：稚内市都市計画マスタープラン 

 

３ 中央地区の 

活性化プロジェクト 
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図 都市計画マスタープランにおける中央地区の活性化プロジェクト（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：稚内市都市計画マスタ－プラン 

  

 図 商業業務地の土地利用方針（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：稚内市都市計画マスタ－プラン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中心商業地 

幹線沿道型商業地

広域商業地 

：.将来市街地 

：.都市計画区域 

区域説明 
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［２］都市計画手法の活用  

 ①都市計画決定 

平成１３年３月に策定した都市計画マスタープランにおいては、将来的に人口増加が望めないこれ

からに向け、将来の市街地規模は現在の市街地内での充実を図ることとし、既存市街地内での充実を

図ることを基本方針としている。また、都市計画においては、白地地域について建築形態規制を行い、

無秩序な都市の開発を厳しく制限している。 

  具体的な、コンパクトなまちづくりの実践として、平成１９年３月に準工業地域全域に中心市街地

の活性化に影響がある床面積１万㎡を超える大規模集客施設の立地を制限する特別用途地区の設定

を行い、都市福利施設、市営住宅などの都市機能が中心市街地に立地するよう、都市機能の集約化を

図っている。 

 

［３］都市機能の適正立地、既存ストックの有効活用等  

稚内の中心市街地には、市内7店舗の大型商業施設のうちわずか１店舗の立地である。 

以前は、稚内駅５００ｍ以内に大型商業施設があったが、平成１６年度の撤退以降空き店舗になって

いるため、取り壊しを行ない駅前広場整備として一体的に整備する。 

公共的な施設としては稚内市役所、市立稚内病院、稚内文化センター、保健福祉センターが中心市

街地に集積しており、移転計画はない。 

 

［４］都市機能の集積のための事業等  

稚内駅周辺には、公共施設（行政機関、総合病院、文化施設、都市福利施設）、交通機能、金融機

関などが集積しており、公共施設においては、稚内市の未来のまちづくり、都市計画の指針からも、

中心市街地活性化推進のため、今後も、移転はしない方針である。また、交通機能に関しても、この

再開発事業において、近距離にあるが連携が充分とは言えない。バス・ＪＲ・タクシー・フェリー・

自家用車の連携を強化し、使いやすく分かりやすい交通拠点として整備し、基本計画における事業の

実施により、都市機能の集積を強化する。 
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１１．その他中心市街地の活性化のために必要な事項 

 

［１］基本計画に掲げる事業等の推進上の留意事項 

① 中心市街地周遊動線の整備 

拠点となる駅周辺整備では、歩行者動線を創出し歩くことを基本に利用してもらうことを想定し

ているため、安心・安全を基本に豊かな歩行者空間の整備を目指している。 

  そのため、平成21年度から、「歩ける・歩くまちへの仕組みづくり」として、「中心市街地周遊

動線調査」を開始し、今後の具体的な整備へつなげることとしている。 

【目 的】 

  今後整備される予定の施設も含めて、集客力の大きい稚内駅前、副港市場、中央・駅前商店街及

び北埠頭地区を有機的（奥深い散策空間を見て、見て、触れて、味わう、遊ぶ、学ぶ）にネットワ

ーク化し、観光客・来訪者及び市民の散策・周遊する動線をハード的ソフト的に整備する。 

 

 図 中心市街地周遊動線調査の対象地区 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  今後、この成果に基づき、市民・行政の協動による歩道や花壇整備、案内・説明看板をはじめ、

 お休み所、ぶらりマップなど、有機的（奥深い散策空間を見て、見て、触れて、味わう、遊ぶ、学

ぶ）な機能を整える。 

  また、周遊手段として、徒歩の他、レンタサイクルや周遊バス（稚内市地域公共交通総合連携計

画）などの検討を行う。 

 

 図 中心市街地周遊動線調査のための検討会議構成員 

団 体 名 団 体 名 

 稚内みなとまちづくり懇談会  ㈱まちづくり稚内 

 稚内のみなとを考える女性ネットワーク  稚内土木現業所建設指導課 

 稚内観光協会  稚内土木現業所建設指導課 

 稚内商工会議所  港湾課 

 

中央埠頭 

北埠頭 

副港市場 

中央・駅前商店街 

ＪＲ稚内駅 
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 稚内観光物産協会  都市再生対策課 

 副港開発㈱  日本データーサービス(株) 

 ハートランドフェリー㈱  日本データーサービス(株) 

 街にいき隊  日本データーサービス(株) 

 稚内市歴史・まち研究会  日本データーサービス(株) 

■オブザーバー 

 稚内開発建設部稚内港湾事務所 稚内開発建設部稚内開発事務所 

 

②４つのどうぞ運動 

  中心市街地の周遊動線づくりの商店街活動の一環として、「ストリーギャラリーとパフォーマン

ス事業」をおこなう。この活動は、各個店のウインドウや店舗の床の一部、また、アーケードをギ

ャラリーやステージとして解放し様々な路上ライブや、パフォーマンスを実施するもの。 

  その基本の取り組みとして、まち全体・商店街で観光客・来訪者に、「イス」「トイレ」「お茶」「お

荷物預かり」のおもてなしを提供する。 

  提供店には、案内表示の絵柄ステッカーを貼り、外部からわかりやすく、はじめての来訪者も気

安く利用できるような環境づくりに努める。 

 

 図 中央地区の商店街振興組合 

組 合 名 会員数 

稚内駅前商店街振興組合 ２６ 

中央商店街振興組合 ２５ 

 

③ロシアを感じさせる賑わい演出 

  稚内らしい情景をつくる実験事業として、また、稚内駅周辺でのロシアを感じさせる賑わい演出

のためのイベント企画・試行として「サハリン知っとく広場」を実施した。 

  この事業は、市民や観光客にロシア、サハリンをより知ってもらい、将来的には、サハリン文化

紹介や体験、料理提供など、新たなイベントや店舗開設につなげることをねらいとして実施。 

 

 【サハリン知っとく広場の事業概要】 

  実施期日： 平成１７年１１月６日 

  会   場： 旧西條デーパート駅前店（稚内駅に隣接する空き店舗） 

  入込総数： ３２５名 

  実施内容：  

・子供達の遊び場づくり（ちびっこコーナー） 

 マトリョーシカづくり、ロシアのおもちゃに触れて楽しむ など 

・ロシアの生活文化紹介（サハリン映像コーナー） 

 サハリン交流ビデオ映像、サハリン写真展、各種おもしろマトリョーシカ展示 など 

・ロシアの食文化体験（ロシア料理の試食コーナー） 

 ボルシチ、ペルメニ＊、ピロシキ＊＊、シャシリク＊＊＊、ブルヌイ＊＊＊＊、ロシアン紅茶 など

＊ペルメニ：ロシア風水餃子   ＊＊ピロシキ：ロシアの揚げパン  ＊＊＊シャシリク：豚肉の短剣焼き 

  ＊＊＊＊ブルヌイ：ロシア風クレープ 

 

   この事業の実施結果として、ロシアをテーマとして様々な参加型のイベントや文化紹介の事業展
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開が可能であること、また、サシリクやピロシキはすぐにでも簡易な屋台でファーストフード的に

販売可能であり、以後、既存のイベントにサシリク屋台として参加することにつながった。 

   また、今後は「賑わい再生拠点施設整備事業」の中で、簡易なロシア料理提供やロシアを感じ

る体験メニューづくり、文化紹介等の具体化な事業化へつなげることを目指している。 

 

  図 「サハリン知っとく広場」の開催風景 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                           マトリョーシカの絵付け体験 

                                        

         開催案内 

 

 

［２］都市計画との調和等 

①稚内市都市計画マスタープラン 

平成１３年３月に策定した都市計画マスタープランにおいては、将来的に人口増加が望めないこ

れからに向け、将来の市街地規模は現在の市街地内での充実を図ることとし、既存市街地内での充

実を図ることを基本方針としている。 

また、都市計画においては、白地地域について建築形態規制を行い、無秩序な都市の開発を厳し

く制限している。 

その集約拠点として、「稚内の顔」として発展を遂げ、街を形成してきた中心市街地において、

既存の都市機能を強化、充実させることで、稚内市の賑わいの再生を目指す。 

 

②コンパクトなまちづくりの実践 

  コンパクトなまちづくりの実践として、準工業地域全域に中心市街地の活性化に影響がある床面

積１万㎡を超える大規模集客施設の立地を制限する特別用途地区の設定（平成１９年３月）を行う

とともに、都市福利施設、市営住宅などの都市機能を中心市街地に立地するよう、都市機能の集約

化を推進する。 

 

［３］その他の事項 

①環境への配慮 

  本計画に掲げた各種事業の計画及び実施にあたり、環境保全及び安全で円滑な交通の確保等に配

慮する。  
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１２．認定基準に適合していることの説明 

 

基 準 項  目 説 明 

第 1号基準 

基本方針に適

合するもので

あること 

意義及び目標に関する事項 １．中心市街地活性化に関する基本的な方針にて

記載。 

認定の手続 ９．［２］中心市街地活性化協議会に関する事項

Ｐ１１９ 

中心市街地の位置及び区域に関

する基本的な事項 

２．中心市街地に位置及び区域に記載。 

Ｐ７０ 

４から８までの事業及び措置の

総合的かつ一体的推進に関する

基本的な事項 

９．４から８までの事業及び措置の総合的かつ一

体的推進に関する基本的な事項に記載。 

Ｐ１１９ 

中心市街地における都市機能の

集積の促進を図るための措置に

関する基本的な事項 

１０．中心市街地における都市機能の集積の促進

を図るための措置に関する基本的な事項に記載。

Ｐ１２３ 

その他中心市街地の活性化に関

する重要な事項 

１１．その他中心市街地の活性化に関する重要な

事項に記載。 

Ｐ１２６ 

第 2号基準 

基本計画の実

施が中心市街

地の活性化の

実現に相当程

度寄与するも

のであると認

められること 

目標を達成するために必要な４

から８までの事業等が記載され

ていること 

４から８までの全ての事業を記載。 

基本計画の実施が設定目標の達

成に相当程度寄与するものであ

ることが合理的に説明されてい

ること 

３．中心市街地活性化の目標に記載。 

Ｐ７８ 

第 3号基準 

基本計画が円

滑かつ確実に

実施されると

見込まれるも

のであること 

事業の主体が特定されている

か、又は、特定される見込みが

高いこと 

具体的事業の内容で実施主体を明記。 

事業の実施スケジュールが明確

であること 

具体的事業の内容で実施期間を明記。 

 

 


